
（平成２１年１２月２日報道資料抜粋）

１．今回のあっせん等の概要

（１）年金記録の訂正の必要があるとのあっせんを実施するもの 115 件

国民年金関係 30 件

厚生年金関係 85 件

（２）年金記録の訂正を不要と判断したもの 96 件

国民年金関係 31 件

厚生年金関係 65 件

年金記録確認東京地方第三者委員会分

年金記録に係る苦情のあっせん等について



 
 

東京国民年金 事案 6231 

                       

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 48 年４月から同年６月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年４月から同年６月まで 

    私は、申立期間を含めた昭和 47年９月から 48年６月までの 10か月分の

国民年金保険料を、50年 12月に銀行でまとめて納付した領収証書を所持し

ている。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を含めた昭和 47年９月から 48年６月までの国民年金保

険料を一括納付した 50年 12月 16日付けの納付書・領収証書（第２回特例納

付用のもので、納付期限 50年 12月 31日と明記されたもの）を所持しており、

これが還付された事実は認められないことから、申立人が、時効により納付で

きない期間も含めて、申立期間の保険料相当額を納付し、長期間国庫歳入金と

して扱われていたことは明らかである。 

   申立期間について、第２回特例納付の納付可能期間外であること及び上記の

納付日時点では、時効により保険料を納付できないことを理由として、保険料

の納付を認めないのは信義則に反するなどの事情を含めて総合的に判断する

と、申立人は、申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

東京国民年金 事案 6232 

                                       

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 49年８月から 50年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年 12月から 45年７月まで 

② 昭和 49年８月から 50年３月まで 

私の国民年金は、母から、私が大学生だった 20 歳の時に加入手続を行い、

私が国外在住時の期間を含めて、母自身及び父と兄の国民年金保険料と一緒

に納付していたと聞いている。また、申立期間②のうちの、昭和 50 年１月

から同年３月までの保険料を納付した領収証書も所持している。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間②については、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 51 年２

月ごろに払い出されているとともに、申立人が所持する領収証書によると、

当該期間直後の保険料を 51 年４月に納付していることが確認でき、その時

点で、当該期間の保険料は過年度納付することが可能な期間である。また、

母親が一緒に保険料を納付していたとする母親自身及び父親と兄は、当該期

間の保険料は納付済みであることが確認できる上、申立人は、申立期間を除

き、国民年金加入期間の保険料をすべて納付しているなど、申立内容に不自

然さは見られない。 

さらに、申立人は、当該期間のうち、昭和 50 年１月から同年３月までの

保険料を 52 年５月４日に納付した領収証書を所持しており、これが還付さ

れた事実は認められないことから、申立人が、時効により納付できない期間

の保険料相当額を納付し、長期間国庫歳入金として扱われていたことは明ら

かであり、上記の 50 年１月から同年３月までの期間について、時効により

保険料を納付できないことを理由として、保険料の納付を認めないのは信義

 



 
 

則に反する。 

２ しかしながら、申立期間①については、申立人の母親が当該期間の保険料

を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立

人は、国民年金の加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納

付していたとする母親から当時の納付状況等を聴取することができないた

め、当時の状況が不明確であるなど、申立人の母親が当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、上記の手帳記号番号払出時点では、当該期間は時効により保険料を

納付できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうか

がわせる事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和49年８月から50年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認

められる。 



 
 

東京国民年金 事案 6233 

            

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間のうち、昭和 48年１月から 49年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 40年 10月 

             ② 昭和 43年１月から 47年９月まで             

③ 昭和 48年１月から 49年３月まで 

    私は、昭和 40年 10月に勤務先を退職後、区役所出張所で国民年金の加入

手続を行い、国民年金保険料を納付していた。また、47年 10月にＡ県のＢ

市に転居した際にも、国民年金の加入手続を行い、保険料を納付していた。

その後、49 年にＣ県のＤ市へ転居した際にも再度、国民年金の加入手続を

行い、その際に保険料をまとめて納付したと記憶している。申立期間の保

険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間③については、当該期間前後の国民年金保険料は納付されている

とともに、当該期間は、申立人が所持する年金手帳、申立人の年度別納付状

況リスト及び申立人が当時居住していた市の国民年金被保険者名簿による

と、申立人は国民年金の強制加入対象被保険者とされていたことが認められ、

申立人の２つ目の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和49年７月ご

ろの時点で、保険料を過年度納付することが可能であったことが確認できる。

また、申立人は、申立期間及び申請免除期間を除き、60歳に至るまで保険料

をすべて納付しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

２ しかしながら、申立期間①及び②については、申立人には、昭和 47 年 11

月ごろに、上記の手帳記号番号とは別の手帳記号番号が払い出されているこ

とが確認できるものの、申立人が当該期間の保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、申立期間①当時の



 
 

国民年金の加入場所等の加入状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるとともに、当該

両期間の保険料の納付方法、納付場所等の納付状況に関する記憶も曖昧
あいまい

であ

る上、申立人は特例納付で保険料を納付したことはないと供述しており、ほ

かに当該両期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見

当たらない。 

また、申立期間①については、上記の２つの手帳記号番号が払い出された

時点では、いずれも当該期間は時効により保険料を納付できない期間であり、

上記の手帳記号番号以外に別の手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

さらに、申立期間②については、申立人の特殊台帳によると、申立人は、

昭和 47年 10月に国民年金に任意加入していることが確認でき、制度上、任

意加入者の納付義務は任意加入した月から発生することから、保険料をさか

のぼって納付することはできず、上記の手帳記号番号以外に別の手帳記号番

号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

３ その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、

昭和48年１月から49年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認 

められる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6235 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 38年９月から 41年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年９月から 41年３月まで 

私の妻は、昭和40年ごろに自身と私の国民年金の加入手続を行い、国民年

金保険料を納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後、60歳になるまでの間の国民年金保険料をすべて納付

しており、申立人の国民年金の加入手続及び保険料納付を自身の分と一緒に行

ったとする申立人の妻は、申立期間について自身の保険料は納付済みである上、

国民年金加入後の保険料は１年間の免除期間を除きすべて納付しているなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

東京国民年金 事案 6236 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 10 年３月及び同年９月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 34年生 

    住    所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 10年３月 

             ② 平成 10年９月    

    私は、平成 10 年３月まで勤めていた会社を退職後、送られてきた納付書

で、国民年金保険料をきちんと納付していた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き、第３号被保険者となるまでの国民年金加入期間

の国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間はそれぞれ１か月と短期間

である。 

また、申立期間①については、当該期間直後の平成 10 年４月及び同年５月

の保険料は同年 10 月に現年度納付されており、当該納付時点で当該期間の保

険料は過年度納付することが可能であったこと、申立期間②については、当該

期間直前の10年６月から８月までの保険料が同年12月に現年度納付されてお

り、当該期間の保険料を未納のままにしておくことは不自然であることなど、

申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6237 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年９月から 46年３月までの期間及び 47年７月から同年９

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 45年９月から 46年３月まで  

             ② 昭和 47年７月から同年９月まで       

    私の母は、私の国民年金の加入手続を行い、結婚するまで国民年金保険料

を納付してくれていた。私と同様に母親が保険料を納付していた妹は、20

歳から保険料が納付済みになっている。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間を除き、第３号被保険者となるまでの国民年金加入期間

の国民年金保険料をすべて納付しており、申立人及びその妹の保険料を納付し

ていたとする母親は、36年４月から60歳に到達するまでの保険料をすべて納付

している。 

申立期間①については、申立人の国民年金の手帳記号番号が払い出された昭

和46年９月時点では、当該期間の保険料を過年度納付することが可能であった

こと、妹の手帳記号番号は51年４月に払い出され、20歳までさかのぼって保険

料が過年度納付されていることが確認できることなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

申立期間②については、当該期間は３か月と短期間であり、前後の期間の保

険料は納付済みであるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6241 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 39年 12 月から 45年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要であ

る。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 39年 12月から 45年９月まで 

    私は、郷里に帰省する度に過去の未納分の国民年金保険料も含めて、町役

場で納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、納付意識

は高かったものと考えられる。 

また、申立人の国民年金へ加入した時期、加入手続の場所、保険料の納付方

法、納付場所、納付期間等の記憶は具体的であり、納付したとする金額は申立

期間の保険料額とおおむね一致している上、申立人が主張している納付方法は、

当時町において行われていた保険料の納付方法と合致している。 

さらに、申立期間直後の昭和 45年 10月から同年 12月までの３か月間につ

いては、申し立て後の平成 20年 11 月 11日に未納から納付済みに記録訂正さ

れており、記録管理に不備が見られるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



 
 

東京国民年金 事案 6242 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 49 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 49年１月から同年３月まで 

    私は、国民年金の加入手続後は、送付されてきた納付書で、３か月ごとに

国民年金保険料を必ず区役所で納付してきた。 

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、20歳になった昭和 47年＊月から、申立期間を除き国民年金保険

料をすべて納付しており、納付意識は高かったものと考えられる。 

また、申立期間は３か月と短期間であり、申立期間の前後の保険料は納付済

みである。さらに、保険料の納付方法、納付場所等の申立人の記憶は具体的で

あり、納付したとする金額は申立期間の保険料額とおおむね一致している上、

申立期間の前後の期間で住所変更等の生活状況の変化は無いなど、申立内容に

不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6243 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 54年４月から 56年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

   １ 申立人の氏名等 

     氏    名 ： 男 

     基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

   ２ 申立内容の要旨 

     申 立 期 間 ： 昭和 52年 12月から 56年３月まで 

私は、昭和 52 年に大学に通いながら勤めていた会社を辞めた後、国民年

金に加入した。区役所でアドバイスを受け、最初にまとまった金額 10 万円

弱を郵便局で納付した記憶がある。申立期間の保険料が未納となっているこ

とに納得できない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 54年４月から 56年３月までの期間については、国民

年金手帳記号番号が払い出された 56 年６月時点では、保険料を過年度納付す

ることが可能な期間であり、当該期間直後の期間は、納付済みとなっている。

また、申立人の保険料納付の契機、さかのぼって納付したこと、納付場所及び

納付方法の記憶は具体的である上、納付したとする金額は、当該期間の保険料

額とおおむね一致するなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち昭和 52年 12 月から 54年３月までの期間に

ついては、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、国民年金手帳記号番号が払い出された

56 年６月時点では、当該期間は時効により保険料を納付できない期間である

上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和54年４月から56年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6244 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 36年７月から 38年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 38年３月まで 

私は、申立期間の国民年金保険料は、国民年金への加入手続時に父親がま

とめて納付したはずである。その後も、自宅に訪れてきた集金人に父親が保

険料を納付していたはずである。お金を支払うと、印紙のようなものを貼り

付けていたことを記憶している。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 36年７月から 38年３月までの期間については、国民

年金手帳記号番号が払い出された 38年 10月時点では、保険料を過年度納付す

ることが可能な期間であり、当該期間の直後の期間は納付済みとなっている。

また、申立人の、保険料を納付したとする父親から聞いた過年度納付の手続を

行った経緯、手続の場所、保険料の納付方法等の記憶は具体的である上、当該

期間直後の 38年４月から 45年３月までの期間については、申立人の所持する

領収書等により、未納から納付済みに記録が訂正されており、記録管理に不備

が見られるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 36 年４月から同年６月までの期間に

ついては、申立人が国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料（家計

簿、確定申告書等）は無く、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された

38年 10月時点では、当該期間は時効により保険料を納付することができない

期間である上、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

 



 
 

和36年７月から38年３月までの期間の国民年金保険料を納付していたものと

認められる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6249 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 58年４月から 59年２月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 35年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年４月から 59年２月まで 

    私は、国民年金の納付書が送られてきたので、国民年金保険料を納付した。

当時、アルバイトの収入は少なかったが頑張って納付した。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間は 11 か月と短期間であり、申立人の国民年金手帳の記号

番号が払い出された昭和 60 年４月ごろの時点で、申立期間は国民年金保険料

を過年度納付することが可能な期間であった上、社会保険庁のオンライン記録

により 60 年４月に過年度保険料納付書が発行されていることが確認でき、当

該保険料納付書は申立期間に係るものであったと考えられるなど、申立内容に

不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 



 
 

東京国民年金 事案 6250 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 36年４月から 38年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 36年４月から 38年１月まで 

私は、長女誕生後に国民年金の資格喪失手続を行ったが、申立期間の国民

年金保険料は納付していた。納付したことは確かであり、申立期間が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に再加入した昭和 50 年６月以降の国民年金保険料をす

べて納付している上、申立人が所持する国民年金手帳により、申立人は、36

年３月 25 日に任意加入手続を行っていることが確認でき、申立期間は保険料

を現年度納付することが可能な期間である。 

また、申立人は、昭和 38 年２月の資格喪失について、国民年金に任意加入

し保険料を納付し続けてきたが、長女誕生後、経済的に納付が困難になったた

め喪失手続を行ったことを具体的に説明しているなど、申立内容に不自然さは

見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6251 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 42年 10月から 43年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要で

ある。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年 10月から 43年３月まで 

    私の父は、私が 20 歳になったときに、私の国民年金の加入手続をしてく

れて、母の分とともに私の国民年金保険料を納付してくれていた。また、父

から生前、「すべて払ってあるから」と聞いていた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間

は６か月と短期間である。また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出さ

れた昭和 43 年４月から６月時点で、申立期間の保険料を現年度納付又は過年

度納付することが可能であったこと、申立人の保険料を納付していたとする父

親及び同居していた母親は、申立期間を含めて自身の 60 歳までの保険料を完

納していることなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

東京国民年金 事案 6256 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成４年６月から５年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年６月から５年３月まで 

私は、私の夫が会社を退職した平成４年から私の国民年金保険料を納付し

てきた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

      

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間

は 10 か月と短期間である。また、納付書により保険料を納付したとする方法

は、申立人が当時居住していた区の納付方法と合致しており、納付したとする

金融機関は、申立期間当時開設され、保険料の収納を取り扱っているなど、申

立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 



 
 

東京国民年金 事案 6257 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の平成６年 12 月から７年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年 12月から７年３月まで 

私の妻は、平成６年から私の国民年金保険料を納付していた。申立期間の

保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間の前後の国民年金保険料を納付しており、申立期間は４

か月と短期間である。また、納付書により保険料を納付したとする方法は、申

立人が当時居住していた市の納付方法と合致しており、納付したとする金融機

関は、当時開設され、保険料の収納を取り扱っている。さらに、申立人の保険

料を納付していたとする申立人の妻は、申立期間の保険料が納付済みとなって

いるなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 



 
 

東京国民年金 事案 6258 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年４月から 59年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 59年３月まで 

私たち夫婦は、国民年金に一緒に加入し、私が夫婦二人分の国民年金保険

料を納付書で納付していた。申立期間の保険料が未納とされていることに納

得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をおおむね納付している上、納付

書により保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住していた市の納付

方法と合致しており、保険料を納付したとする市役所は、保険料の収納を取り

扱っている。また、申立人が所持する昭和 57年から 59年までの確定申告書に

記載された保険料支払額は、申立期間当時の保険料額とおおむね一致している

など、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



 
 

東京国民年金 事案 6259 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 57年４月から 59年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年４月から 59年３月まで 

私たち夫婦は、国民年金に一緒に加入し、私の夫が夫婦二人分の国民年

金保険料を納付書で納付していた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金保険料をおおむね納付している上、納付

書により保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住していた市の納付

方法と合致しており、保険料を納付したとする市役所は、保険料の収納を取り

扱っている。また、申立人が所持する昭和 57年から 59年までの給与所得者の

保険料控除申告書に記載された保険料支払額は、申立期間当時の保険料額とお

おむね一致しているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



 
 

東京国民年金 事案 6260 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 36年４月から 37年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 37年３月まで 

私は、国民年金制度発足当時、町内会長から美容室を経営している自営業

者は国民年金に加入する義務があると加入勧奨されたので、国民年金の加入

を申込み、その後、自宅を訪問してきた町内会の保険料集金担当者に国民年

金保険料を納付していた。申立期間が未加入とされ、申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金に加入した経緯、国民年金保険料の納付状況等を具体的

に説明しており、申立期間は 12 か月と短期間である上、納付組織の集金担当

者に保険料を納付し、印紙を貼付してもらったとする納付方法は、申立人が当

時居住していた町の納付方法と合致し、納付したとする保険料の月額は、当時

の保険料額と一致している。また、近くの実家に居住していたとする申立人の

妹は、申立人と一緒に国民年金に加入し、自身の保険料を集金していた納付組

織の担当者が申立人からも保険料を集金していたと証言している上、自身の申

立期間の保険料は納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見られな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 



 
 

東京国民年金 事案 6261 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 57年８月から 58年８月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年８月から 58年８月まで 

             ② 平成２年７月から３年３月まで 

私の夫は、私が会社を退職した昭和 57 年８月及び平成２年７月に、私の

国民年金の再加入手続をし、私の国民年金保険料を納付していてくれた。申

立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、納付書により国民年金保険料を納付したとする方法

は、申立人が当時居住していた市の納付方法に合致し、納付したとする市役所

は、保険料の収納を取り扱っている上、申立人の夫は、当該期間の保険料が納

付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間②については、申立人の夫が申立人の当該期間の保

険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申

立人の保険料を納付したとする申立人の夫及び申立人は、保険料の納付方法、

納付頻度、納付場所、納付額等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、申立

人の夫は、当該期間の保険料が未納となっているなど、申立人の夫が申立人の

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和57年８月から58年８月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6266               

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 49 年４月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年２月から 49年６月まで 

私は、昭和 47 年２月に国民年金に加入し、国民年金保険料を納付してき

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 49 年４月から同年６月までの期間については、申立

人は、49年４月から同年 12月までの国民年金保険料を同年 11月 19日に郵便

局で納付した領収書と申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された時期

である同年 10 月に発行された国民年金手帳を所持しているが、当該国民年金

手帳には、47 年２月に任意加入したことが記載されていることから、申立人

は、加入手続を行った区において、制度上さかのぼって加入できないこととさ

れている期間について任意加入者として適用され、発行された納付書により上

記納付期間の保険料額を納付したものと認められるところ、当該期間の保険料

額が還付された事実は認められないことから、申立人の当該期間の保険料相当

額は、長期間国庫歳入金として扱われていたことは明らかであり、当該期間が

制度上任意加入できないことを理由として保険料の納付を認めないのは、信義

則に反する。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 47年２月から 49年３月までの期間に

ついては、申立人が当該期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、当該期間の保険料の納付額

について記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人が当該期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

 



 
 

和 49 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 
 

東京国民年金 事案 6267                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 53 年４月から同年６月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年８月から 52年 12月まで 

             ② 昭和 53年４月から同年６月まで 

             ③ 昭和 55年７月から 62年 12月まで 

私は、昭和 50年ごろ国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料をさか

のぼって納付するとともに、その後の保険料も、その都度納付していた。ま

た、55 年７月に転入した市で申立期間③の保険料を一括で納付した。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人は、当該期間の前後の国民年金保険料を納付

しており、当該期間は３か月と短期間である。また、納付書により保険料を納

付したとする方法は、申立人が当時居住していた区の納付方法と合致しており、

保険料を納付したとする区役所及び区の出張所は、当時開設され、保険料の収

納を取り扱っているなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間①及び③については、申立人が当該期間の国民年金

保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、

申立人は、保険料の納付時期、納付額等の記憶が曖昧
あいまい

である上、申立期間①の

保険料をさかのぼって納付したとする区役所及び申立期間③の保険料を一括

して納付したとする市役所は過年度保険料の収納を取り扱っていないなど、申

立人が当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和 53 年４月から同年６月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 



 
 

東京国民年金 事案 6268 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45年 10月から同年 12月までの期間、52年７月及び同年８月

の国民年金保険料については、納付していたものと認められることから、納付

記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： ① 昭和 45年 10月から同年 12月まで 

② 昭和 52年７月及び同年８月 

    私の母は、昭和 46 年に私の国民年金の加入手続を行い、私の国民年金保

険料を町役場で納付してくれていた。また、51 年５月に兄の家に転居して

からは、兄や自分が保険料を納付していた。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人は、申立期間及び厚生年金保険加入期間を除き国民年金保険料をすべ

て納付している上、申立期間は３か月、２か月とそれぞれ短期間である。また、

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和

46 年２月時点では、当該期間の保険料を現年度納付することが可能であり、

保険料を納付したとする町役場は保険料の収納を取り扱っている上、申立人の

保険料を納付したとする申立人の母親は、当該期間の保険料が納付済みとなっ

ている。さらに、申立期間②については、申立人と同じ住所を登録していた兄

は、当該期間の保険料が納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さは見

られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6269  

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 37年９月から 38年３月までの期間及び 39年７月から 40年２

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認められるこ

とから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 37年９月から 38年３月まで 

             ② 昭和 39年７月から 40年２月まで 

私の父は、私の国民年金の加入手続を行い、昭和 40 年３月に私が大学を

卒業するまで国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未

納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間及び厚生年金保険加入期間を除き国民年金保険料をすべ

て納付しており、申立期間は７か月、８か月とそれぞれ短期間である。また、

申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 38 年９月時点では、申

立期間①の保険料を過年度納付することが可能である上、同居していたとする

両親は申立期間①の保険料が納付済みとなっているなど、申立内容に不自然さ

は見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたもの認められる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6274 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 46 年７月から 47 年３月までの期間、49 年１月から同年３月

までの期間及び 50 年１月から同年３月までの期間の国民年金保険料について

は、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

        生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： ① 昭和 46年７月から 47年３月まで 

② 昭和 49年１月から同年３月まで 

           ③ 昭和 50年１月から同年３月まで 

私の夫は、次女が生まれた昭和 46 年＊月以降に私の国民年金の加入手続

を行い、夫婦二人分の国民年金保険料を納付していたはずである。申立期間

については、一緒に納付していた夫の保険料は納付済みとなっているのに、

私の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

   申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 46 年９月ごろ払い出されている

とともに、手帳記号番号払出後、申立人は、申立期間を除き 60 歳到達までの

国民年金保険料をすべて納付しており、60 歳以降も国民年金に任意加入して

65歳までの保険料を納付しているなど、納付意識の高さがうかがえる。また、

申立人の国民年金の加入手続及び保険料の納付を行っていたとする夫は、加入

当初は区役所で、その後は取引のあった金融機関で保険料を納付していたと説

明しており、申立人と取引のあった金融機関では、当時、区の公金を扱ってい

たので、国民年金保険料も取り扱っていたと証言しているなど、納付状況の記

憶が鮮明である。さらに、申立期間は９か月、３か月及び３か月といずれも短

期間である上、保険料を一緒に納付していたとする夫の申立期間の保険料は納

付済みとなっているなど申立内容に不自然さは見られない。 

   その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 



 
 

東京国民年金 事案 6276    

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間のうち、昭和 57年７月から 59年３月までの国民年金保

険料については、納付していたものと認められることから、納付記録を訂正す

ることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

               

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 57年５月から 59年３月まで                           

    母は、私の国民年金の加入手続を行い、私と母自身及び姉の三人分の国民

年金保険料を一緒に納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、昭和 57年７月から 59年３月までの期間については、申立

人の国民年金保険料を納付していたとする母親は、36 年４月以降平成６年３

月まで申立期間を含む自身の保険料をすべて納付している上、申立人の姉も、

申立期間の保険料はすべて納付済みとなっている。また、申立人の国民年金手

帳の記号番号が払い出された昭和 59 年８月時点で、当該期間は過年度納付す

ることが可能な期間であったことなど、申立内容に不自然さは見られない。 

しかしながら、申立期間のうち、昭和 57 年５月及び同年６月については、

申立人の母親が当該期間の保険料を納付していたことを示す関連資料（家計簿、

確定申告書等）が無く、申立人の手帳記号番号が払い出された 59 年８月時点

では、当該期間は時効により保険料を納付することができない期間であるなど、

当該期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらな

い。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間のうち、昭

和57年７月から59年３月までの国民年金保険料を納付していたものと認めら

れる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6277 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年１月から同年３月まで 

    私は、結婚後、夫婦二人分の国民年金保険料を漏れなく納付してきた。申

立期間の保険料が夫のみ納付済みで、私の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和51年10月以降、申立期間を除く国民年金加入期間について、

国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間は３か月と短期間である。ま

た、結婚後、申立人が自身の保険料と一緒に納付を行ってきたとする申立人の

夫は、申立期間の保険料が納付済みであるなど、申立内容に不自然さはなく、

申立期間当時に納付を行うことが困難な状況にあったと確認される事情も見

られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6278 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 56 年７月から同年９月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年７月から同年９月まで 

    私の妻は、結婚後、夫婦二人分の国民年金保険料を漏れなく納付してきた。

申立期間の保険料が妻のみ納付済みであり、私の保険料が未納とされている

ことに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除く国民年金加入期間について、国民年金保険料をす

べて納付しており、申立期間は３か月と短期間である。また、結婚後、夫婦二

人分の保険料を納付していたとする申立人の妻は、申立期間の自身の保険料は

納付済みであるなど、申立内容に不自然さはなく、申立期間当時に納付を行う

ことが困難な状況にあったと確認される事情も見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6283 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41年４月から 42年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年４月から 42年３月まで 

私の義母は、国民年金制度が施行される際に、私の加入手続を行い、その

後は保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納とされているこ

とに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、国民年金制度発足当初から、申立期間を除き国民年金加入期間の

国民年金保険料をすべて納付しており、申立期間は12か月と短期間である上、

前後の期間の保険料を納付している。また、申立人の保険料を納付していたと

する申立人の義母は、国民年金制度発足当初からの保険料を申立期間も含めて

おおむね納付しているなど、申立内容に不自然さは見られず、申立期間当時に

納付を行うことが困難な状況にあったと確認される事情も見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

東京国民年金 事案 6284 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成４年１月から同年３月までの国民年金保険料については、納付

していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 46年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月から同年３月まで 

    私の母は、私が学生であった期間の国民年金保険料を納付してくれていた。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を除き国民年金加入期間の国民年金保険料をすべて納

付しており、申立期間直前の期間の保険料は納付済みである上、申立期間は

３か月と短期間である。また、申立人の保険料を納付していたとする母親は、

申立人の保険料を２、３か月ごとにまとめて納付していたと説明しており、

申立人が当時居住していた市で保管している国民年金被保険者名簿から、申

立期間前の期間の保険料は２か月ごとに納付されていることが確認できるな

ど、申立内容に不自然さは見られない。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認められる。 

 



 
 

東京国民年金 事案 6285 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 52 年１月から同年４月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認められることから、納付記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 52年１月から同年４月まで 

    私は、結婚のため昭和 52 年１月に会社を退職した直後に、将来年金を少

しでも多く受け取れるよう国民年金に加入した。申立期間が国民年金に未加

入で、保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間後は、厚生年金保険被保険者となる直前の昭和 56年 12

月までの国民年金保険料をすべて納付しており、53 年４月から 56 年 12 月ま

での分の保険料は前納している上、申立期間は４か月と短期間である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 53 年５月に払い出されてお

り、当該時点で申立人は任意加入被保険者となるため、制度上は加入手続をし

た時点より前の月の保険料を納付することはできないにもかかわらず、52 年

５月までさかのぼって保険料が納付されていること、53年２月 13日付け発行

の「昭和 52 年度国民年金保険料納入通知書兼領収書」には 52 年５月から 53

年３月分の保険料の金融機関の領収印の日付が、すべて 52年３月 16日となっ

ていることなど、申立人に係る国民年金の加入及び保険料納付に関する記録が

適切に行われていなかった状況が認められる。 

その他の事情を含めて総合的に判断すると、申立人は、申立期間の国民年金

保険料を納付していたものと認められる。 

 



 

東京厚生年金 事案 5382 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認められるこ

とから、申立期間に係る脱退手当金の支給の記録を訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 10月 26日から 38年８月 25日まで 

60 歳の時に、社会保険事務所で年金の受給手続を行ったところ、申立期

間について脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、申立期間当時は脱退手当金の制度について知らない上、退職後に

会社とは連絡を取っておらず、脱退手当金をもらっていないので、脱退手当

金の支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間の脱退手当金は、申立期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日

から約１年９か月後の昭和 40 年６月４日に支給決定されている上、申立期間

の厚生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者原票の申立人の前後

の女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日である昭和 38 年８

月 25 日の前後２年以内に資格喪失した脱退手当金の受給要件を満たす申立人

以外の４名に脱退手当金の支給記録が無いことを踏まえると、事業主が申立人

の委任を受けて代理請求したとは考え難い。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者名簿の性別は男性と記録されており、

申立人の年金記録の記録管理において適切さを欠いているほか、申立期間の厚

生年金保険被保険者名簿及び厚生年金保険被保険者原票の申立人の前後の女

性のうち、社会保険庁のオンライン記録において脱退手当金の支給が確認でき

た者の被保険者名簿及び被保険者原票には、脱退手当金を支給したことを表す

「脱」表示があるものの、申立人の被保険者名簿及び被保険者原票にはその表

示が無い上、「脱」表示の無い者で脱退手当金の支給を確認できる者はいない



 

ことを踏まえると、申立人に脱退手当金が支給されていたとは考え難い。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給したとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5387 

                       

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 63

年４月１日、資格喪失日が平成５年４月１日とされ、当該期間のうち、同年３

月31日から同年４月１日までの期間は厚生年金保険法第75条本文の規定によ

り、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されている

が、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険の保

険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の同社におけ

る資格喪失日を同年４月１日とし、申立期間の標準報酬月額を 22 万円とする

ことが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

        

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年３月 31日から同年４月１日まで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同社には平成５年３月 31 日まで勤務しているので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人のＡ社に係る厚生年金保険の被保険者記録は、資格取得日が昭和 63

年４月１日、資格喪失日が平成５年４月１日とされ、当該期間のうち申立期間

は厚生年金保険法第 75 条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保

険者期間とならない期間と記録されている。 

しかしながら、雇用保険の加入記録及びＡ社から提出された資料から、申立

人は同社に平成５年３月 31 日まで勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 



 

   また、申立人の標準報酬月額については、平成５年２月の社会保険事務所の

記録から、22万円とすることが妥当である。 

   なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当該保険料を徴収する権利が時効により消滅した後の平成 21年８月 10

日に申立てに係る厚生年金保険被保険者資格喪失日の訂正届を提出している

ことから、社会保険事務所は、申立人に係る５年３月の厚生年金保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人の申立期間に係る保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5388                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人が申立期間に勤務していたＡ社は、社会保険事務所の記録では、当時、

厚生年金保険の適用事業所となっていないが、適用事業所の要件を満たしてい

たと認められるところ、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、申立人の同社における被

保険者記録のうち、申立期間に係る資格喪失日（昭和 43年２月 28日）及び資

格取得日（昭和 43 年７月１日）を取り消し、申立期間の標準報酬月額を１万

8,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年２月 28日から同年７月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。申立期間も厚生年金保険料は控除されていたので、当該期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書及びＡ社の事業主等の供述により、申立人

は同社に継続して勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人から提出された給与明細

書に記載の厚生年金保険料控除額から、１万 8,000円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿によると、

同社は、昭和 43 年２月 28 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

申立期間は適用事業所となっていない。しかしながら、Ａ社が、昭和 43 年７

月１日に再び厚生年金保険の適用事業所となった際の被保険者には、同年２月



 

28 日に厚生年金保険の適用事業所でなくなった時に被保険者資格を喪失した

者がすべて含まれているほか、同社の従業員の供述により、申立期間当時も

10 名程度の従業員が勤務していたことがうかがえることから、同社は、申立

期間においても当時の厚生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たして

いたものと判断できる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、Ａ社が申立期間において適用事業所としての要件を備えていながら、社

会保険事務所に厚生年金保険の適用事業所の届出を行っていなかったと認め

られることから、申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5389 

 

第１ 委員会の結論 

事業主は、申立人が昭和 21 年６月２日に厚生年金保険の被保険者資格を取

得し、23年９月 22日に被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に

行ったことが認められることから、申立人の当該期間に係る厚生年金保険被保

険者記録を訂正することが必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、昭和 21 年６月から同年９月ま

では 150円、同年 10 月から 22年５月までは 180円、同年６月から 23年７月

までは 600円、同年８月は 3,600円とすることが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 21年６月から 23年９月まで 

Ａ社に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い。同社には

継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人のＡ社における勤務時及び退職に至った経過等の供述には具体性が

あり、また、申立期間当時の同僚の供述から判断すると、申立人は、申立期間

に同社において勤務していたことが認められる。 

一方、社会保険事務所が保管する申立人に係る厚生年金保険手帳記号番号管

理簿には、申立人が、昭和 21年６月２日から 23年９月 22日までの期間につ

いて厚生年金保険被保険者資格を有している記録が記載されている。 

また、上記の管理簿には、申立人に係るＡ社とは別の事業所において、昭和

18 年４月８日から 20 年９月 15 日までの期間及び 21 年６月２日から 23 年９

月 22 日までの期間についての脱退手当金支給に関する記載がみられるが、当

該期間に係る月数の合計は、脱退手当金を請求する際に要件とされる 60 か月

に満たない 56 か月であるとともに、同時期における申立人の年齢は、脱退手

当金が支給対象とされるための年齢要件である 50 歳に達していない上、社会



 

保険庁が保管する申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳（旧台帳）には、申

立人に脱退手当金が支給されている記録が記載されていない。 

さらに、上記の昭和 18年４月８日から 20 年９月 15日までの期間について

は、社会保険事務所が保管するＡ社とは別の事業所の厚生年金保険被保険者名

簿において、申立人の加入記録が記載されており、社会保険庁のオンライン記

録によると、当該期間の記録は申立人の年金額に反映されている上、脱退手当

金の支給に係る記録は無い。 

加えて、昭和 21年６月２日から 23年９月 22日までの期間については、社

会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿において、当該期間

の加入記録が記載されていないほか、脱退手当金の支給記録も含めオンライン

記録が無いなど、社会保険庁において、申立人の被保険者資格に係る記録管理

が適切に行われていない。 

これらを総合的に判断すると、Ａ社の事業主は、申立人が、同社において厚

生年金保険の被保険者資格を昭和 21 年６月２日に取得し、23 年９月 22 日に

被保険者資格を喪失した旨の届出を社会保険事務所に行っていることが認め

られる。  

なお、申立期間の標準報酬月額については、社会保険事務所が保管する申立

人に係る厚生年金保険手帳記号番号管理簿に記載されている記録から、昭和

21年６月から同年９月までは 150円、同年 10月から 22年５月までは 180円、

同年６月から 23年７月までは 600円、同年８月は 3,600円とすることが妥当

である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5396  

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を 26万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成 11年４月１日から 13年 3月 31日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に代表取締役として勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実

際の報酬額に見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、申

立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人の申立期間に係る厚生年金保険の

標準報酬月額は、当初、26 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった平成 13 年３月 31 日より後の同年４月 11 日付け

で、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、さかのぼって９万 8,000円へと

減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業法人登記簿謄本により、申立人は、同社の代表取締役であ

ったことが確認できる。 

しかし、申立人は、「自分は雇われ社長であり、権限は無かった。社会保険

事務や経理には関与していなかった。」と供述しているところ、Ａ社の従業員

である実質的な経営者は、「厚生年金保険関係事務及び経理に係る職務につい

ては、Ａ社の監査役が権限を持って担当していた。申立人は、営業担当役員で

あり、社会保険業務への関与や影響力はなかった。」と供述している。 

また、社会保険事務所が保管する滞納処分票の記載内容によると、上記の監

査役及び実質的な経営者の二人が複数回にわたり滞納保険料の処理について



 

社会保険事務所と交渉していたことが確認でき、これらのことから、申立人は、

Ａ社の社会保険事務について権限を有しておらず、上記の減額訂正にも関与し

ていなかったと認められる。 

以上の事実を総合的に判断すると、社会保険事務所において、上記のような

遡及
そきゅう

減額訂正処理を行う合理的な理由はなく、申立期間において標準報酬月額

に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額は事業主が社会保険事務所に当初届け出た 26 万円に訂正することが

必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5397 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を平成４年３月から７年６月までは 50 万円、同年７月から９年１月までは

41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年３月１日から９年２月 28日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の報酬額に

見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。同社においては取締

役であったが、社会保険の事務手続には関与していなかったので、申立期

間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

当初、平成４年３月から７年６月までは 50 万円、同年７月から９年１月まで

は 41 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなく

なった９年２月 28 日より後の同年５月９日付けで、申立人を含む４人の標準

報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、申立期間

に係る標準報酬月額は９万 2,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は同社の取締役であったことが

確認できる。しかし、Ａ社の複数の役員と従業員、顧問税理士及び顧問弁護士

は、「申立人は、営業担当の取締役であり、社会保険事務には関与していなか

った。」と供述していることから、申立人が上記の訂正処理に関与していたと

は考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、上記のような減額



 

訂正処理を行う合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成４

年３月から７年６月までは 50万円、同年７月から９年１月までは 41万円とす

ることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5401 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人の申立期間①の資格喪失日

に係る記録を平成 12 年 10月１日に訂正し、同年９月の標準報酬月額を 34万

円に、申立期間②の資格喪失日に係る記録を 13 年５月１日に訂正し、同年３

月及び４月の標準報酬月額を 34万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

申立期間④については、申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、

平成 14 年１月１日であると認められることから、申立期間④に係る厚生年金

保険被保険者資格の喪失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間④の標準報酬月額については、28 万円とすることが妥当で

ある。 

申立人は、申立期間③、⑤及び⑥について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間③、⑤及び⑥の標準報酬月額に係る記録を 34 万円にそ

れぞれ訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間③、⑤及び⑥に係る上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年９月１日から同年 10月１日まで 

             ② 平成 13年３月 23日から同年５月１日まで 

③ 平成 13年５月１日から 14年１月１日まで 

④ 平成 13年８月 31日から 14年１月１日まで 

⑤ 平成 14年１月１日から同年９月１日まで 



 

⑥ 平成 14年９月１日から 15年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（当初

はＢ社、その後、Ｃ社、Ｄ社）に勤務していた期間のうち、申立期間①、②

及び④の厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答をもらった。また、申立期

間③、⑤及び⑥の標準報酬月額が実際に受けた給与額と一致していないこと

が判明した。同社には、平成 10年７月から継続して勤務し、厚生年金保険

料を控除されていたことが確認できる源泉徴収票を提出するので、申立期間

に係る厚生年金保険の記録及び標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人から提出のあった源泉徴収票及び雇用保険

の加入記録により、申立人が申立期間①もＢ社に継続して勤務し、申立期間

①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、源泉徴収票の社会保険料等

の金額から、34万円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は、平成 12 年９月１日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっている。しかし、商業登記簿謄本の記録に

より、同社は申立期間①において法人であることが確認できることから、厚

生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、申立期間①当時の代表者の所在が不明であるため確認できないが、申

立期間①において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を

行っていなかったと認められる。また、Ｂ社が加入していた健康保険組合の

記録において、申立人の資格喪失日が平成 12 年９月１日であることから、

健康保険組合及び社会保険事務所の双方が誤って同日を記録したとは考え

難く、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申

立期間①の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②については、申立人から提出のあった源泉徴収票及び雇用保険

の加入記録により、申立人が申立期間②もＣ社に継続して勤務し、申立期間

②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、源泉徴収票の社会保険料等



 

の金額及び平成 13年２月の社会保険庁の記録から、34万円とすることが妥

当である。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ｃ社は、平成 13年３月 23日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっている。しかし、商業登記簿謄本の記録に

より、同社は申立期間②において法人であることが確認できることから、厚

生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、申立期間②当時の代表者の所在が不明であるため確認できないが、申

立期間②において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を

行っていなかったと認められ、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

平成 13 年３月及び４月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る

申立期間②の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

３ 申立期間④については、申立人から提出のあった源泉徴収票及び雇用保険

の加入記録により、申立人が申立期間④も継続してＤ社に勤務していたこと

が確認できる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録では、Ｄ社は平成 13 年８月

31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなった旨の処理がされているが、

申立人の資格喪失日について、いったん 14 年１月１日と記録されたにもか

かわらず、同年２月 15日に 13年８月 31日にさかのぼって資格を喪失した

旨の訂正処理がなされている。そして、同事業所の被保険者の中には、申立

人と同様に、さかのぼって資格喪失日を 13年８月 31日とする訂正処理が行

われている者が複数名確認できる。このように資格の喪失処理をさかのぼっ

て訂正する合理的な理由は見当たらず、社会保険事務所において不合理な処

理が行われたと認められる。 

また、Ｄ社は、厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成 13年８月 31

日以降においても、商業登記簿謄本の記録により、申立期間④において法人

であることが確認できることから、厚生年金保険法に定める適用事業所の要

件を満たしていたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成 13年８月 31日に資

格を喪失した旨の記録は有効なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た 14 年１月１日であると認められる。 

また、申立期間④の標準報酬月額については、訂正前の社会保険事務所の

記録から、28万円とすることが妥当である。 

４ 申立期間③については、申立人から提出のあった源泉徴収票の社会保険料



 

等の金額から判断すると、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく厚生

年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、上記源泉徴収票の社会保険

料等の金額から、34万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、申立期間③当時の代表者の所在が不明である

ため当時の事務処理等について確認できないが、上記源泉徴収票において確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務

所で記録されている標準報酬月額が申立期間③の全期間にわたり一致して

いないことから、事業主は、源泉徴収票で確認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ５ 申立期間⑤については、申立人から提出のあった源泉徴収票及び給与明細

書の社会保険料等の金額から判断すると、申立人がその主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間⑤の標準報酬月額については、上記源泉徴収票の社会保険

料等の金額から、34万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間⑤に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、申立期間⑤当時の代表者の所在が不明である

ため当時の事務処理等について確認できないが、上記源泉徴収票において確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務

所で記録されている標準報酬月額が申立期間⑤の全期間にわたり一致して

いないことから、事業主は、源泉徴収票で確認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ６ 申立期間⑥については、申立人から提出のあった源泉徴収票及び給与明細

書の社会保険料等の金額から判断すると、申立人がその主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間⑥の標準報酬月額については、上記源泉徴収票の社会保険

料等の金額から、34万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間⑥に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、上記源泉徴収票



 

において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社

会保険事務所で記録されている標準報酬月額が平成14年９月から15年３月

までの約半年間にも及ぶ期間にわたり一致していないことから、事業主は、

源泉徴収票で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額

を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合

う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付

する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5402 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人の申立期間①の資格喪失日

に係る記録を平成 12 年 10月１日に訂正し、同年９月の標準報酬月額を 50万

円に、申立期間②の資格喪失日に係る記録を平成 13 年５月１日に訂正し、同

年３月の標準報酬月額を 50万円に、同年４月の標準報酬月額を 47万円に訂正

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

申立期間④については、申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、

平成 14年１月 10日であると認められることから、申立期間④に係る厚生年金

保険被保険者資格の喪失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間④の標準報酬月額については、30 万円とすることが妥当で

ある。 

申立人は、申立期間③、⑤及び⑥について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間③の標準報酬月額に係る記録を平成 13年５月は 53万円

に、同年６月から 12月までの期間は 50万円に、申立期間⑤の標準報酬月額に

係る記録を 14年１月から同年３月までの期間は 50万円、同年４月は 53万円、

同年５月から同年８月までの期間は 50 万円に、申立期間⑥の標準報酬月額に

係る記録を 14年９月及び同年 10月は 50万円に、同年 11月から 15年３月ま

での期間は 47万円にそれぞれ訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間③、⑤及び⑥に係る上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 



 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年９月１日から同年 10月１日まで 

             ② 平成 13年３月 23日から同年５月１日まで 

③ 平成 13年５月１日から 14年１月 10日まで 

④ 平成 13年８月 31日から 14年１月 10日まで 

⑤ 平成 14年１月 10日から同年９月１日まで 

⑥ 平成 14年９月１日から 15年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（当初

はＢ社、その後、Ｃ社、Ｄ社）に勤務していた期間のうち、申立期間①、②

及び④の厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答をもらった。また、申立期

間③、⑤及び⑥の標準報酬月額が実際に受けた給与額と一致していないこと

が判明した。同社には、昭和 49年 10月から継続して勤務し、厚生年金保険

料を控除されていたことが確認できる給与明細書を提出するので、申立期間

に係る厚生年金保険の記録及び標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人から提出のあった源泉徴収票及び雇用保険

の加入記録により、申立人が申立期間①もＢ社に継続して勤務し、申立期間

①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、源泉徴収票の社会保険料等

の金額から、50万円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は、平成 12 年９月１日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっている。しかし、商業登記簿謄本の記録に

より、同社は申立期間①において法人であることが確認できることから、厚

生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、申立期間①当時の代表者の所在が不明であるため確認できないが、申

立期間①において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を

行っていなかったと認められる。また、Ｂ社が加入していた健康保険組合の

記録において、申立人の資格喪失日が平成 12 年９月１日であることから、

健康保険組合及び社会保険事務所の双方が誤って同日を記録したとは考え

難く、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申

立期間①の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

２ 申立期間②については、申立人から提出のあった給与明細書及び雇用保険

の加入記録により、申立人が申立期間②もＣ社に継続して勤務し、申立期間

②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、給与明細書の総支給額及び

厚生年金保険料控除額から、平成 13年３月の標準報酬月額は 50万円、同年

４月の標準報酬月額は 47万円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ｃ社は、平成 13年３月 23日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっている。しかし、商業登記簿謄本の記録に

より、同社は申立期間②において法人であることが確認できることから、厚

生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、申立期間②当時の代表者の所在が不明であるため確認できないが、申

立期間②において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を

行っていなかったと認められ、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

平成 13 年３月及び４月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に

充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る

申立期間②の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

３ 申立期間④については、申立人から提出のあった給与明細書及び雇用保険

の加入記録により、申立人が申立期間④も継続してＤ社に勤務していたこと

が確認できる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録では、Ｄ社は平成 13 年８月

31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなった旨の処理がされているが、

申立人の資格喪失日について、いったん 14年１月 10日と記録されたにもか

かわらず、同年２月 15日に 13年８月 31日にさかのぼって資格を喪失した

旨の訂正処理がなされている。そして、同事業所の被保険者の中には、申立

人と同様に、さかのぼって資格喪失日を 13年８月 31日とする訂正処理が行

われている者が複数名確認できる。このように資格の喪失処理をさかのぼっ

て訂正する合理的な理由は見当たらず、社会保険事務所において不合理な処

理が行われたと認められる。 

また、Ｄ社は、厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成 13年８月 31

日以降においても、商業登記簿謄本の記録により、申立期間④において法人

であることが確認できることから、厚生年金保険法に定める適用事業所の要

件を満たしていたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成 13年８月 31日に資



 

格を喪失した旨の記録は有効なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た14年１月10日であると認められる。 

また、申立期間④の標準報酬月額については、訂正前の社会保険事務所の

記録から、30万円とすることが妥当である。 

４ 申立期間③については、申立人から提出のあった給与明細書の総支給額及

び厚生年金保険料控除額により、申立人がその主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、上記給与明細書の総支給額

及び厚生年金保険料控除額から、平成 13 年５月の標準報酬月額は 53 万円、

同年６月から同年 12月までの期間は 50万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、申立期間③当時の代表者の所在が不明である

ため当時の事務処理等について確認できないが、上記給与明細書において確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務

所で記録されている標準報酬月額が申立期間③の全期間にわたり一致して

いないことから、事業主は、給与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

５ 申立期間⑤については、申立人から提出のあった給与明細書の総支給額及

び厚生年金保険料控除額により、申立人がその主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間⑤の標準報酬月額については、上記給与明細書の総支給額

及び厚生年金保険料控除額から、平成 14年１月から同年３月まで期間は 50

万円、同年４月は 53万円、同年５月から同年８月までの期間は 50万円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間⑤に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、申立期間⑤当時の代表者の所在が不明である

ため当時の事務処理等について確認できないが、上記給与明細書において確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務

所で記録されている標準報酬月額が申立期間⑤の全期間にわたり一致して

いないことから、事業主は、給与明細書で確認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業



 

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

６ 申立期間⑥については、申立人から提出のあった給与明細書の総支給額及

び厚生年金保険料控除額により、申立人がその主張する標準報酬月額に基づ

く厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。 

また、申立期間⑥の標準報酬月額については、上記給与明細書の総支給額

及び厚生年金保険料控除額から、平成 14年９月及び同年 10月は 50万円、

同年 11月から 15年３月までの期間は 47万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間⑥に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、給与明細書にお

いて確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保

険事務所で記録されている標準報酬月額が平成14年９月から15年３月まで

の約半年間にも及ぶ期間にわたり一致していないことから、事業主は、給与

明細書で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額を届

け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 
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第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人の申立期間①の資格喪失日

に係る記録を平成 12 年 10 月１日に訂正し、同年９月の標準報酬月額を 30 万

円に、申立期間②の資格喪失日に係る記録を 13 年５月１日に訂正し、同年３

月及び４月の標準報酬月額を 30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

申立期間④については、申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、

平成 14 年１月１日であると認められることから、申立期間④に係る厚生年金

保険被保険者資格の喪失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間④の標準報酬月額については、24 万円とすることが妥当で

ある。 

申立人は、申立期間③、⑤及び⑥について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間③の標準報酬月額に係る記録を平成 13 年５月から同年

７月までの期間は 30万円に、同年８月から同年 12月までの期間は 32万円に、

申立期間⑤の標準報酬月額に係る記録を 14 年１月から同年８月までの期間は

32 万円に、申立期間⑥の標準報酬月額に係る記録を 14 年９月及び同年 10 月

は 32万円に、同年 11月から 15年８月までの期間は 28万円にそれぞれ訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間③、⑤及び⑥に係る上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年９月１日から同年 10月１日まで 



 

             ② 平成 13年３月 23日から同年５月１日まで 

③ 平成 13年５月１日から 14年１月１日まで 

④ 平成 13年８月 31日から 14年１月１日まで 

⑤ 平成 14年１月１日から同年９月１日まで 

⑥ 平成 14年９月１日から 15年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（当初

はＢ社、その後、Ｃ社、Ｄ社）に勤務していた期間のうち、申立期間①、②

及び④の厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答をもらった。また、申立期

間③、⑤及び⑥の標準報酬月額が実際に受けた給与額と一致していないこと

が判明した。同社には、継続して勤務し、厚生年金保険料を控除されていた

ことが確認できる給与明細書を提出するので、申立期間に係る厚生年金保険

の記録及び標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、雇用保険の加入記録及び複数の同僚の供述から判

断すると、申立人が申立期間①もＢ社に継続して勤務していたことが確認で

きる。また、上記複数の同僚の給与明細書から保険料控除が確認できること

から、申立人においても申立期間①に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、平成 12 年８月の社会保険

事務所の記録から、30万円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は、平成 12 年９月１日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっている。しかし、商業登記簿謄本の記録に

より、同社は申立期間①において法人であることが確認できることから、厚

生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、申立期間①当時の代表者の所在が不明であるため確認できないが、申

立期間①において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を

行っていなかったと認められる。また、Ｂ社が加入していた健康保険組合の

記録において、申立人の資格喪失日が平成 12 年９月１日であることから、

健康保険組合及び社会保険事務所の双方が誤って同日を記録したとは考え

難く、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申

立期間①の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 



 

  ２ 申立期間②については、申立人から提出のあった源泉徴収票及び雇用保険

の加入記録により、申立人が申立期間②もＣ社に継続して勤務し、申立期間

②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、源泉徴収票の社会保険料等

の金額から、30万円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ｃ社は、平成 13年３月 23日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっている。しかし、商業登記簿謄本の記録に

より、同社は申立期間②において法人であることが確認できることから、厚

生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、申立期間②当時の代表者の所在が不明であるため確認できないが、申

立期間②において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を

行っていなかったと認められ、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

平成 13 年３月及び同年４月の保険料について納入の告知を行っておらず

（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保

険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人

に係る申立期間②の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

３ 申立期間④については、雇用保険の加入記録により、申立人が申立期間④

も継続してＤ社に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録では、Ｄ社は平成 13 年８月

31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなった旨の処理がされているが、

申立人の資格喪失日について、いったん 14 年１月１日と記録されたにもか

かわらず、同年２月 15 日に 13 年８月 31 日にさかのぼって資格を喪失した

旨の訂正処理がなされている。そして、同事業所の被保険者の中には、申立

人と同様に、さかのぼって資格喪失日を 13年８月 31日とする訂正処理が行

われている者が複数名確認できる。このように資格の喪失処理をさかのぼっ

て訂正する合理的な理由は見当たらず、社会保険事務所において不合理な処

理が行われたと認められる。 

また、Ｄ社は、厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成 13年８月 31

日以降においても、商業登記簿謄本の記録により、申立期間④において法人

であることが確認できることから、厚生年金保険法に定める適用事業所の要

件を満たしていたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成 13年８月 31日に資

格を喪失した旨の記録は有効なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た 14 年１月１日であると認められる。 



 

また、申立期間④の標準報酬月額については、訂正前の社会保険事務所の

記録から、24万円とすることが妥当である。 

４ 申立期間③については、申立人から提出のあった源泉徴収票及び給与明細

書の社会保険料等の金額から判断すると、申立人がその主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、上記源泉徴収票の社会保険

料等の金額から、平成 13年５月から同年７月までの期間は 30万円、同年８

月から同年 12月までの期間は 32万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、申立期間③当時の代表者の所在が不明である

ため当時の事務処理等について確認できないが、上記源泉徴収票において確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務

所で記録されている標準報酬月額が申立期間③の全期間にわたり一致して

いないことから、事業主は、源泉徴収票で確認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 ５ 申立期間⑤については、申立人から提出のあった源泉徴収票及び給与明細

書の社会保険料等の金額から判断すると、申立人がその主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 

また、申立期間⑤の標準報酬月額については、上記源泉徴収票の社会保険

料等の金額から、32万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間⑤に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、申立期間⑤当時の代表者の所在が不明である

ため当時の事務処理等について確認できないが、上記源泉徴収票において確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務

所で記録されている標準報酬月額が申立期間⑤の全期間にわたり一致して

いないことから、事業主は、源泉徴収票で確認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ６ 申立期間⑥については、申立人から提出のあった源泉徴収票及び給与明細

書の社会保険料等の金額から判断すると、申立人がその主張する標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが



 

認められる。 

また、申立期間⑥の標準報酬月額については、源泉徴収票の社会保険料等

の金額から判断すると、平成 14 年９月及び同年 10 月は 32 万円、同年 11

月から 15年８月までの期間は 28万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間⑥に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、源泉徴収票にお

いて確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保

険事務所で記録されている標準報酬月額が平成14年９月から15年８月まで

の約１年間にも及ぶ期間にわたり一致していないことから、事業主は、源泉

徴収票で確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額を届

け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当該標準報酬月額に見合う保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5404 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、申立人の申立期間①の資格喪失日

に係る記録を平成 12 年 10 月１日に訂正し、同年９月の標準報酬月額を 30 万

円に、申立期間②の資格喪失日に係る記録を平成 13年４月 15日に訂正し、同

年３月の標準報酬月額を 30万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間①及び②の厚生年金保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

申立期間④については、申立人の申立てに係る事業所における資格喪失日は、

平成 14 年１月１日であると認められることから、申立期間④に係る厚生年金

保険被保険者資格の喪失日に係る記録を同日に訂正することが必要である。 

なお、申立期間④の標準報酬月額については、26 万円とすることが妥当で

ある。 

申立人は、申立期間③、⑤及び⑥について、その主張する標準報酬月額に基

づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立期間③の標準報酬月額に係る記録を平成 13 年４月から同年

９月までの標準報酬月額は 30 万円に、同年 10 月から同年 12 月までの期間は

28万円に、申立期間⑤の標準報酬月額に係る記録を 14年１月から同年８月ま

での期間は 28万円に、申立期間⑥の標準報酬月額に係る記録を 14年９月から

15年３月までの期間は 28万円にそれぞれ訂正することが必要である。 

なお、事業主は、申立人の申立期間③、⑤及び⑥に係る上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：  

   

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成 12年９月１日から同年 10月１日まで 

             ② 平成 13年３月 23日から同年４月 15日まで 



 

③ 平成 13年４月 15日から 14年１月１日まで 

④ 平成 13年８月 31日から 14年１月１日まで 

⑤ 平成 14年１月１日から同年９月１日まで 

⑥ 平成 14年９月１日から 15年４月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（当初

はＢ社、その後、Ｃ社、Ｄ社）に勤務していた期間のうち、申立期間①、②

及び④の厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答をもらった。また、申立期

間③、⑤及び⑥の標準報酬月額が実際に受けた給与額と一致していないこと

が判明した。同社には、平成８年６月から継続して勤務し、厚生年金保険料

を控除されていたことが確認できる給与明細書を提出するので、申立期間に

係る厚生年金保険の記録及び標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人から提出のあった給与明細書及び雇用保険

の加入記録により、申立人が申立期間①もＢ社に継続して勤務し、申立期間

①に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、給与明細書の厚生年金保険

料控除額から、30万円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は、平成 12 年９月１日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっている。しかし、商業登記簿謄本の記録に

より、同社は申立期間①において法人であることが確認できることから、厚

生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、申立期間①当時の代表者の所在が不明であるため確認できないが、申

立期間①において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を

行っていなかったと認められる。また、Ｂ社が加入していた健康保険組合の

記録において、申立人の資格喪失日が平成 12 年９月１日であることから、

健康保険組合及び社会保険事務所の双方が誤って同日を記録したとは考え

難く、事業主が同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所は、

申立人に係る同年９月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保

険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申

立期間①の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

２ 申立期間②については、申立人から提出のあった銀行通帳及び雇用保険の

加入記録により、申立人が申立期間②もＣ社に継続して勤務し、申立期間②



 

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、源泉徴収票の社会保険料等

の金額から、30万円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所の記録では、Ｃ社は、平成 13年３月 23日に厚生年

金保険の適用事業所ではなくなっている。しかし、商業登記簿謄本の記録に

より、同社は申立期間②において法人であることが確認できることから、厚

生年金保険法に定める適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

なお、申立人に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、申立期間②当時の代表者の所在が不明であるため確認できないが、申

立期間②において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を

行っていなかったと認められ、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る

平成 13 年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務

所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した

場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立人に係る申立期間

②の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

３ 申立期間④については、申立人から提出のあった銀行通帳及び雇用保険の

加入記録により、申立人が申立期間④も継続してＤ社に勤務していたことが

確認できる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録では、Ｄ社は平成 13 年８月

31 日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなった旨の処理がされているが、

申立人の資格喪失日について、いったん 14 年１月１日と記録されたにもか

かわらず、同年２月 15 日に 13 年８月 31 日にさかのぼって資格を喪失した

旨の訂正処理がなされている。そして、同事業所の被保険者の中には、申立

人と同様に、さかのぼって資格喪失日を 13年８月 31日とする訂正処理が行

われている者が複数名確認できる。このように資格の喪失処理をさかのぼっ

て訂正する合理的な理由は見当たらず、社会保険事務所において不合理な処

理が行われたと認められる。 

また、Ｄ社は、厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成 13年８月 31

日以降においても、商業登記簿謄本の記録により、申立期間④において法人

であることが確認できることから、厚生年金保険法に定める適用事業所の要

件を満たしていたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、平成 13年８月 31日に資

格を喪失した旨の記録は有効なものとは認められず、申立人の資格喪失日は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た 14 年１月１日であると認められる。 

また、申立期間④の標準報酬月額については、訂正前の社会保険事務所の



 

記録から、26万円とすることが妥当である。 

４ 申立期間③については、申立人から提出のあった銀行通帳及び源泉徴収票

の社会保険料等の金額により、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、上記源泉徴収票の社会保険

料等の金額から、平成 13 年４月から同年９月までの期間は 30 万円、同年

10月から同年 12月までの期間は 28万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間③に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、申立期間③当時の代表者の所在が不明である

ため当時の事務処理等について確認できないが、上記源泉徴収票において確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務

所で記録されている標準報酬月額が申立期間③の全期間にわたり一致して

いないことから、事業主は、源泉徴収票で確認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ５ 申立期間⑤については、申立人から提出のあった銀行通帳及び源泉徴収票

の社会保険料等の金額により、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間⑤の標準報酬月額については、上記源泉徴収票の社会保険

料等の金額等から、平成 14年１月から同年８月までは 28万円とすることが

妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間⑤に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、申立期間⑤当時の代表者の所在が不明である

ため当時の事務処理等について確認できないが、上記源泉徴収票において確

認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険事務

所で記録されている標準報酬月額が申立期間⑤の全期間にわたり一致して

いないことから、事業主は、源泉徴収票で確認できる報酬月額又は保険料控

除額に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、

当該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業

主は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  ６ 申立期間⑥については、申立人から提出のあった銀行通帳及び源泉徴収票

の社会保険料等の金額により、申立人がその主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間⑥の標準報酬月額については、上記銀行通帳及び源泉徴収

票の社会保険料等の金額等から、平成 14年９月から 15年３月までの期間は



 

28万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人の申立期間⑥に係る厚生年金保険料を納付する義務

を履行したか否かについては、事業主は不明としているが、銀行通帳及び源

泉徴収票において確認できる報酬月額又は保険料控除額に見合う標準報酬

月額と社会保険事務所で記録されている標準報酬月額が平成 14 年９月から

15 年３月までの約半年間にも及ぶ期間にわたり一致していないことから、

事業主は、銀行通帳及び源泉徴収票で確認できる報酬月額又は保険料控除額

に見合う標準報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、当

該標準報酬月額に見合う保険料について納入の告知を行っておらず、事業主

は、当該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5405 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から８年 10月 21日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控

除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。

同社では営業担当の取締役であり、厚生年金保険事務には関与していなか

ったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録にお

いて、当初、申立人が主張する 59 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成８年 10月 21日）の後の平

成８年 11月 20日付けで、申立人を含む２名の標準報酬月額が７年 10月１日

にさかのぼって訂正されており、申立人の場合、30 万円に訂正処理されてい

ることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は当該訂正処理が行われた平成８

年 11 月 20 日に同社の取締役であったことが確認できるが、同社の従業員は、

「申立人は、申立期間当時、営業担当取締役であり、経営には関与しておらず、

厚生年金保険関係事務は他の者が担当していた。」と供述していることから、

申立人は当該訂正処理に関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正が



 

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た 59万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5406 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 11万 8,000円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成５年８月１日から同年 10月 31日まで 

    社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した期間のうち、申立期間について、

厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に

見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間

の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成５年８月及び同年９月は 11 万 8,000 円と記録

されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年

10月 31日の後の６年３月７日に、申立人を含む５人の標準報酬月額の記録が

さかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、５年８月及び同年９月は８

万円へと訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、当該訂正処理が行われた当時、役員では

なかったことが確認できる上、当時の同社の従業員は、申立人は営業担当であ

り、社会保険関係の手続には関与していなかった旨供述していることから、申

立人が当該訂正処理に関与していたものとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正を行う合理

的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た 11万 8,000円に訂正することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 5407 

 

第１ 委員会の結論 

     申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成 11年７月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 22万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 49年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年６月 30日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。

同社には、平成 11年６月 30日まで勤務していたので、申立期間も厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録、給与明細書及び事業所の回答により、申立人は、Ａ社

に平成 11年６月 30日まで勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の報酬額から、22

万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、厚生年金保険被保険者資格喪失届を誤って届け出たとしていることから、

当該社会保険事務所の記録どおりの届出が事業主から行われ、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る平成 11 年６月の保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、



 

申立人の申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められ

る。 

  



 

東京厚生年金 事案 5408 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成７年１月１日から同年７月 26 日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を同年１月１日

に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 16万円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成６年 12月 21日から７年７月 26日まで 

② 平成８年２月７日から同年７月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間①及び②について加入記録が無い旨の回答を

もらった。平成６年 12月 21日に同社に入社し、８年７月末まで勤務してい

たので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった失業保険金受給資格者証及びＡ社からの給与振込

みを示す預金通帳の履歴から、申立人は、申立期間①も同社に勤務していたこ

とが確認できる。 

一方、申立期間①のうち、平成７年１月から同年６月までの期間については、

当該預金通帳に記録されている当該期間の給与振込額は、申立人がＡ社におい

て厚生年金保険に加入していた期間の給与振込額と同額であることから、申立

人は当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

ことが認められる。 

また、当該期間に係る標準報酬月額については、平成７年７月の社会保険庁

のオンライン記録から、16万円とすることが妥当である。 



 

なお、事業主が、申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明

らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

他方、申立期間①のうち、平成６年 12 月については、当該預金通帳に記録

されている同月の給与振込額は、申立人がＡ社において厚生年金保険に加入し

ていた期間の給与振込額と異なる。 

また、Ａ社の事業主は、当時の厚生年金保険に関する資料を保有していない

ことから、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認できな

い。 

さらに、Ａ社の当時の経理担当者は、申立人のことを記憶しておらず、当時

の同社の厚生年金保険加入の取扱いについても記憶していないと回答してい

る。 

このほか、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

申立期間②については、申立人は、「平成８年３月ごろに、社長からＡ社が

破産したとの報告を受け、後始末に奔走していたが、会社から給与は支払われ

ていなかった。」と供述しているところ、当該預金通帳の履歴から、当該期間

は、Ａ社から給与が支払われていないことが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間②に係る厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①のうち平成６年 12 月及び申

立期間②に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5413                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月

額は申立人が主張する標準報酬月額であったことが認められることから、当該

期間に係る標準報酬月額を平成６年２月から同年 10 月までは 53 万円、同年

11月から８年４月までは 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月１日から８年５月１日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した平成６年２月１日から８年５月１

日までの期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与支給額

と比較して低いことが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成６年２月から８年１月までの期間に係る申立人の標準

報酬月額については、社会保険庁のオンライン記録によると、当初、６年２月

から同年 10月までの期間は 53万円、同年 11月から８年１月までの期間は 59

万円とされていたが、同年２月 23 日付けで、申立人を含む５人の標準報酬月

額の記録が遡及
そきゅう

して引き下げられており、申立人の標準報酬月額は、20 万円

に記録訂正されていることが確認できる。 

また、当時、Ａ社において社会保険関係を担当していた社員は、「平成８年

ころに厚生年金保険料を滞納していた。」ことを記憶している。 

さらに、申立人は取締役であったが、当時の他の取締役は、「申立人は営業

部長であり、社会保険事務には関与していなかった。」旨の供述をしている。 

これらを総合的に判断すると、平成８年２月 23 日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正

処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及
そきゅう

訂正

処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。この

ため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されている申立人の申立期間に係る



 

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た６年２月から同年

10月までの期間は 53万円、同年 11月から８年４月までの期間は 59万円に訂

正することが必要と認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5414                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月

額は申立人が主張する標準報酬月額であったことが認められることから、当該

期間に係る標準報酬月額を平成６年２月から同年 10 月までは 53 万円、同年

11月から８年４月までは 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年２月１日から８年５月１日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に勤務した平成６年２月１日から８年５月１

日までの期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与支給額

と比較して低いことが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成６年２月から８年１月までの期間に係る申立人の標準

報酬月額については、社会保険庁のオンライン記録によると、当初、６年２月

から同年 10月までの期間は 53万円、同年 11月から８年１月までの期間は 59

万円とされていたが、同年２月 23 日付けで、申立人を含む５人の標準報酬月

額の記録が遡及
そきゅう

して引き下げられており、申立人の標準報酬月額は、20 万円

に記録訂正されていることが確認できる。 

また、当時、Ａ社において社会保険関係を担当していた社員は、「平成８年

ころに厚生年金保険料を滞納していた。」ことを記憶している。 

さらに、申立人は取締役であったが、当時の他の取締役は、「申立人は営業

担当専務であり、社会保険事務には関与していなかった。」旨の供述をしてい

る。 

これらを総合的に判断すると、平成８年２月 23 日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正

処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該遡及
そきゅう

訂正

処理に合理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。この



 

ため、当該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されている申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た６年２月から同年

10月までの期間は 53万円、同年 11月から８年４月までの期間は 59万円に訂

正することが必要と認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5415                      

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人の主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年５月１日から９年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、社会保険事務所に届け

出た金額と相違していることが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった平成９年３月 31日より後の同年４月 24日付けで、申立人を含

む二人の標準報酬月額は、８年５月から９年２月までの期間、59万円が 14万

2,000円に遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人が同社の監査役であったことが確

認でき、申立人は、厚生年金保険料の滞納があったことを認識しており、同社

の代表取締役は、申立人が経理及び社会保険事務の責任者であったと供述して

いる。 

しかしながら、雇用保険の加入記録により、申立人はＡ社を平成９年４月２

日に既に退職していることが確認でき、また、同社の任意整理の手続を行った

弁護士は、同年４月３日付けで、当該手続を受任し、その後、同社の代表者印

を預かっていたとしていることから、申立人が当該訂正処理に関与していたと

は考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由はなく、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら



 

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出たとおり、59万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5416                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 51年 10月 12日から 52年４月１日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 51 年 10

月 12日、資格喪失日を 52年４月１日とし、標準報酬月額を 12 万 6,000円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

  氏    名 ： 男 

  基礎年金番号 ：  

  生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

  住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 昭和 51年９月から 52年６月まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。保険料控除

が確認できる給与明細書等があるので、申立期間を厚生年金保険の被保険者

として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由  

申立人が所持するＡ社の昭和 51年 10月、同年 11月の給与明細書，同年 12

月の賞与明細書及び同社の従業員が「申立人が少なくとも 52年３月ごろまで、

同社に勤務していた。」と供述していることから、申立人が申立期間のうち、

昭和 51年 10月 12日から 52年３月 31日までの期間については、同社に勤務

していることが推認できる。 

また、Ａ社の元経理担当者は、「給与明細書は、同社のものに間違いなく、

社会保険の手続はきちんと行っていた。」と供述しており、事業主が記憶して

いた申立人と同一部署に配属されていた従業員４人、及び当該同僚が記憶して

いる別の部署の従業員３人すべてに厚生年金保険の加入記録が確認できるこ

とから、申立人は申立期間のうち、昭和 51年 10月 12日から 52年４月１日ま



 

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたもの

と認められる。 

なお、標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付

の特例等に関する法律（以下「特例法」という。）に基づき標準報酬月額を改

定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主

が源泉控除していたと認められる厚生年金保険料額及び申立人の報酬月額の

それぞれに見合う標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月

額のいずれか低い方の額を認定することとなる。したがって、申立人の標準報

酬月額については、給与明細書において確認できる保険料控除額及び、報酬月

額に見合う標準報酬月額から、標準報酬月額を 12 万 6,000 円とすることが妥

当である。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当時の関係資料が無く、Ａ社が被保険者資格の取得、喪失及び保険料納

付を行ったかは不明であるとしているが、申立期間の同社に係る厚生年金保険

被保険者名簿に整理番号の欠番が見当たらないことから、申立人に係る社会保

険事務所の記録が失われたことは考え難い上、仮に、事業主から申立人に係る

被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届も

提出されていると思われるところ、いずれの機会においても社会保険事務所が

当該届出を記録しないとは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所

へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る昭和 51年 10月から 52年３月の保険料の納入の告知を行っておら

ず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認め

られる。 

一方、申立期間のうち、昭和 51年９月１日から同年 10月 11日までの期間

については、上記給与規則及び同年 51年 10月分の給与明細書から、申立人が

同社に勤務したことが確認できない。 

また、申立期間のうち、昭和 52年４月から同年６月までの期間については、

Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっており、当時の事業

主及び経理担当者は、資料を保存しておらず、さらに、申立期間の後に厚生年

金保険の加入記録があるＢ社及びＣ社も資料を保存しておらず、これらの会社

や事業主等から申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認す

ることができない。 

このほか、申立人の申立期間のうち、昭和 51 年９月１日から同年 10 月 11

日までの期間及び 52 年４月から同年６月までの期間における事業主による厚

生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらな

い。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として当該期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5417                      

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人の主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を平成２年８月から３年２月までは32万円に、同年３月から同年６月までは

36万円に、同年７月から５年６月までは41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年８月１日から５年７月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間の標準報酬月額が、社会保険事務所に届け出た金額と相違し

ていることが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、申立人の標準報酬月額は、平成４年２

月７日付けで、２年８月から３年２月までの期間は 32万円が 20万円に、同年

３月から同年６月までの期間は 36万円が 20万円に、同年７月から４年６月ま

での期間は 41万円が 20万円に、申立人を含む４人の標準報酬月額が引き下げ

られ、さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった５年７月

31日より後の同年８月９日付けで、３年７月から４年６月までの期間は 20万

円が８万円に、同年７月から５年６月までの期間は 41 万円が８万円に、申立

人を含む５人の標準報酬月額が遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認でき

る。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は平成３年 10 月から４年 11 月

30日まで同社の監査役であったことが確認できるが、同社の複数の取締役は、

申立人には経理上の権限はなかったとしている。 

また、Ａ社の取締役は、４年２月ごろには同社の業績が悪化し、給与の遅配

があり、その当時同社では社会保険料の滞納があったとしている。 



 

これらを総合的に判断すると、平成４年２月７日及び５年８月９日付けで行

われた減額訂正処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行っ

た当該減額訂正処理に合理的な理由はなく、有効な記録訂正があったとは認め

られない。このため、当該減額訂正処理の結果として記録されている申立人の

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成２年８月から

３年２月までは 32万円に、同年３月から同年６月までは 36万円に、同年７月

から５年６月までは 41万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5418                      

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人の主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を平成３年７月から６年 10月までは 53万円に、同年 11月から７年 11月ま

では 59万円に、同年 12月から９年 12月までは 30万円に訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年７月１日から 10年１月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額と比較して

低いことが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった平成 10年１月 31日より後の同年３月６日付けで、申立人を含

む３人の標準報酬月額は、３年７月から６年 10月までの期間は 53万円が８万

円に、同年 11月から７年 11月までの期間は 59万円が９万 2,000円に、同年

12 月から９年 12 月までの期間は 30 万円が９万 2,000 円にそれぞれ遡及
そきゅう

して

引き下げられていることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人を含む２人が同社の代表取締役で

あったことが確認できるが、同社の経理担当者は、申立人は営業担当役員であ

り、社会保険関係の業務は経理担当取締役が担当しており、もう一人の代表取

締役が同社の代表者印を保管していたとしていることから、申立人が当該訂正

処理に関与していたとは考え難い。 

さらに、社会保険事務所の滞納処分票によると、平成９年７月から 10 年２

月までの期間の厚生年金保険料の滞納について、Ａ社の経理担当取締役が社会



 

保険事務所と協議していたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由はなく、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出たとおり、平成３年７月から６年 10月までは 53万円に、同年 11月

から７年 11月までは 59万円に、同年 12月からは９年 12月までは 30万円に

訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5419                      

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を平成９年５月から10年３月までは32万円に、同年４月から同年７月までは

41万円に、同年８月から11年３月までは47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年５月１日から 11年４月 30日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、社会保険事務所に届け

出た金額と相違していることが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった平成 11年４月 30日より後の同年５月 18日付けで、申立人の

標準報酬月額は、９年５月から 10 年３月までの期間は 32 万円が９万 2,000

円に、同年４月から同年７月までの期間は 41 万円が９万 2,000 円に、同年８

月から 11年３月までの期間は 47万円が９万 2,000円にそれぞれ遡及
そきゅう

して引き

下げられていることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本には、申立人の氏名が記載されていないことか

ら、同社の役員ではなかったことが確認でき、加えて、同社の取締役は、申立

人が社会保険の手続に関する権限を有しておらず、上記訂正には関与していな

かったとしている。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該事務処理を行う

合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出たとおり、平成９年５月から 10年３月までは 32万円に、同年４月か



 

ら同年７月までは 41 万円に、同年８月から 11年３月までは 47 万円に訂正す

ることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5420                       

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人の主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を平成３年７月から６年 10月までは 53万円に、同年 11月から７年 11月ま

では 59万円に、同年 12月から９年 12月までは 30万円に訂正することが必要

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成３年７月１日から 10年１月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与支給額と比較して

低いことが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった平成 10年１月 31日より後の同年３月６日付けで、申立人を含

む３人の標準報酬月額は、３年７月から６年 10月までの期間は 53万円が８万

円に、同年 11月から７年 11月までの期間は 59万円が９万 2,000円に、同年

12 月から９年 12 月までの期間は 30 万円が９万 2,000 円にそれぞれ遡及
そきゅう

して

引き下げられていることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、同社の取締役であったことが

確認できるが、同社の経理担当者は、申立人は営業担当役員であり、社会保険

関係の業務には従事していなかったとしていることから、申立人が当該訂正処

理に関与していたとは考え難い。 

さらに、社会保険事務所の滞納処分票によると、平成９年７月から 10 年２

月までの期間の厚生年金保険料の滞納について、Ａ社の経理担当取締役が社会

保険事務所と協議していたことが確認できる。 



 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由はなく、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認めら

れず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当

初届け出たとおり、平成３年７月から６年 10月までは 53万円に、同年 11月

から７年 11月までは 59万円に、同年 12月からは９年 12月までは 30万円に

訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5433 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年 11月１日から９年１月 30日まで 

    社会保険事務所の戸別訪問を受け、Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の

標準報酬月額が引き下げられていたことが判明した。同社ではＢ職担当の

取締役であり、厚生年金保険事務には関与していなかったので、申立期間

の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における申立期間の標準報

酬月額は、当初、59 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適

用事業所でなくなった平成９年１月 31 日の後の同年３月６日に、申立人を含

む３人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場

合、12 万 6,000 円に訂正されていることが確認できる。しかしながら、社会

保険事務所において、このようにさかのぼって記録を訂正する処理を行う合理

的な理由は見当たらない。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は同社の取締役であったことが

確認できる。しかし、同社の従業員は、「申立人は、申立期間当時、Ｂ職を担

当しており、社会保険の手続は事業主が行っていた。」と供述していることか

ら、申立人が標準報酬月額の訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立期間において標準報酬月額に係る有効な

記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た 59 万円に訂正することが必要である。 



 

東京厚生年金 事案 5434 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を昭和 63年２月から同年９月までは 41 万円、同年 10月から平成２年１月

までは 44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 63年２月１日から平成２年２月 28日まで 

    社会保険事務所の戸別訪問を受け、Ａ社に勤務した期間の厚生年金保険の

標準報酬月額が引き下げられていたことが判明した。同社では荷役作業員の

手配等、港湾現場で仕事をしており、社会保険事務には関与していなかった

ので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人のＡ社における申立期間の標準報

酬月額は、当初、昭和 63 年２月から同年９月までの期間については 41 万円、

同年10月から平成２年１月までの期間については44万円と記録されていたと

ころ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった２年２月 28 日の後の同

年３月８日に、申立人を含む５人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂

正されており、申立人の場合、昭和 63年２月から平成元年 11月までの期間は

６万 8,000 円、同年 12 月から２年１月までの期間は８万円に訂正されている

ことが確認できる。しかしながら、社会保険事務所において、このようにさか

のぼって記録を訂正する処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は同社の取締役であったことが

確認できる。しかし、同社の従業員は、「申立人の業務は港湾で荷役の現場監

督であり、社会保険の手続関係は事業主の母親が行っていた。」と供述してい

ることから、申立人が標準報酬月額の訂正処理に関与していたとは考え難い。 



 

これらを総合的に判断すると、申立期間において標準報酬月額に係る有効な

記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た昭和 63 年２月から同年９月までの期

間については 41 万円、同年 10 月から平成２年１月までの期間については 44

万円とすることが必要である。 

 

 

 

 

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 5435 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 21年８月 20日から同年９月１日までの厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められること

から、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事務所における資格取得日に係る記録

を昭和 21年８月 20日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 510円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 明治 43年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 19年６月１日から 21年９月１日まで 

             ②昭和 22年 11月１日から 23年 10月１日まで 

             ③昭和 28年 11月 30日から 30年４月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうちの申立期間①、Ａ社（現在は、Ｂ社）に勤務した期間

のうちの申立期間②及びＤ社Ｅ工場に勤務した期間のうちの申立期間③の

加入記録が無い旨の回答をもらった。昭和 14 年にＡ社に入社してから、Ｄ

社Ｅ工場、Ｆ事業所と途切れること無く勤務していたので、申立期間も厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①のうち、昭和 21年８月 20日から同年９月１日までの期間につ

いて、Ｂ社から提出された職員名簿及び勤務証明書並びに同社の人事担当者

の供述から判断すると、申立人がＡ社に同年８月 20日から継続して勤務し、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこ



 

とが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、昭和 21 年９月の社会保険事

務所の記録から、510円とすることが妥当である。 

なお、事業主が、申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かに

ついては、事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周

辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に

対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が

無いことから、行ったとは認められない。 

申立期間①のうち、昭和 19年６月１日から 21年８月 20日までの期間に

ついて、上記の職員名簿及び勤務証明書により、申立人が、14年４月 10日

に、Ｇ国のＡ社に外地採用で入社し、当該期間においては、同社の事業を継

承したＡ社Ｈ工場及びＩ工場で勤務していたことは認められる。 

しかし、当時、厚生年金保険法が適用される区域は「内地」である現在の

日本国内に限られ、「外地」であるＡ社Ｈ工場及びＩ工場は厚生年金保険法

の適用が無かった。 

また、Ｂ社は、当時、「外地」採用者を厚生年金保険に加入させていなか

ったと回答している。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間①のうち、昭和 19 年６

月１日から21年８月20日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②について、申立人の妻は、申立人は昭和 23 年９月末まで新Ａ

社に継続して勤務していたと申し立てている。 

しかし、上記の職員名簿及び勤務証明書によると、申立人の退職日は昭和

22年 10月 31日と記録されており、社会保険事務所の記録と符合する。 

なお、申立人の妻は、昭和 24 年４月に長男が小学校に入学し、その直前

に家族でＪ市に転居し、申立人はそのころからＤ社Ｅ工場に勤務したと記憶

しているところ、社会保険事務所の記録によると、23年 10月１日から同社

Ｅ工場での加入記録が確認できる。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当



 

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として、申立期間②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

３ 申立期間③について、申立人の妻は、申立人が昭和 30 年３月末までＤ社

Ｅ工場に勤務していたと申し立てている。 

しかし、Ｄ社は既に解散しており、当時の代表者の連絡先も不明であるこ

とから、同社及び代表者から申立人の当該期間における勤務の実態や厚生年

金保険料の控除について確認することができない。 

また、申立人の妻は、申立人の同僚を記憶していないため、社会保険事務

所のＤ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立期間当時厚生年金保険

に加入していたことが確認できる複数の従業員のうち、所在が判明した一人

に照会したものの、回答を得られなかった。 

このほか、申立人の当該期間における厚生年金保険料の事業主による給与

からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当た

らない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が、厚生年金保険被保険者として、申立期間③に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5436 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額を 30万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年９月１日から８年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録を照会したところ、Ａ社で勤務

していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給与に見合う標準

報酬月額より低いことが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

当初、30 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所で

なくなった平成８年３月 31 日より後の同年４月８日付けで、申立人及び申立

人の夫で代表取締役の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されてお

り、申立人の場合、申立期間に係る標準報酬月額は９万 8,000円に減額訂正さ

れていることが確認できる。しかし、社会保険事務所において、このような減

額訂正処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

一方、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から同社の取締役であったことが確

認できるが、同社の役員及び従業員は、申立人は、同社が経営するホテルの掃

除とベッドメイクを担当し、社会保険関係の業務には従事していなかった旨供

述していることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、申立期間において標準報酬月額に係る有効な

記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から 30 万円とす

ることが必要と認められる。 



 

東京厚生年金 事案 5437 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間のうち、平成６年３月から

７年５月までの期間に係る標準報酬月額を 53 万円に訂正することが必要であ

る。 

 また、申立人は、申立期間のうち、平成７年７月から８年 12 月までの期間

について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額

を 53万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、当該期間に係る上記訂正後の標準報酬月額に基づく厚生年

金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付す

る義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ①平成６年３月１日から７年６月 30日まで 

             ②平成７年７月 1日から 10年３月 21日まで 

    社会保険事務所の記録では、申立期間①の標準報酬月額が 20 万円、申立

期間②の標準報酬月額が平成７年７月から８年９月が 26 万円、同年 10 月

から９年９月が 28 万円、同年 10 月から 10 年２月が 30 万円となっている

が、その間には月額約 50万円程度の給与をもらっていた。実際に支払われ

た給与に応じた標準報酬月額に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

１ 社会保険庁のオンライン記録では、申立人の申立期間①に係る標準報酬月

額は、当初、53 万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用

事業所でなくなった平成７年６月 30 日より後の同年８月２日付けで、申立

人を含む４人の標準報酬月額の記録が、さかのぼって減額訂正されており、



 

申立人の場合、申立期間①に係る標準報酬月額は、20 万円に減額訂正され

ていることが確認できる。しかし、社会保険事務所において、このような減

額訂正処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は、平成６年５月 17日に

同社の取締役に就任したことが確認できるが、ほかの複数の取締役は、申

立人は営業担当の取締役であり、同社の社会保険事務手続及び給与計算に

は関与していなかった旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人の標準報酬月額について、有効な記

録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、

事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の 53 万円とすること

が必要と認められる。 

２ 社会保険庁のオンライン記録では、申立人の申立期間②の標準報酬月額は、

平成７年７月から８年９月までは 26 万円、同年 10 月から９年９月までは

28万円、同年 10月から 10年２月までは 30万円と記録されている。 

しかし、Ｂ社における源泉控除は翌月控除方式が採用されていたと推認さ

れること並びに申立人及び複数の役員が賞与はなかった旨供述しているこ

とを踏まえ、申立人から提出のあった平成７年分給与所得の源泉徴収票及び

平成９年度市民税・県民税特別徴収税額の通知書から計算すると、申立期間

②のうち、平成７年７月から８年 12 月までの期間については、申立人は、

その主張する標準報酬月額（53 万円）に基づく厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の当該期間に係る厚生年金保険料の事業主による納付義務の

履行については、Ｂ社の元代表者は、不明としているが、上記の源泉徴収票

及び特別徴収税額の通知書において確認できる報酬額又は保険料控除額に

見合う標準報酬月額と社会保険庁で記録されている標準報酬月額が一致し

ていないことからも、事業主は、源泉徴収票において確認できる報酬額又は

保険料控除額に見合う報酬月額を届け出ておらず、その結果、社会保険事務

所は、当該期間に係る当該報酬月額に見合う厚生年金保険料について納入の

告知を行っておらず、事業主は、当該保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

一方、申立期間②のうち、平成９年１月から 10 年３月については、申立

人から提出のあった平成 10 年度市民税・県民税納税通知書における社会保

険料の控除額は、社会保険庁のオンライン記録の標準報酬月額に基づく社会

保険料額（厚生年金保険料、健康保険料等の合計額）とおおむね一致してい

ることが確認できる。 



 

このことから判断すると、申立期間②のうち、平成９年１月から 10 年３

月までの期間について申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保

険料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案5450 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、Ａ社における申立人の資格取得日に係る記

録を昭和46年５月1日に、資格喪失日に係る記録を同年７月13日と訂正し、申

立期間の標準報酬月額を同年５月は２万8,000円に、同年６月は３万3,000円と

することが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和３年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和46年５月１日から同年７月13日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ｂ社

に勤務した期間のうち、申立期間の記録が無い旨の回答をもらった。給与は

関連会社であるＡ社から支給されており、当時の給与明細もあるので、申立

期間について厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出された給与明細書、申立期間当時の事業主及び同僚の供述か

ら、申立人は、Ｂ社に勤務し（給与は、同社の関連会社であるＡ社が支給）、

申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、申立人が勤務していたＢ社は、申立期間については社会保険事務所の

記録では厚生年金保険の適用事業所となっていない。しかし、当時の代表者は、

申立期間当時、Ｂ社に勤務していたが、給与はＡ社から支払われていたとし、

同人はＡ社において厚生年金保険の被保険者の記録があることから、申立人も

申立期間について、Ａ社において厚生年金保険の被保険者であったと認めるの

が相当である。 



 

さらに、申立期間の標準報酬月額については、給与明細書の報酬額から、昭

和46年５月は２万8,000円に、同年６月は３万3,000円とすることが必要である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、仮に、

事業主から申立人に係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後

被保険者資格の喪失届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会に

おいても社会保険事務所が当該届出を記録していない。これは通常の事務処理

では考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪等に係る

届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和46

年５月及び同年６月の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申

立期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案5451 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ支店における資格取得日に係る

記録を昭和21年８月10日に、資格喪失日に係る記録を22年７月４日に訂正し、

申立期間の標準報酬月額を、昭和21年８月から22年５月までは60円、同年６月

は200円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正11年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和21年８月10日から22年７月４日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

Ｂ支店に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社Ｃ支

店（Ｄ駐在）に在籍中に出征、復員後に同社Ｂ支店に復職し、退職するまで

勤務していたので申立期間を被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社から提出のあった役職員名簿、同社の回答及び同僚の供述から、申立人

が、申立期間当時、Ａ社Ｂ支店に勤務していたことが推認される。また、社会

保険庁の申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳において、申立人の同社にお

ける資格喪失日は昭和21年８月10日、その原因欄に「転勤」と記載されている

ことから判断すると、申立人は、同日以降の申立期間も同社に継続して勤務し

ていたことが確認できる。 

また、現在のＡ社は、上記役職員名簿について、昭和22年７月まで当時のＡ

社に正社員として在籍していた従業員の名簿であり、正社員については厚生年

金保険に加入されていたものと供述している。 

さらに、社会保険事務所の被保険者名簿の記録から、申立人と同様にＡ社Ｃ



 

支店からＢ支店へ異動したことが確認できる従業員を含め、同社内において、

同社Ｂ支店へ異動したことが確認できる従業員の多くが、厚生年金保険期間が

継続して記録されていることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

なお、申立人の資格喪失日については、Ａ社から提出のあった役職員名簿の

記録及び申立人は昭和22年７月に退職したと供述していることから、同年７月

４日とすることが妥当である。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和21年７月の社会保険事務所

の記録から、21年８月から22年５月までの期間は60円、同年６月は200円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについ

ては、事業主は不明としており確認できないが、仮に、事業主から申立人に係

る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届

を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務

所が当該届出を記録していない。これは通常の事務処理では考え難いことから、

事業主から当該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、そ

の結果、社会保険事務所は、申立人に係る昭和21年８月から22年６月までの保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案5454 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を、平成２年８月及び同年９月は44万円、同年10月から４年４月まで

の期間は47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和７年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成２年８月１日から４年５月１日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に勤務した申立期間の厚生年

金保険の標準報酬月額が、給与から実際に控除されていた保険料に見合う標

準報酬月額と相違していることが分かった。同社では、取締役（監査役）と

して勤務していたが、厚生年金保険の事務に関与していなかったので、申立

期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における申立期間の厚

生年金保険の標準報酬月額は、当初、平成２年８月及び同年９月は44万円、同

年10月から４年４月までの期間は47万円と記録されていたところ、同社が厚生

年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年５月１日の後の同年８月７日

に、申立人の申立期間の標準報酬月額の記録がさかのぼって28万円へと減額訂

正されていることが確認できる。社会保険事務所において、このようにさかの

ぼって記録を訂正する処理を行う合理的な理由は見当たらない。 

一方、申立人は、Ａ社の登記簿謄本から取締役であったことが確認できる。

しかしながら、代表取締役及び従業員から、申立人は経理担当役員であったが、

事業所を閉鎖した平成４年４月30日以降、同社に出勤しておらず、その後の同

社に係る残務処理には関与していないとの供述が得られていることから、申立

人は、標準報酬月額の減額訂正処理に関与していないと認められる。 



 

これらを総合的に判断すると、申立人の申立期間に係る標準報酬月額につい

て、有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た、平成２年８月及び同年９

月は44万円、同年10月から４年４月までの期間は47万円とすることが必要であ

る。 

  



 

東京厚生年金 事案5455 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格喪失日は平成４年３月16日であると認められる

ことから､厚生年金保険被保険者資格喪失日に係る記録を訂正することが必要

である。 

また、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬

月額を53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成３年３月１日から４年３月16日まで 

社会保険事務所の調査により、申立期間のうち、平成３年３月から同年11

月までの期間の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見

合う標準報酬月額と相違していることが判明した。また、３年12月31日から

４年３月16日までの期間が未加入となっている。そのため、申立期間を正し

い記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び同僚の供述から、申立人は、平成４年３月15日まで

Ａ社に継続して勤務していたことが確認できる。 

一方、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事

業所でなくなった平成３年12月31日の後の４年３月４日に、さかのぼって、申

立人を含む17名の標準報酬月額が減額されており、申立人の場合、当初、平成

３年３月から同年11月までの期間は53万円と記録されていた標準報酬月額が

24万円へと減額訂正され、同日において、申立人を含む６名の同社における資

格喪失日が全喪日と同日の同年12月31日と記録されている。 

なお、Ａ社に係る商業登記簿によると、同社は、適用事業所でなくなった平

成３年12月31日の後も法人であったことが確認できることから、厚生年金保険



 

の適用事業所の要件を満たしていたものと認められる。 

これらを総合的に判断すると，社会保険事務所において、上記の資格喪失及

び標準報酬月額の訂正に係る処理をさかのぼって行う合理的な理由は見当た

らず、当該処理に係る記録が有効なものとは認められないことから、申立人の

Ａ社における資格喪失日に係る記録は、雇用保険の記録から平成４年３月16

日に訂正し、標準報酬月額については、事業主が当初社会保険事務所に届け出

た記録から、３年３月から４年２月までの期間は53万円とすることが必要であ

る。 

  



 

東京厚生年金 事案5456 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成４年５月１日から５年２月28日まで 

社会保険事務所職員による戸別訪問で、Ａ社に勤務した期間のうち、平成

４年５月から５年１月までの標準報酬月額が、実際に給与から控除されてい

た保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、申立期

間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成４年５月から５年１月までの期間は53万円と記

録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成

５年２月28日）の後の同年３月10日付けで、申立人及び取締役２名の標準報酬

月額に係る記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の場合、申立期間

について９万8,000円に訂正されていることが確認できる。社会保険事務所に

おいて、このようにさかのぼって記録を訂正する処理を行う合理的な理由は見

当たらない。 

これらを総合的に判断すると、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があった

とは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険

事務所に当初届け出た、平成４年５月から５年１月までの期間は53万円とする

ことが必要である。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 5457 

 

第１ 委員会の結論      

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得日が

昭和63年８月１日、資格喪失日が平成元年２月25日とされ、当該期間のうち、

平成元年１月 25日から同年２月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と

記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人のＡ社Ｃ支店における資格喪失日を同年２月 25 日とし、申立期間の標準報

酬月額を 15万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 40年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年１月 25日から同年２月 25日まで  

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。     

                             

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（平成元年２月 25日にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ事業所に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 63年 12月の社会保険事務

所の記録から、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格喪失日を平成



 

元年１月 25日から同年２月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する権利

が時効により消滅した後の21年２月12日に社会保険事務所に届け出ているこ

とから、社会保険事務所は、申立人に係る平成元年１月の保険料について納入

の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する義

務を履行していないと認められる。    



 

東京厚生年金 事案 5458 

 

第１ 委員会の結論      

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得日が

昭和 56年９月２日、資格喪失日が 57年３月 25日とされ、当該期間のうち、

57年２月 25日から同年３月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の

Ａ社Ｃ支店における資格喪失日を同年３月 25 日とし、申立期間の標準報酬月

額を 14万 2,000円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 34年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年２月 25日から同年３月 25日まで  

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。     

                             

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 57 年３月 25 日にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ事業所に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 57 年１月の社会保険事務

所の記録から、14万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格喪失日を昭和

57 年２月 25 日から同年３月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する権

利が時効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出て

いることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 57 年２月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。    



 

東京厚生年金 事案 5459 

 

第１ 委員会の結論      

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得日が

昭和 54年３月 26日、資格喪失日が同年９月 25日とされ、当該期間のうち、

54年８月 25日から同年９月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の

Ａ社Ｃ支店における資格喪失日を同年９月 25 日とし、申立期間の標準報酬月

額を 17万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年８月 25日から同年９月 25日まで  

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。     

                             

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 54 年９月 25 日にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ事業所に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54 年７月の社会保険事務

所の記録から、17万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格喪失日を昭和

54 年８月 25 日から同年９月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する権

利が時効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出て

いることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 54 年８月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。    



 

東京厚生年金 事案 5460 

 

第１ 委員会の結論      

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得日が

昭和 53年８月 21日、資格喪失日が同年 11月 25日とされ、当該期間のうち、

53年 10月 25日から同年 11月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本

文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記

録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給

与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生

年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人

のＡ社Ｃ支店における資格喪失日を同年 11月 25日とし、申立期間の標準報酬

月額を 11万 8,000円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 53年 10月 25日から同年 11月 25日まで  

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。     

                             

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 53年 11月 25日にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ事業所に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 53 年９月の社会保険事務

所の記録から、11万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格喪失日を昭和

53 年 10 月 25 日から同年 11 月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する

権利が時効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出

ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 53年 10月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。    



 

東京厚生年金 事案 5461       

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和

58年５月 25日、資格喪失日が 59年６月１日とされ、当該期間のうち、58年

５月 25日から同年６月１日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ社に

おける資格取得日を同年５月 25日とし、申立期間の標準報酬月額を 41万円と

することが必要である。           

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。         

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 29年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 58年５月 25日から同年６月１日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 58年５月 25日にＣ社（現在は、Ｂ社）Ｄ事業所から子会社のＡ社に

異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 58 年６月の社会保険事務

所の記録から、41万円とすることが妥当である。   

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社に係る資格取得日を昭和 58 年

６月１日から同年５月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する権利が時

効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出ているこ

とから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 58 年５月の保険料について納

入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付する

義務を履行していないと認められる。  

 



 

東京厚生年金 事案 5462         

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 52年６月 25日、資格喪失日が 54年２月 25日とされ、当該期間のうち、

54年１月 25日から同年２月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の

Ａ社Ｃ事業所における資格喪失日を同年２月 25 日とし、申立期間の標準報酬

月額を 15万円とすることが必要である。    

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年１月 25日から同年２月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 54 年２月 25 日にＡ社Ｃ事業所から同社Ｄ事業所に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 53年 12月の社会保険事務

所の記録から、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格喪失日を昭

和 54年１月 25日から同年２月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する

権利が時効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出

ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 54 年１月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。  

 



 

東京厚生年金 事案 5463       

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 50年５月 25日、資格喪失日が 53年３月 25日とされ、当該期間のうち、

50年５月 25日から同年６月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の

Ａ社Ｃ事業所における資格取得日を同年５月 25 日とし、申立期間の標準報酬

月額を 11万円とすることが必要である。           

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。         

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年５月 25日から同年６月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 50 年５月 25 日にＡ社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50 年６月の社会保険事務

所の記録から、11万円とすることが妥当である。   

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格取得日を昭



 

和 50年６月 25日から同年５月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する

権利が時効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出

ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50 年５月の保険料に

ついて納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を

納付する義務を履行していないと認められる。  

 



 

東京厚生年金 事案 5464        

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 50年５月 25日、資格喪失日が 53年３月 25日とされ、当該期間のうち、

50年５月 25日から同年６月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の

Ａ社Ｃ事業所における資格取得日を同年５月 25 日とし、申立期間の標準報酬

月額を 11万円とすることが必要である。           

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。         

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年５月 25日から同年６月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 50年５月 25日にＡ社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50 年６月の社会保険事務

所の記録から、11万円とすることが妥当である。   

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格取得日



 

を昭和 50年６月 25日から同年５月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴収

する権利が時効により消滅した後の平成 21 年２月 12 日に社会保険事務所に

届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50年５月の保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



 

東京厚生年金 事案 5465      

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事務所に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 47年 12月 25 日、資格喪失日が 48年４月 25日とされ、当該期間のう

ち、47 年 12 月 25 日から 48 年１月８日までの期間は、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人のＡ社Ｃ事務所における資格取得日を 47年 12月 25日とし、申立期間の

標準報酬月額を６万円とすることが必要である。           

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。        

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 12月 25日から 48年１月８日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 47 年 12 月 25 日にＡ社本社から同社Ｃ事務所に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48 年１月の社会保険事務

所の記録から、６万円とすることが妥当である。   

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事



 

業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事務所に係る資格取得日

を昭和 48 年１月８日から 47 年 12 月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を徴

収する権利が時効により消滅した後の平成 21 年２月 12 日に社会保険事務所

に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 47 年 12 月

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期

間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



 

東京厚生年金 事案 5466       

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事務所に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 47年 12月 25 日、資格喪失日が 48年４月 25日とされ、当該期間のう

ち、47 年 12 月 25 日から 48 年１月８日までの期間は、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人のＡ社Ｃ事務所における資格取得日を 47年 12月 25日とし、申立期間の

標準報酬月額を６万円とすることが必要である。           

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。         

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 47年 12月 25日から 48年１月８日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 47 年 12 月 25 日にＡ社本社から同社Ｃ事務所に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48 年１月の社会保険事務

所の記録から、６万円とすることが妥当である。   

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事



 

業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事務所に係る資格取得日

を昭和 48 年１月８日から 47 年 12 月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を徴

収する権利が時効により消滅した後の平成 21 年２月 12 日に社会保険事務所

に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 47 年 12 月

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期

間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



 

東京厚生年金 事案 5467      

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）に係る被保険者記録は、資格取得日が昭和

54年７月 25日、資格喪失日が 58年１月１日とされ、当該期間のうち、54年

７月 25日から同年８月１日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文の規定

により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録されて

いるが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控

除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金保険

の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ社に

おける資格取得日を同年７月 25日とし、申立期間の標準報酬月額を 30万円と

することが必要である。           

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。         

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年７月 25日から同年８月１日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 54 年７月 25 日にＣ社（現在は、Ｂ社）Ｄ事業所から子会社のＡ社

に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されて

いたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 54 年８月の社会保険事務

所の記録から、30万円とすることが妥当である。   

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事



 

業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社に係る資格取得日を昭和 54

年８月１日から同年７月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する権利が

時効により消滅した後の平成 21 年２月 12 日に社会保険事務所に届け出てい

ることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 54年７月の保険料につい

て納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。  

 



 

東京厚生年金 事案 5468 

 

第１ 委員会の結論      

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ支店に係る被保険者記録は、資格取得日が

昭和63年８月１日、資格喪失日が平成元年２月25日とされ、当該期間のうち、

平成元年１月 25日から同年２月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条

本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と

記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚

生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立

人のＡ社Ｃ支店における資格喪失日を同年２月 25 日とし、申立期間の標準報

酬月額を 15万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年１月 25日から同年２月 25日まで  

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。     

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（平成元年２月 25 日にＡ社Ｃ支店から同社Ｄ事業所に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 63年 12月の社会保険事務

所の記録から、15万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業



 

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ支店に係る資格喪失日を平成

元年１月 25日から同年２月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する権利

が時効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出てい

ることから、社会保険事務所は、申立人に係る平成元年１月の保険料について

納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納付す

る義務を履行していないと認められる。    



 

東京厚生年金 事案 5469 

 

第１ 委員会の結論      

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭

和 54年７月 25日、資格喪失日が 55年６月 25日とされ、当該期間のうち、55

年５月 25日から同年６月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録さ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ

社本社における資格喪失日を同年６月 25 日とし、申立期間の標準報酬月額を

19万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 25日から同年６月 25日まで  

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。     

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 55年６月 25日にＡ社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年４月の社会保険事務

所の記録から、19万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社本社に係る資格喪失日を昭和



 

55 年５月 25 日から同年６月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する権

利が時効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出て

いることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 55 年５月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。    



 

東京厚生年金 事案 5470 

 

第１ 委員会の結論      

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭

和 54年７月 25日、資格喪失日が 55年６月 25日とされ、当該期間のうち、55

年５月 25日から同年６月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録さ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ

社本社における資格喪失日を同年６月 25 日とし、申立期間の標準報酬月額を

20万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 25日から同年６月 25日まで  

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。     

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 55年６月 25日にＡ社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年４月の社会保険事務

所の記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社本社に係る資格喪失日を昭和



 

55 年５月 25 日から同年６月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する権

利が時効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出て

いることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 55 年５月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。    



 

東京厚生年金 事案 5471 

 

第１ 委員会の結論      

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭

和 58年２月 25日、資格喪失日が 62年７月 25日とされ、当該期間のうち、62

年６月 24日から同年７月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録さ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ

社本社における資格喪失日を同年７月 25 日とし、申立期間の標準報酬月額を

47万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年６月 24日から同年７月 25日まで  

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。     

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 62年７月 25日にＡ社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 62 年５月の社会保険事務

所の記録から、47万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社本社に係る資格喪失日を昭和



 

62 年６月 24 日から同年７月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する権

利が時効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出て

いることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 62 年６月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。    



 

東京厚生年金 事案 5472        

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 55年５月 25日、資格喪失日が 59年５月 25日とされ、当該期間のうち、

55年５月 25日から同年６月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の

Ａ社Ｃ事業所における資格取得日を同年５月 25 日とし、申立期間の標準報酬

月額を 24万円とすることが必要である。           

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。         

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 25日から同年６月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 55年５月 25日にＡ社Ｄ事業所から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年６月の社会保険事務

所の記録から、24万円とすることが妥当である。   

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事



 

業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格取得日

を昭和 55年６月 25日から同年５月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴収

する権利が時効により消滅した後の平成 21 年２月 12 日に社会保険事務所に

届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 55年５月の保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



 

東京厚生年金 事案 5473        

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 50年５月 25日、資格喪失日が 53年３月 25日とされ、当該期間のうち、

50年５月 25日から同年６月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の

Ａ社Ｃ事業所における資格取得日を同年５月 25 日とし、申立期間の標準報酬

月額を 11万円とすることが必要である。           

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。         

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年５月 25日から同年６月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 50年５月 25日にＡ社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50 年６月の社会保険事務

所の記録から、11万円とすることが妥当である。   

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格取得日



 

を昭和 50年６月 25日から同年５月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴収

する権利が時効により消滅した後の平成 21 年２月 12 日に社会保険事務所に

届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50年５月の保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



 

東京厚生年金 事案 5474       

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 50年５月 25日、資格喪失日が 53年３月 25日とされ、当該期間のうち、

50年５月 25日から同年６月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の

Ａ社Ｃ事業所における資格取得日を同年５月 25 日とし、申立期間の標準報酬

月額を 10万 4,000円とすることが必要である。           

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。         

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 50年５月 25日から同年６月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 50年５月 25日にＡ社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 50 年６月の社会保険事務

所の記録から、10万 4,000円とすることが妥当である。   

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格取得日



 

を昭和 50年６月 25日から同年５月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴収

する権利が時効により消滅した後の平成 21 年２月 12 日に社会保険事務所に

届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 50年５月の保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



 

東京厚生年金 事案 5475 

 

第１ 委員会の結論      

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭

和 54年６月 25日、資格喪失日が 55年６月 25日とされ、当該期間のうち、55

年５月 25日から同年６月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録さ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ

社本社における資格喪失日を同年６月 25 日とし、申立期間の標準報酬月額を

22万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 25日から同年６月 25日まで  

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。     

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 55年６月 25日にＡ社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年４月の社会保険事務

所の記録から、22万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社本社に係る資格喪失日を昭和



 

55 年５月 25 日から同年６月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する権

利が時効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出て

いることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 55 年５月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。    



 

東京厚生年金 事案 5476 

 

第１ 委員会の結論      

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭

和 55年６月 25日、資格喪失日が 57年７月 25日とされ、当該期間のうち、57

年６月 25日から同年７月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録さ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ

社本社における資格喪失日を同年７月 25 日とし、申立期間の標準報酬月額を

41万円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 57年６月 25日から同年７月 25日まで  

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。     

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 57年７月 25日にＡ社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 57 年５月の社会保険事務

所の記録から、41万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社本社に係る資格喪失日を昭和



 

57 年６月 25 日から同年７月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する権

利が時効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出て

いることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 57 年６月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。    



 

東京厚生年金 事案 5477        

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録は、資格取得日

が昭和 46年 10月１日、資格喪失日が 51年 11月 25日とされ、当該期間のう

ち、51年 10月 25日から同年 11月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75

条本文の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間

と記録されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、

厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申

立人のＡ社Ｃ事業所における資格喪失日を同年 11月 25日とし、申立期間の標

準報酬月額を 18万円とすることが必要である。    

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 10月 25日から同年 11月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。    

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 51 年 11 月 25 日にＡ社Ｃ事業所から同社本社に異動）、申立期間に

係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

る。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 51 年９月の社会保険事務

所の記録から、18万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事



 

業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格喪失日

を昭和 51年 10月 25日から同年 11月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴

収する権利が時効により消滅した後の平成 21 年２月 12 日に社会保険事務所

に届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 51 年 10 月

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期

間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



 

東京厚生年金 事案 5478       

 

第１ 委員会の結論 

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所に係る被保険者記録のうち、昭和

55年５月 25日から同年６月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文

の規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録

されているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与

から控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年

金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人の

Ａ社Ｃ事業所における資格取得日を同年５月 25 日とし、申立期間の標準報酬

月額を 28万円とすることが必要である。           

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。         

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 55年５月 25日から同年６月 25日まで 

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。       

 

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 55年５月 25日にＡ社Ｄ事業所から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間

に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認めら

れる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 55 年６月の社会保険事務

所の記録から、28万円とすることが妥当である。   

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事

業主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社Ｃ事業所に係る資格取得日



 

を昭和 55年６月 25日から同年５月 25日に訂正する旨を、当該保険料を徴収

する権利が時効により消滅した後の平成 21 年２月 12 日に社会保険事務所に

届け出ていることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 55年５月の保

険料について納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。  

 



 

東京厚生年金 事案 5479 

 

第１ 委員会の結論      

   申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）本社に係る被保険者記録は、資格取得日が昭

和 59年４月 25日、資格喪失日が 60年２月 25日とされ、当該期間のうち、60

年１月 25日から同年２月 25日までの期間は、厚生年金保険法第 75条本文の

規定により、年金額の計算の基礎となる被保険者期間とならない期間と記録さ

れているが、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められることから、当該記録を取り消し、厚生年金

保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基づき、申立人のＡ

社本社における資格喪失日を同年２月 25 日とし、申立期間の標準報酬月額を

14万 2,000円とすることが必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。    

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

    住    所 ：      

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 60年１月 25日から同年２月 25日まで  

    社会保険事務所の記録では、Ｂ社に勤務した期間のうち、申立期間の厚生

年金保険の加入記録が無い。申立期間も同社に継続して勤務し、保険料を控

除されていたので、被保険者であったことを認めてほしい。     

                             

第３ 委員会の判断の理由 

   Ｂ社から提出された経歴表から判断すると、申立人は、同社に継続して勤務

し（昭和 60年２月 25日にＡ社本社から同社Ｃ事業所に異動）、申立期間に係

る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。   

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 59年 12月の社会保険事務

所の記録から、14万 2,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主が、事務手続を誤ったとして、申立人のＡ社本社に係る資格喪失日を昭和



 

60 年１月 25 日から同年２月 25 日に訂正する旨を、当該保険料を徴収する権

利が時効により消滅した後の平成21年２月12日に社会保険事務所に届け出て

いることから、社会保険事務所は、申立人に係る昭和 60 年１月の保険料につ

いて納入の告知を行っておらず、事業主は申立人に係る申立期間の保険料を納

付する義務を履行していないと認められる。    

  

  



 

東京厚生年金 事案 5480 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記

録を昭和 33年５月１日、資格喪失日に係る記録を 34年５月７日とし、申立期

間の標準報酬月額を 7,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 33年５月１日から 34年５月７日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。給与明細書等の

厚生年金保険料の控除を確認できる資料は無いが、当時の同僚等の氏名を記

憶しているので、申立期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が記憶していた複数の元同僚は、「申立人はＡ社に正社員で勤務して

いた。」と回答しており、一人は、「申立人は申立期間に同社で勤務していた。」

と供述している。 

また、Ａ社の複数の元同僚は、「同社では試用期間が無く、入社と同時に社

会保険に加入した。」と供述しており、社会保険事務所が管理する同社に係る

厚生年金保険被保険者名簿においても、申立人が記憶しているすべての元同僚

が同社で厚生年金保険に加入していたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間にＡ社に勤務し、申立期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られる。  



 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立期間当時の同年代の同僚の

標準報酬月額から、7,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、仮に事業主が申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得届を提出し

た場合、被保険者報酬月額算定基礎届や被保険者資格の喪失届を提出する機会

があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係

る記録の処理を誤ることは考え難いことから、事業主から社会保険事務所への

資格の得喪等に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申

立人に係る昭和33年５月から34年４月までの保険料について納入の告知を行

っておらず、事業主は、申立期間に係る保険料を納付する義務を履行していな

いと認められる。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 5481 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

昭和 48年 10月 31日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を９万 8,000円とす

ることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行してい

ないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年６月２日から同年 10月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、申立期間の

加入記録が無いとの回答をもらったが、昭和 48年６月１日にＡ社に入社し、

同年 10月 30日まで継続して勤務していたので、申立期間を被保険者期間と

して認めてほしい。 

  

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の代表取締役は、「申立人は、昭和 48年６月１日から同年 10 月末まで

同社で勤務していた。申立人の申立期間に係る保険料控除は適切に行われてい

た。」と供述していることから、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 48 年６月の社会保険事務

所の記録から、９万 8,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人の申立期間に係る保険料の事業主による納付義務の履行につい

ては、事業主は不明としているが、申立人から提出された厚生年金保険被保険

者資格喪失確認通知書により、事業主が社会保険事務所に対し、申立人が昭和

48 年６月１日付けで資格喪失した旨を届け出ていることが確認できることか

ら、その結果、社会保険事務所は、申立人の資格喪失日を同年６月２日と記録



 

し、申立人に係る同年７月から９月までの保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、申立

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5482 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における資格取得日は昭和 29 年 11 月 1 日、資格喪失日は 30

年１月１日であると認められることから、当該期間に係る記録を訂正すること

が必要である。 

なお、申立期間の標準報酬月額は 8,000 円とすることが妥当である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 29年 11月１日から 30年１月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務して

いたことは間違いないので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に昭和 29年 11月１日から同年 12月末日まで勤務していた

と申し立てているところ、社会保険事務所の同社に係る厚生年金保険被保険者

名簿には、申立人と片仮名の読みが１字違いで生年月日が１年相違するものの、

漢字では同姓同名の被保険者記録があり、当該被保険者記録の資格取得日は

29 年 11 月１日、資格喪失日は 30 年１月１日と記載され、申立期間と一致す

る未統合の記録がある。 

一方、申立人は、「申立期間当時、仕事上、少しでも若く見せるため、会社

には生年月日を若く申告していたこともある。」旨供述している。 

また、社会保険事務所のＡ社における被保険者名簿から、申立期間当時に厚

生年金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる同僚は、申立人と

同時期に入社したことを記憶している旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人と同姓同名の被保険者記録は、申立人

の未統合の厚生年金保険被保険者記録であると認められる。 

なお、申立期間における標準報酬月額については、社会保険事務所の被保険



 

者名簿に記載されている未統合の申立人と認められる者の記録から、8,000円

とすることが妥当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5483 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 47万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年９月１日から平成元年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入記録について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除され

ていた保険料に見合う標準報酬月額より低いことが判明した。同社では営業

担当の取締役であり、社会保険事務には関与していなかったので、申立期間

の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、昭和 62 年９月から平成元年２月までの期間につい

て 47 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当

しなくなった日（平成元年７月 31 日）の後の平成元年８月４日に、申立人を

含む７名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の

場合は、申立期間に係る標準報酬月額の記録が 16 万円に減額訂正されている

ことが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、昭和 59年 12 月 11 日からＡ

社が平成元年７月＊日に破産するまでの期間において、Ａ社の取締役であった

ことが確認できる。しかし、申立人及びＡ社の複数の取締役によると、申立人

は、申立期間当時、主に不動産関係の営業担当取締役として勤務し、社会保険

業務にはかかわっておらず、上記訂正処理が行われた当時には、既にＡ社を退

職していたと供述していることから、申立人が当該訂正処理に関与していたと



 

は考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所が標準報酬月額をさかのぼっ

て訂正する処理を行うべき合理的理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録

訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業

主が社会保険事務所に当初届け出た 47万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5484 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 56 年８月について、その主張する標準報酬月額（17

万円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められることから、当該期間の標準報酬月額に係る記録を 17 万円に訂正す

ることが必要である。 

なお、事業主は申立人に係る当該標準報酬月額に基づく厚生年金保険料（訂

正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を除く。）を納付する義務を履行

したか否かについては、明らかでないと認められる。 

また、申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除さ

れていたことが認められることから、申立人における資格喪失日に係る記録を

昭和 56年 10月１日に訂正し、同年９月の標準報酬月額を 16万円とすること

が必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 32年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年８月３日から同年 10月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち昭和 56年９月の加入記録が無く、また、同年８月の

標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う標準報酬月

額と相違していることが判明した。このため、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間のうち昭和 56年８月については、申立人が提出した昭和 56年８

月分の給与支払明細書から、申立人は、その主張する標準報酬月額（17 万

円）に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが

認められる。 



 

  なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、Ａ

社における事業が廃止されており、これを確認できる関連資料及び周辺事情

は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業

主が申立てどおりの報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

２ 雇用保険の記録及び申立人が提出したＡ社に係る給与支払明細書から、申

立人は、申立期間において同社に勤務し、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、厚生年金保険の保険給付及び

保険料の納付の特例等に関する法律に基づき標準報酬月額を改定又は決定

し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が行われるのは、事業主が源泉控

除していたと認められる保険料額及び申立人の報酬月額のそれぞれに基づ

く標準報酬月額の範囲内であることから、これらの標準報酬月額のいずれか

低い方の額を認定することとなる。したがって、給与支払明細書の報酬額か

ら 16万円とすることが妥当である。 

一方、社会保険事務所のＡ社に係る記録によると、同社は、昭和 56 年９

月 30日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっている。しかし、同社は、

商業登記簿謄本から当該期間についても法人事業所であり、５名以上の従業

員が常時勤務していたことが確認できることから、厚生年金保険法に定める

適用事業所の要件を満たしていたものと判断できる。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、申

立期間において適用事業所でありながら、社会保険事務所に適用の届出を行

っていなかったと認められることから、事業主は、申立人の申立期間に係る

保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 5485 

 

第１ 委員会の結論 

 事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間の標準報酬月額を

53万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成４年５月１日から５年９月 30日まで 

    社会保険事務所の訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務した期間の厚

生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見

合う標準報酬月額と相違していることが判明した。標準報酬月額の引き下

げについては、全く関知していないので、申立期間の標準報酬月額を正し

い記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に

該当しなくなった日（平成５年９月 30日）の後の平成５年 10月 19日付けで、

申立人の同年８月の標準報酬月額が53万円から38万円に引き下げられており、

同年 10 月 21 日付けで、４年５月から５年７月までの期間の標準報酬月額が、

53 万円から８万円に、同年８月の標準報酬月額が、38 万円から８万円にさか

のぼって引き下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、同社は、当該訂正処理日前の平成５年８

月＊日に株主総会の決議により解散し、清算人には、申立人とは別の人物が指

名され、申立人は代表取締役ではなくなっていることが確認できる。 

また、申立人及び複数の同僚は、申立人の業務は貨物の運転手であり、実質

的なオーナーは他社の代表取締役であったと供述しており、また、申立人は、

当該訂正処理には関与しておらず、当該訂正処理について説明を受けたりする

ことも無かったと供述している。 



 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該事務処理をさか

のぼって行う合理的な理由は無く、標準報酬月額に係る有効な記録訂正があっ

たとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保

険事務所に当初届け出た、平成４年５月から５年８月までを 53 万円に訂正す

ることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5486 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の申立期間に係る標準報酬月

額の記録を 41万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 11年 12月１日から 12年９月 22日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際の給与より低い額と

なっていた。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成 11年 12月から 12年８月までの期間は 41万円

と記録されていたところ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所でなくなっ

た日（平成 12 年９月 22 日）の後の同年９月 25 日付けで、さかのぼって申立

人を含む２名の標準報酬月額の記録が引き下げられており、申立人の場合は、

申立期間に係る標準報酬月額の記録が９万 2,000 円に引き下げられているこ

とが確認できる。 

これらから判断すると、社会保険事務所において、申立期間の標準報酬月額

についてさかのぼって訂正処理を行う合理的な理由は無く、申立期間の標準報

酬月額に係る有効な記録訂正があったとは認められないことから、申立人の申

立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 41 万

円とすることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5487 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立てに係る事業所における厚生年金保険被保険者の資格取得日

は、昭和 17 年６月 1 日、資格喪失日は、19 年 11 月１日であったと認められ

ることから、申立人に係る厚生年金保険被保険者資格の取得日及び喪失日に係

る記録を訂正することが必要である。 

なお、当該期間に係る標準報酬月額については１万円とすることが妥当であ

る。  

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 17年６月１日から 19年 11月１日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）Ｃ工場に勤務していた期間の厚生年金保険の加入記録が無いとい

う回答をもらった。保険料控除を確認できる給与明細書等は無いが、申立期

間について、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 14 年４月にＡ社Ｃ工場（軍需工場）に入社し、19 年 10 月

31日まで勤務した後に退職し、退職後１か月間帰省し、同年 12月１日付けで

入隊したと供述しており、兵籍簿の記載及びＤ録（昭和 41.12現在）の内容と

ほぼ符合することから、申立人の供述の信憑
ぴょう

性は高い。 

また、申立人は、Ａ社Ｃ工場において、Ｅ業務を行っていたと供述している。

このことについて、申立人が記憶している同僚５名に照会した結果、昭和 17

年６月１日に厚生年金保険の資格を取得している同期入社の同僚１人が、勤務

期間は特定できないが、申立人が自分と同じ工場内でＥ業務を担当していたと

供述していること、また、後輩の同僚１人が、自分が同工場に勤務した昭和

16年４月から 19年４月に出征するまでの期間、申立人は自分と同じ工場内で

Ｅ業務を担当していたと供述していること等から、申立期間において申立人が



 

Ａ社Ｃ工場に勤務していたことが推認できる。 

さらに、Ｂ社は、戦災で、終戦前に勤務した者の勤務状況等の資料は焼失し

て無く、申立期間当時は、社員の厚生年金保険料を控除し、社会保険事務所に

納付していたと思われるが、資料は無いと回答している。 

なお、Ａ社のＦ誌に、昭和 18 年ごろには、Ａ社Ｃ工場と他の３工場におい

て、養成工（義務教育を終えた少年を私立の青年学校に入学させ、一般教育と

技能訓練を施した正規従業員）として 3,000名を雇用していた旨の記載がある。 

加えて、上記の同僚はＡ社において申立人とともに養成工として勤務してい

たことを記憶しており、申立人も正規従業員として採用され、他の養成工と同

様に労働者年金保険及び厚生年金保険の被保険者となっていたことが推認で

きる。 

一方、社会保険事務局では、Ａ社Ｃ工場に係る現在の被保険者名簿は、戦後

にＡ社からの資料提供により作成されたものと思われる旨回答しており、特別

厚生年金番号払出簿の払出状況からみて、昭和 20年８月 31日から同年 12月

24 日までの期間に、戦後の資料を基に復元されたものと推認できる。なお、

当該払出簿については、何らかの事情によりかなりの数の欠落が確認でき、こ

れにより被保険者名簿を復元することも困難な状況にある。 

また、上記被保険者名簿に記載されているほとんどの被保険者は、昭和 20

年８月 31 日に一括して資格喪失となっていることから、申立人のように 19

年 10月 31日に退職し、同年 11月１日に被保険者資格を喪失した者は復元の

対象とならず、20年８月 31日前後にＡ社Ｃ工場に在籍した者を中心に復元し

たのではないかと推認できる。 

以上の事実を前提にすると、申立てに係る厚生年金保険の記録が無いことの

原因としては、事業主の届出漏れ、保険者による被保険者名簿への記入漏れ、

被保険者名簿の焼失等の可能性が考えられるが、被保険者名簿の大規模な焼失

等から半世紀も経た今日において、保険者も被保険者名簿の完全な復元をなし

えない状況の下で、申立人及び事業主にその原因がいずれにあるのかの特定を

行わせることが不可能を強いるものであり、同人らにこれによる不利益を負担

させるのは相当でないというべきである。 

以上を踏まえて本件を見るに、申立人が申立期間中に継続勤務した事実及び

事業主による保険料控除の事実が推認できること、同僚の大半が厚生年金保険

の被保険者記録があること等の諸事情を総合して考慮すると、事業主は、申立

人が昭和 17 年６月１日に労働者年金保険被保険者の資格を取得した旨の届出

を社会保険事務所（当時は保険出張所）に対し行ったと認めるのが相当であり、

かつ、申立人の申立てに係る事業所における厚生年金保険被保険者の資格喪失

日は 19年 11月１日とすることが妥当である。 



 

なお、申立期間の標準報酬月額は、厚生年金保険法及び船員保険法の一部を

改正する法律（昭和 44年法律第 78号）附則第３条の規定に準じ、１万円とす

ることが相当である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5488 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

平成４年６月 29日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 53万円とすることが

必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年６月 29日から同年７月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申

立期間内に関連会社であるＢ社から異動はあったが、厚生年金保険料は控除

されていたので、被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

商業登記簿及び役員人事内定通知から、申立人が、平成４年６月 29 日にＡ

社の代表取締役に就任し、申立期間においてＡ社に勤務していたことが確認で

きる。 

また、申立人が保管していた給与支給明細票等から、申立期間に係る厚生年

金保険料が控除されていたことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間に係る厚生年金保険料を

事業主により控除されていたことが認められる。 

なお、申立期間の標準報酬月額については、給与支給明細票の保険料控除額

から、53万円とすることが妥当である。 

一方、申立人は、Ａ社の代表取締役ではあったが、申立期間について、代表

取締役に就任した直後である上、Ａ社の現在の社会保険事務担当者から、申立



 

人は社会保険事務の手続に関与する機会はなかった旨回答が得られたことか

ら、申立人はＡ社が保険料の納付義務を履行していないことを知り得る状態で

はなかったものと判断される。 

また、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、保険料を納付したか否かについては不明としているが、当該事業所が保

管していた厚生年金保険被保険者資格取得確認および標準報酬決定通知書に

おける資格取得日が平成４年７月１日となっていることから、事業主が同日を

資格取得日として届け、その結果、社会保険事務所は、申立人に係る同年６月

の保険料について納入の告知を行っておらず、事業主は、申立人に係る申立期

間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5494 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）Ｃ事業所におけ

る資格取得日に係る記録を昭和 19年 11 月 30日に、資格喪失日に係る記録を

23 年６月１日に訂正し、また、申立期間の標準報酬月額を昭和 19 年 11 月か

ら 20年 12月までを 200円とし、23年５月を 600円とすることが必要である。 

なお、事業主が、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 明治 42年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 19年 11月 30日から 21年１月１日まで 

                          ② 昭和 23年５月１日から同年６月１日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①及び申立期間②の厚生年金保険の加入記

録が無い。同社には退職まで勤務していたので、厚生年金保険の被保険者と

して認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が提出している人事興信録、Ａ社作成の社史、同社に対する照会回答結果

及び当時の従業員等の供述から判断すると、申立人が申立期間①及び②にＡ社に勤

務し（昭和 19年 11月 30日に、Ａ社Ｄ支店から同社Ｃ事業所に異動し、23年６月

１日に、同社同支店から同社Ｅ支店に異動）、申立期間①及び②の厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立期間①は、昭和 21 年１月の社

会保険事務所の記録から、200円、申立期間②は、23年４月の社会保険事務所の記

録から、600円とすることが妥当である。 



 

なお、事業主が申立人に係る保険料を納付する義務を履行したか否かについては、

事業主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日及び喪失日に係る届出を社会保険事

務所に対して行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事

情が無いことから、行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5500 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の記録を、

平成９年４月から同年６月までの期間は 59万円、同年７月から 10年２月まで

の期間は 50万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成９年４月１日から 10年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、実際の給料より低い金額に訂正

されていることが判明した。同社では営業担当の取締役として勤務していた

が、厚生年金保険の事務には関与していなかったので、申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成９年４月から同年６月までの期間については

59 万円、同年７月から 10 年２月までの期間については 50 万円と記録されて

いたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成

10 年３月 31 日）の後の同年９月４日付けで、申立人を含む 41 名の標準報酬

月額に係る記録がさかのぼって訂正されており、申立人の場合、申立期間につ

いて９万 2,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から平成８年５月１日から、取締役

であったことが確認できるが、その後、９年２月 28 日に取締役を退任してお

り、申立期間当時は取締役ではないことが確認できる。 

また、Ａ社における他の取締役の二人及び従業員の一人は、「申立人は、営

業担当として勤務しており、社会保険関係の業務には従事していなかった。」



 

と供述していることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た平成９年４月から同年６月までの期間は 59 万円、

同年７月から 10年２月までの期間は 50万円とすることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5501 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の記録を、

平成８年 11月から９年４月までの期間は 56万円、同年５月から 10年１月ま

での期間は 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年 11月 12日から 10年２月 17日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、実際の給料より低い金額に訂正

されていることが判明したので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成８年 11 月から９年４月までの期間については

56 万円、同年５月から 10 年１月までの期間については 59 万円と記録されて

いた。 

しかし、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった日（平成 10

年３月 31日）の後の平成 10年７月７日付けで、申立人を含む 10名の標準報

酬月額に係る記録がさかのぼって訂正されており、申立人の場合、申立期間に

ついて９万 8,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から、同社の取締役ではないことが

確認できる上、同社における取締役の二人は、「申立人は、社会保険業務には

従事していなかった。」と供述している。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正が



 

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た平成８年11月から９年４月までの期間は56万円、

同年５月から 10年１月までの期間は 59万円とすることが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5502 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社（現在は、Ｂ社）における資格取

得日の記録を昭和 44 年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を３万

9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立期間に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか

否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 44年９月１日から 45年３月 16日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間に

異動はしていたが、継続して同社に勤務していたので、申立期間を厚生年金

保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社からの回答書及びＡ社における従業員の供述から判断すると、申立人は、

同社及び関連会社のＣ社に継続して勤務し（昭和 44 年９月１日にＣ社からＡ

社に異動）、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたことが認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 45 年３月の社会保険事務

所の記録から、３万 9,000円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としており、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情が無いこと

から、明らかでないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し



 

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5503 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の記録を、

平成７年 10月から８年３月までの期間は 30万円、同年４月から同年９月まで

の期間は 47万円、同年 10月から９年６月までの期間は 50万円、同年７月か

ら 10年２月までの期間は 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成７年 10月 21日から 10年３月 31日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、実際の給料より低い金額に訂正

されていることが判明した。同社では取締役として勤務していたが、厚生年

金保険の事務には関与していなかったので、申立期間の標準報酬月額を正し

い記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成７年 10 月から８年３月までの期間については

30 万円、同年４月から同年９月までの期間については 47 万円、同年 10 月か

ら９年６月までの期間については 50万円、同年７月から 10年２月までの期間

については 59 万円と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった日（平成 10 年３月 31日）の後の同年７月７日付けで、

申立人を含む 10 名の標準報酬月額に係る記録がさかのぼって訂正されており、

申立人の場合、申立期間について９万 8,000円に減額訂正されていることが確

認できる。 

一方、申立人は、Ａ社の商業登記簿謄本から平成９年６月 14 日に取締役に

就任していることが確認できる。 



 

また、Ａ社における他の取締役の３人及び従業員の一人は、「申立人は同社

の営業統括の職務で勤務しており、社会保険関係の業務には従事していなかっ

た。」と供述していることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考

え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た平成７年10月から８年３月までの期間は30万円、

同年４月から同年９月までの期間は 47万円、同年 10月から９年６月までの期

間は 50万円、同年７月から 10年２月までの期間は 59万円とすることが必要

である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5510 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社Ｂ工場における資格喪失日に係る

記録を昭和 20年８月 31日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 140円とする

ことが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 大正８年生 

    住    所 ：  

     

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年６月１日から 20年８月 31日まで  

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の加入記録が無かった。申立期間は、Ｃ設備

の研究のため、同社Ｄ工場に転勤しており、引き続き保険料を控除されてい

たので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。    

                               

第３ 委員会の判断の理由 

   同僚の供述から判断すると、申立人は、Ａ社に継続して勤務し（昭和 19 年

６月１日にＡ社Ｂ工場から同社Ｄ工場に転勤）、申立期間に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことが認められる。  

   なお、申立人は、転勤後も、給与は引き続きＡ社Ｂ工場から支払われたと供

述していることから、申立期間の保険料はＡ社Ｂ工場の事業主により給与から

控除されていたと認められ、同工場において引き続き被保険者資格を有するも

のと考えるのが相当である。    

また、申立期間の標準報酬月額については、昭和 19 年５月の社会保険事務

所の記録から、140円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は、当時の資料が無いため不明としており、これを確認できる関連資料及び



 

周辺事情は無いことから、明らかでないと判断せざるを得ない。     

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の喪失日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。   

      

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 5511 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 45年９月１日から 46年４月１日までの期

間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認められ

ることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を 45 年９月１日、

資格喪失日に係る記録を 46 年４月１日とし、当該期間の標準報酬月額を６万

円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年５月から 36年 11月まで 

             ② 昭和 36年 12月から 39年５月まで 

             ③ 昭和 44年３月から 46年６月まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ｂ社

に勤務した申立期間①、Ｃ社に勤務した申立期間②及びＡ社に勤務した申立

期間③の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間中、それぞれの会社

に勤務し、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間

について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間③については、Ａ社の複数の同僚の「申立人は、当時、正社員とし

て勤務していたことを記憶している」旨の供述から判断すると、申立人は、当

該期間において同社に勤務していたことが認められる。 

また、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ社は、厚生年金保険の適用

事業所となったのは昭和 45 年９月１日であり、適用事業所でなくなったのは

46 年９月１日であることが確認できるほか、同年４月から申立人の国民年金

保険料の納付記録が確認できる。 



 

さらに、Ａ社の複数の同僚は、「正社員であれば全員が厚生年金保険に加入

していたはずである」旨供述しており、これらの者は、社会保険庁のオンライ

ン記録によると、同社における厚生年金保険の加入記録があることが確認でき

る。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間③の期間のうち、Ａ社が

厚生年金保険の適用事業所となった昭和 45 年９月１日から申立人の国民年金

保険料の納付記録が確認できる月に係る 46 年４月１日までの期間において、

同社に継続して勤務し、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたことが認められる。 

また、申立期間③の標準報酬月額については、Ａ社における同僚（同職種、

同報酬）の昭和 45 年９月の社会保険庁のオンライン記録から、６万円とする

ことが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間③の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でな

くなっており、事業主に確認することができないが、仮に事業主から申立人に

係る被保険者資格の取得届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失

届を提出する機会があったこととなるが、いずれの機会においても社会保険事

務所が申立人に係る記録の処理を誤ることは考え難いことから、事業主から当

該社会保険事務所へ資格の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会

保険事務所は、申立人に係る昭和 45年９月から 46年３月までの保険料につい

て納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、

その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を

含む。）、事業主は、当該期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと

認められる。 

申立期間①については、Ｂ社が厚生年金保険の適用事業所として確認できな

い上、事業主は所在不明であり、申立人自身も同僚の名前や厚生年金保険料の

控除等を記憶していないことから、同社における当該期間の勤務実態及び厚生

年金保険の取扱いについて確認することができない。 

申立期間②については、Ｃ社の同僚の「申立人が同社に勤務していたことを

よく覚えている」旨の供述から判断すると、期間の特定はできないが、申立人

が同社に勤務していたことは推認される。 

しかしながら、Ｃ社の事業主は所在不明であり、同社における申立人の申立

期間②に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することがで

きない。 

そこで、社会保険事務所が保管するＣ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

複数の従業員に照会したが、申立人が申立期間②において厚生年金保険被保険



 

者として勤務していたことは確認できなかった。 

このほか、申立人の申立期間①及び②並びに③のうち昭和 44年３月から 45

年８月までの期間及び 46 年４月から同年６月までの期間における厚生年金保

険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①及び②並びに③のうち昭和 44 年３月から 45 年８月までの期間及び

46 年４月から同年６月までの期間について、申立人が厚生年金保険被保険者

として、当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5512 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成４年１月から５年１月までの期間について、

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報

酬月額であったと認められることから、当該期間に係る標準報酬月額の記録を、

４年１月から同年 11月までは 53万円に、同年 12月及び５年１月は 34万円に

訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年２月１日から 62年４月１日まで 

             ② 平成４年１月１日から５年２月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の標準報酬月額が実際に給与

から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分

かった。同社では、代表取締役だったが、一連の処理に心当たりが無く、

厚生年金保険関係事務に関与する立場ではなかったので、申立期間の標準

報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、社会保険

庁のオンライン記録において、申立人が厚生年金保険の被保険者資格を喪失し

た平成５年２月１日の後の同年３月１日付けで、４年１月から同年 11 月まで

は 53 万円が８万円に、同年 12 月及び５年１月は 34 万円が８万円に、それぞ

れさかのぼって訂正処理されていることが確認できる。 

また、当該訂正処理が行われた平成５年３月１日付けで、申立人を含め３人

の標準報酬月額が減額処理されたことが確認できる上、申立人は、「平成４年

から５年にかけて保険料の滞納があった」旨供述している。 

 



 

一方、Ａ社の登記簿謄本から、申立人は、平成５年１月４日付けで同社の代

表取締役を退任していることが確認できる上、申立人は、「その後、同社とは

一切関与していない」旨供述しており、当該訂正処理が行われた当時の代表取

締役は、「社会保険事務所から、滞納保険料を遡及
そきゅう

訂正で処理できると聞いた

ので、そうしてもらうことにした」旨供述していることから、申立人が当該訂

正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間②において標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成４年１月から同年 11月までは 53

万円に、同年 12月及び５年１月は 34万円に訂正することが必要である。 

一方、申立期間①については、申立人は、社会保険事務所が保管するＡ社の

厚生年金保険被保険者名簿によると、自らが代表取締役を務めていたＡ社にお

いて、厚生年金保険の被保険者資格を昭和 56 年７月１日に取得しているとこ

ろ、申立人は、同年７月から 57 年１月までは標準報酬月額の最高等級である

41 万円であったが、同年２月から 62 年３月までは 30 万円となっており、当

時の給与は約 100万円であったので、57年２月から 62年３月までの記録は納

得がいかないと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は既に廃業しており、賃金台帳等の当時の関係資料は存

在せず、申立人の申立期間①における標準報酬月額及び保険料控除額を確認す

ることができない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿（紙台帳）

を調査したところ、申立人を含む３人の従業員について、昭和 57 年２月から

標準報酬月額が減額となっていることが確認できるが、標準報酬月額等の記載

内容に不備は無く、社会保険庁のオンライン記録とも一致しており、さかのぼ

って標準報酬月額の訂正処理が行われたことはうかがわれない。 

さらに、社会保険事務所が申立人の標準報酬月額を誤って記録したとすれば、

申立期間①は 62 か月あり、その間に事業主から社会保険事務所に申立人に係

る報酬月額算定基礎届が少なくとも５回提出されており、社会保険事務所は、

この５回の算定基礎届の際に、標準報酬月額の誤りに気付くはずであり、社会

保険事務所が、いずれの機会においても事業所からの届出と異なる誤った標準

報酬月額を決定し、記録したとは考え難い。 

加えて、申立期間①当時のＡ社の被保険者数は４人と少ないことから、同社

の代表取締役である申立人又は担当者が社会保険事務所の誤った記録に気付

かないとは考え難いことから、社会保険事務所の記録どおりの届出が行われた

と考えるのが自然である。 



 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に基づく申立期間①における厚生

年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が申立期間①について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5513 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の記録を、

平成６年４月から同年 10月までは 53万円に、同年 11月から８年 11月までは

59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年４月１日から８年 12月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除

されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。

同社では、Ｂ担当であり、厚生年金保険関係事務に関与する立場ではなか

ったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、申立人が

Ａ社の厚生年金保険の資格を喪失した平成８年12月31日の後の９年４月８日

付けで、６年４月から同年 10 月までは 53 万円が８万円に、同年 11 月から８

年 11月までは 59万円が９万 2,000円に、それぞれさかのぼって訂正処理され

ていることが確認できる。 

また、社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社において、平成９年４月

８日付けで、標準報酬月額が遡及
そきゅう

訂正された者は、申立人及び代表取締役の計

二人であり、このうち代表取締役は６年 11 月１日にさかのぼって訂正処理さ

れていることが確認できる。 

さらに、Ａ社の複数の元従業員は、「申立期間当時の当社の経営状態は、経

営不振のため資金繰りが苦しく、かなりの負債を抱え込んでいた様子であった」

旨供述している。 



 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間において標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出たとおり、平成６年４月から同年 10 月までは 53

万円に、同年 11月から８年 11月までは 59万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5514 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格取得日に係る記録を

昭和 34年 11月５日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 8,000円とすること

が必要である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかではないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年 11月５日から 35年 10月 10日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、申立

期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。Ａ社には、昭和 34年 11月５日

から勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給与から控除されていたはずな

ので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社及び同社と同一グループ企業であるＢ社の複数の同僚の「申立人は、昭

和 34年 11月に同一グループ企業のＢ社からＡ社に転勤後、同じビルの同じ階

で勤務していたことを記憶している」旨の供述から判断すると、申立人は、申

立期間において、Ａ社に勤務していたことが認められる。 

また、当該事業所の複数の同僚は、「申立人は、同一グループ企業内の転勤

なので、厚生年金保険には継続して加入し、保険料も控除されていたはずであ

る」旨供述している上、これらの同僚は、社会保険庁のオンライン記録におい

て、申立期間に係る厚生年金保険の加入記録があることが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間において、厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたものと認められる。 

また、申立期間の標準報酬月額については、申立人のＢ社における昭和 34



 

年 10 月の社会保険庁のオンライン記録から、8,000 円とすることが妥当であ

る。 

なお、事業主が申立人に係る厚生年金保険料を納付する義務を履行したか否

かについては、当該事業所は既に厚生年金保険の適用事業所でなくなっており、

当時の事業主は既に死亡している上、当時の事情を確認できる担当者も見当た

らず、このほかに確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らかで

ないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5515 

 

第１ 委員会の結論 

申立人のＡ社における厚生年金保険の被保険者資格喪失日は、平成８年１月

31 日であると認められることから、被保険者資格喪失日に係る記録を同日に

訂正することが必要である。 
なお、事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張す

る標準報酬月額であったと認められることから、申立期間の標準報酬月額の記

録を、平成６年７月から同年 10 月までは 53 万円に、同年 11 月から７年 12

月までは 59万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年７月１日から８年１月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した一部期間が未加入となっており、標準報酬月額も引き下げら

れていることが判明した。同社では、Ｂ職を担当する取締役ではあったが、

厚生年金保険関係事務に関与する立場ではなかったので、正しい記録に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険の被保険者資格喪失日は、社会保険庁のオンライン記

録において、当初、平成８年１月 31 日とされ、また、標準報酬月額は、６年

７月から同年 10 月までは 53 万円、同年 11 月から７年 12 月までは 59 万円と

記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった８年３

月６日付けで、申立人の被保険者資格喪失日は７年８月 31 日と訂正され、か

つ、標準報酬月額は６年７月から７年 12 月までについて９万 2,000 円へと減

額訂正されている。 
また、Ａ社の登記簿謄本から、申立人は、平成８年６月 11 日付けで同社の

取締役に就任していることが確認できるが、同社の代表者は、｢会社の資金繰



 

りが悪化し、社会保険料の滞納が発生したので、自らが、８年３月６日付けで

標準報酬月額の訂正処理と従業員全員の資格喪失の手続を行った」旨供述して

いることから、申立人が当該訂正処理に関与していたとは考え難い。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間において資格喪失日及び標準報酬月額に係る有

効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額

は、事業主が社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成６年７月から同年

10 月までは 53 万円に、同年 11 月から７年 12 月までは 59 万円に訂正するこ

とが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5516 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 46年３月 31日から同年４月１日までの期

間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認め

られることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を同年４月１日

に訂正し、当該期間の標準報酬月額を３万 9,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

また、申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年２月１日から同年３月１日ま

での期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められることから、申立人のＢ社における資格取得日に係る記録を同年２

月１日に訂正し、当該期間の標準報酬月額を８万円とすることが必要である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、明らかでないと認められる。 

さらに、申立人は、申立期間のうち、昭和 48 年３月から同年７月までの期

間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月

額に係る記録を、同年３月及び同年４月は８万 6,000 円、同年５月は８万円、

同年６月は９万2,000円及び同年７月は９万8,000円に訂正することが必要で

ある。 

なお、事業主が昭和 48 年３月から同年７月までの上記訂正後の標準報酬月

額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を

除く。）を納付する義務を履行したか否かについては、明らかでないと認めら

れる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 44年３月３日から同年５月１日まで 

② 昭和 46年３月 31日から同年４月１日まで 



 

③ 昭和 48年２月１日から同年８月 26日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ｃ社

に勤務した申立期間①の標準報酬月額が相違し、Ａ社に勤務した申立期間②

の資格喪失日が相違し、Ｂ社に勤務した申立期間③の資格取得日及び標準報

酬月額が相違していることが分かった。申立期間中、それぞれの会社に勤務

し、厚生年金保険料が給与から控除されていたので、申立期間①及び③の標

準報酬月額を正しい記録に訂正し、申立期間②及び③について厚生年金保険

の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人から提出のあった給与明細書、昭和 46 年分

の給与所得の源泉徴収票及びＡ社の事業主の供述から判断すると、申立人が同

社に 46 年３月 31 日まで勤務し､当該期間に係る厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間②の標準報酬月額については、申立人のＡ社における昭和

46 年２月の社会保険庁のオンライン記録から、３万 9,000 円とすることが妥

当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間②の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、事業主は不明としているが､事業主が資格喪失日

を昭和 46 年４月１日と届け出たにもかかわらず、社会保険事務所がこれを同

年３月 31 日と誤って記録することは考え難いことから､事業主が同日を厚生

年金保険の資格喪失日として届け､その結果、社会保険事務所は､申立人に係る

同年３月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会保険事務所が納入

の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充当した場合又は保

険料を還付した場合を含む。）、事業主は当該保険料を納付する義務を履行して

いないと認められる。 

申立期間③のうち、昭和 48 年２月１日から同年３月１日までの期間につい

ては、申立人から提出のあった給与明細書及びＢ社の事業主の供述から判断す

ると、申立人が厚生年金保険被保険者として、同年２月１日から同社に勤務し、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、当該期間の標準報酬月額については、申立人の給与明細書において確

認できる保険料控除額から、８万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は､当該期間に係る保険料を納付したと主張

しているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らか



 

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの被保険者資格の取得日に係る届出を社会保険事務所に対し

て行ったか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いこ

とから、行ったとは認められない。 

申立期間③のうち、昭和 48年３月１日から同年８月 26日までの期間につい

ては、申立人から提出のあった給与明細書によると、社会保険庁のオンライン

記録にある標準報酬月額７万 6,000 円より高い標準報酬月額に相当する額が

控除されていたことが確認でき、申立人は、当該期間について、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 

したがって、申立人の標準報酬月額は、給与明細書において確認できる保険

料控除額及び給与支給額から、昭和 48 年３月及び同年４月は８万 6,000 円、

同年５月は８万円、同年６月は９万 2,000円及び同年７月は９万 8,000円とす

ることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主は､当該期間に係る保険料を納付したと主張

しているが、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無いことから、明らか

でないと判断せざるを得ない。 

また、政府の当該保険料を徴収する権利が時効により消滅する前に、事業主

が申立てどおりの標準報酬月額に係る届出を社会保険事務所に対して行った

か否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情が無いことから、

行ったとは認められない。 

一方、申立期間①については、申立人から提出のあったＣ社の給与明細書に

より、当該期間の給与支給額に基づき計算した標準報酬月額は、社会保険庁の

オンライン記録にある標準報酬月額よりも低額であることが確認でき、同社の

事業主は、当該期間の申立人の給与において、社会保険庁のオンライン記録ど

おりの標準報酬月額に見合う厚生年金保険料を控除していたものと認められ

る。 

また、Ｃ社の担当者は、「当時の関係資料が保管されていないため、申立人

の申立期間①に係る標準報酬月額及び保険料控除額について確認することが



 

できない」旨供述している。 

このほか、申立期間①において、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚

生年金保険料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①について、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5517 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間のうち、平成２年８月から３年 12月までの期間について、

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準報

酬月額であったと認められることから、当該期間に係る標準報酬月額の記録を

20万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成２年４月１日から同年８月１日まで 

             ② 平成２年８月１日から４年１月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間①及び②の標準報酬月額が実際に給与

から控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分

かった。同社では、申立期間①は代表取締役で、申立期間②は営業部門担

当の取締役であったが、厚生年金保険関係事務に関与する立場ではなかっ

たので、申立期間①及び②の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間②については、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、社会保険

庁のオンライン記録において、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった

平成４年１月 31日の後の同年４月８日付けで、２年８月から３年 12月までは

20万円が８万円に、さかのぼって訂正処理されていることが確認できる。 

また、Ａ社の登記簿謄本から、申立人は、平成３年 11月 25日付けで同社の

代表取締役を辞任し、取締役に就任していることが確認できる。 

さらに、申立人は、「平成３年の後半に自身が保有していたＡ社の全株式を

売却し、購入した者が同社の代表取締役に就任したので、４年１月から２月ご

ろに同社を退職し、自身が経営する会社で勤務を開始した」旨供述しており、

申立人が当該訂正処理に関与したとは考え難い。 



 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において当該訂正処理を行う

合理的な理由は無く、申立期間②において標準報酬月額に係る有効な記録訂正

があったとは認められず、申立人の当該期間に係る標準報酬月額は、事業主が

社会保険事務所に当初届け出たとおり、平成２年８月から３年 12月までは 20

万円に訂正することが必要である。 

しかしながら、申立期間①については、申立人は、当該期間当時、Ａ社の代

表取締役として在職し、厚生年金保険の被保険者であったことが社会保険庁の

オンライン記録及び同社の登記簿謄本により認められる。 

また、申立人の申立期間①に係る標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン

記録において、平成２年８月８日付けで、同年４月から同年７月までは 53 万

円が 20万円に訂正処理されていることが確認できる。 

一方、申立人は、「当時、保険料の滞納があったことは認識していた」旨供

述している上、Ａ社の取締役は、「当時、当社の実権は申立人が握っていた」

旨供述していることから、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事

務所において、申立期間①に係る標準報酬月額の訂正処理がなされたとは考え

難く、申立人は当該期間に係る標準報酬月額の減額処理に関与していたと考え

るのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、申立期間①について、Ａ社

の代表取締役として、自らの標準報酬月額の減額処理に関与していながら、当

該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚

生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5518 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 10年１月から 13年９月までの申立期間については、事業主が

社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、その主張する標準報酬月額であっ

たと認められることから、当該期間の標準報酬月額の記録を、10 年１月から

11年 11月までは 59万円に、同年 12月から 13年９月までは 50万円に訂正す

ることが必要である。 

また、申立人の平成 13年 10月から 17年５月までの申立期間については、

その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたことが認められることから、当該期間の標準報酬月額の記録を、

13年 10月から 14年９月までは 53万円に、同年 10月から 17年５月までは 59

万円に訂正することが必要である。 

なお、事業主は、平成 13年 10月から 17 年５月までの上記訂正後の標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料（訂正前の標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を除く。）を納付する義務を履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年１月１日から 17年６月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除

されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。

同社では、取締役であったが工場長であり、厚生年金保険関係事務に関与

する立場ではなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正

してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の平成 10年１月から 13年９月までの申立期間については、その標準

報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、同年３月６日付けで、10



 

年１月から 11年 11月までは 59万円が９万 2,000円に、同年 12 月から 12年

９月までは 50万円が９万 2,000円に、同年 10月から 13年９月までは 50万円

が９万 8,000円に、それぞれ減額処理されていることが確認できる。 

また、社会保険庁のオンライン記録によると、Ａ社において、平成 13 年３

月６日及び同年３月７日付けで、標準報酬月額が遡及
そきゅう

訂正された者は、申立人

を含む役員４人であり、いずれも 10 年１月１日にさかのぼって減額処理され

ていることが確認できる。 

しかしながら、当該事実について、Ａ社の当時の代表者及び従業員から、申

立期間当時、申立人の標準報酬月額が当該事実に即して減額されたことをうか

がわせる供述は得られなかった。 

また、Ａ社の複数の従業員は、「申立人は、当時、工場長であり、厚生年金

保険事務や経理に係る職務への関与や影響力はなかった」旨供述している。 

さらに、社会保険事務所が保管する滞納処分票から、平成 13 年３月当時、

Ａ社において厚生年金保険料等の滞納があったことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、平成 13 年３月６日付けで行われた遡及
そきゅう

訂正

処理は事実に即したものとは考え難く、社会保険事務所が行った当該処理に合

理的な理由は無く、有効な記録訂正があったとは認められない。このため、当

該遡及
そきゅう

訂正処理の結果として記録されている申立人の10年１月から13年９月

までの申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出

たとおり、10年１月から 11年 11月までは 59万円に、同年 12月から 13年９

月までは 50万円に訂正することが必要である。 

なお、当該遡及
そきゅう

訂正処理を行った日以降の最初の定時決定（平成 13 年 10

月１日）で９万 8,000円と記録されているところ、当該処理については遡及
そきゅう

訂

正処理との直接的な関係をうかがわせる事情が見当たらず、社会保険事務所の

処理が不合理であったとは言えない。 

一方、申立人の平成 13年 10月から 17年５月までの申立期間については、

申立人から提出のあった給与明細書によると、社会保険庁のオンライン記録に

ある標準報酬月額９万 8,000 円より高い標準報酬月額に相当する額が控除さ

れていることが確認でき、申立人は、当該期間について、その主張する標準報

酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたこと

が認められる。 

また、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律に基

づき標準報酬月額を改定又は決定し、これに基づき記録の訂正及び保険給付が

行われるのは、事業主が源泉控除していたと認められる保険料額及び申立人の

報酬月額のそれぞれに基づく標準報酬月額の範囲内であることから、これらの

標準報酬月額のいずれか低い方の額を認定することになる。 



 

したがって、申立人の標準報酬月額については、給与明細書において確認で

きる保険料控除額から、平成 13 年 10 月から 14 年９月までは 53 万円、同年

10月から 17年５月までは 59万円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を履

行したか否かについては、事業主から回答が得られず不明であるが､給与明細

書において確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月額と社会保険庁のオ

ンライン記録にある標準報酬月額について、長期間にわたって一致していない

ことから、事業主は給与明細書で確認できる保険料控除額に見合う標準報酬月

額を社会保険事務所に届け出ておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人

が主張する当該期間の標準報酬月額に基づく保険料について納入の告知を行

っておらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付され

るべき保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は当

該保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5519 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、昭和 25年 10月 20日から 26年９月８日までの

期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたことが認

められることから、申立人のＡ事業所における資格取得日に係る記録を 25 年

10 月 20 日、資格喪失日に係る記録を 26 年９月８日とし、当該期間の標準報

酬月額を、25年 10月から同年 12月までは 4,000円、26年１月から同年８月

までは 5,000円とすることが必要である。 

なお、事業主は、申立人に係る当該期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等  

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 25年 10月 20日から 26年９月８日まで 

             ② 昭和 26年ごろから 27年ごろまで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ事

業所に勤務した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の加入記録が無

い旨の回答をもらった。申立期間中、それぞれの事業所に勤務し、厚生年金

保険料が給与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保

険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ｃ局が保管するＤ票から、申立人は、昭和 25 年８

月１日から 26 年９月７日までの期間において、Ａ事業所に勤務していたこと

が確認できる。 

また、申立人は、社会保険庁のオンライン記録から、Ｅ社において、昭和

25年６月 15日から同年 10月 20日までの厚生年金保険の加入記録が確認でき

るが、これについて、申立人は、「同社では日勤であり、Ａ事業所では夜勤で

あった」旨供述している。 



 

さらに、申立人の妻は、Ｄ票から、昭和 26 年３月 29 日から 31 年 12 月 15

日までの期間において、Ａ事業所に勤務していたことが確認でき、社会保険庁

のオンライン記録において、26 年５月 29 日から 31 年 12 月 16 日までの厚生

年金保険の加入記録が確認できる。 

加えて、Ａ事業所において、昭和 26年６月５日から 33年４月 11 日までの

厚生年金保険の加入記録がある同僚は、「申立人夫妻と同じ職場で働いていた」

旨供述している。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、申立期間①の厚生年金保険料を事

業主により給与から控除されていたことが認められる。 

また、申立期間①の標準報酬月額については、Ｃ局が保管する申立人のＤ票

から、昭和 25年 10月から同年 12月までは 4,000円、26年１月から同年８月

までは 5,000円とすることが妥当である。 

なお、事業主が申立人に係る申立期間①の厚生年金保険料を納付する義務を

履行したか否かについては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無く、

確認することはできないが、仮に事業主から申立人に係る被保険者資格の取得

届が提出された場合には、その後被保険者資格の喪失届を提出する機会があっ

たこととなるが、いずれの機会においても社会保険事務所が申立人に係る記録

の処理を誤ることは考え難いことから、事業主から当該社会保険事務所へ資格

の得喪に係る届出は行われておらず、その結果、社会保険事務所は、申立人に

係る昭和 25年 10月から 26年８月までの保険料について納入の告知を行って

おらず（社会保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべ

き保険料に充当した場合又は保険料を還付した場合を含む。）、事業主は、当該

期間に係る保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

一方、申立期間②については、社会保険庁のオンライン記録によると、Ｂ社

は、当該期間において厚生年金保険の適用事業所となっていたことが確認でき

ない上、同社の事業主は所在不明であり、また、申立人は従業員の氏名を記憶

していないことから、同社における申立人の当該期間に係る勤務実態及び厚生

年金保険の取扱いについて確認することはできない。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間②について、申立人が厚生年金保険被保険者として、当該期間に係る厚

生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできな

い。 

  



 

東京厚生年金 事案 5523 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た申立人の申立期間に係る厚生年金保険

の標準報酬月額は、申立人が主張する標準報酬月額であったと認められること

から、申立人の平成６年３月から同年 11 月までの期間に係る標準報酬月額の

記録について、44万円に訂正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ：  平成６年３月１日から同年 12月 30日まで 

    社会保険庁の記録で、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る厚

生年金保険の標準報酬月額が、実際に支給を受けていた給与の額より低い

額となっていることが判明した。申立期間の標準報酬月額を訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録から、申立人のＡ社における厚生年金保険加入

期間のうち、平成６年３月から同年 11月まで標準報酬月額は、当初、44万円

と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった６年 12

月 30日の後の７年２月２日付けで、さかのぼって 11万円に減額訂正処理され

ていることが確認できる。 

また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日と同日に被保険者資

格を喪失した、申立人以外の 12人の厚生年金保険加入記録を確認したところ、

全員が申立人と同様に標準報酬月額をさかのぼって減額訂正処理されている

ことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このようにさかの

ぼって記録の減額訂正処理を行う合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月

額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 44 万円に訂正するこ



 

とが必要と認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5524 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間の厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たことが認められることから、申立人のＡ社における資格喪失日に係る記録を

平成 12年９月１日に訂正し、申立期間の標準報酬月額を 20万円とすることが

必要である。  

なお、事業主は、申立人に係る申立期間の厚生年金保険料を納付する義務を

履行していないと認められる。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏 名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 12年８月 26日から同年９月１日まで 

    厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社

には、平成 12年８月 31日まで勤務していたので、申立期間について厚生年

金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録から、申立人が平成 12年８月 31日までＡ社に勤務して

いたことが認められる。 

また、申立人は、申立期間当時の状況について、当初の退職予定は平成 12

年８月 20 日であったが、事業主からの要請により同月の末日まで勤務し、退

職後に事業主から申立期間の厚生年金保険料を請求され、金融機関で同社の口

座に振り込んだ旨を供述している。 

さらに、申立人が保管する金融機関発行の「ご利用明細」から、申立期間後

の平成 12年９月 11日付けで、申立人からＡ社宛に同年８月分の厚生年金保険

料相当額の振り込みが行われていることが確認できることから、申立人は、申

立期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたものと

認められる。 



 

また、申立期間の標準報酬月額については、平成 12 年７月の社会保険庁の

記録から、20万円とすることが妥当である。 

なお、申立人に係る保険料の事業主による納付義務の履行については、事業

主は不明としているものの、Ａ社が加入していた厚生年金基金が保管する申立

人に係る健康保険厚生年金保険資格喪失確認通知書の資格喪失日は、社会保険

事務所の記録と同日の平成 12年８月 26日と記載されており、厚生年金基金及

び社会保険事務所の双方が誤って同じ資格喪失日を記録したとは考え難いこ

とから、事業主は、同日を資格喪失日として届け、その結果、社会保険事務所

は、申立人に係る同年８月の保険料について納入の告知を行っておらず（社会

保険事務所が納入の告知を行ったものの、その後に納付されるべき保険料に充

当した場合または保険料を還付した場合を含む。）、事業主は申立人に係る申立

期間の保険料を納付する義務を履行していないと認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5525 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た厚生年金保険の標準報酬月額は、申立人

が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の平成２年６

月から４年５月までの期間に係る標準報酬月額の記録について、53 万円に訂

正することが必要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年６月１日から４年６月 16日まで 

    社会保険庁の記録で、Ａ社に在職していた期間のうち、申立期間に係る厚

生年金保険の標準報酬月額が、実際に支給を受けていた給与の額より低い

額となっていることが判明した。同社での立場は取締役であったが、申立

期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録から、申立人のＡ社における厚生年金保険加入

期間のうち、平成２年６月から４年５月まで標準報酬月額は、当初、53 万円

と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなった４年６

月 16 日の後の同年７月８日付けで、さかのぼって９万 8,000 円に減額訂正処

理されていることが確認できる。 

また、当該記録から、Ａ社で厚生年金保険に加入していた当時の代表取締役

及び申立人以外の取締役一人についても、申立人と同日の平成４年６月 16 日

付けで、その標準報酬月額がさかのぼって減額訂正処理されていることが確認

できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、当該訂正処理が行われた時点で、申立人

が同社の取締役であったことが確認できる。 

しかしながら、申立人は、「標準報酬月額が引き下げられていることは代表

取締役から説明されておらず、社会保険事務所から通知されるまで知らなかっ



 

た。」、「社会保険料を滞納していることは承知していたが、その対応は弁護士

に委任しており、社会保険事務所から呼出しを受けたことはない。」と供述し

ている。 

このことについて、Ａ社の元代表取締役及び従業員一人は、同社が倒産した

ころに自身の健康保険証を弁護士事務所に返還した旨供述している上、当該事

業主は、同社の倒産が確定した平成４年６月＊日をもって、同社の社印を顧問

弁護士に預けたとも供述していることから、申立人は、前述の標準報酬月額の

減額や同社が厚生年金保険の適用事業所ではなくなったことに伴う手続には

関与していないと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このようにさかの

ぼって記録の訂正処理を行う合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月額に

係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報

酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た 53 万円に訂正することが

必要と認められる。 

  



 

東京厚生年金 事案 5526 

 

第１ 委員会の結論 

事業主が社会保険事務所に届け出た標準報酬月額は、申立人が主張する標準

報酬月額であったと認められることから、申立人の標準報酬月額の記録につい

て、平成９年８月から同年 10月までの期間については 30万円に、同年 11月

から 10年 11月までの期間については 38万円に、それぞれ訂正することが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年８月１日から 10年 12月 18日まで 

社会保険庁の記録で、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る厚

生年金保険の標準報酬月額が、実際に支給されていた額と相違していること

が判明した。申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録から、申立人のＡ社に係る厚生年金保険加入期

間のうち、申立期間の標準報酬月額が、当初、平成９年８月から同年 10 月ま

での期間については 30万円、同年 11月から 10年 11月までの期間については

38 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった

同年 12月 18日の後の同年 12月 21日付けで、９年８月までさかのぼって９万

8,000円に減額訂正処理されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人が、申立期間中の平成 10 年３月

20 日から 13 年３月 31 日まで同社の取締役であり、このうち 10 年８月 31 日

以前の期間においては、他の代表取締役と共に同社の代表取締役としての記録

が確認できる。 

しかしながら、申立人は、役員登記の事実はＡ社の銀行融資の保証人になっ

た際に承知していたが、出資の事実や取締役会の開催はなく、名前だけのもの

であり、代表取締役になった記憶は無い旨を供述している。 



 

このことについて、Ａ社が経営していた飲食店の従業員は、申立人は、当該

店舗の店長をしており、社会保険の手続のような店舗の営業以外の事務をして

いる姿は見たことがない旨供述している。 

さらに、当該従業員は、Ａ社の社会保険関係の手続は、もう一人の代表取締

役の妻が行っていたとも供述していることから、申立人は同社の取締役として

登記されていたものの、店舗の店長として勤務しており、社会保険関係の事務

にも関与していなかったと認められる。 

これらの事情を総合的に判断すると、社会保険事務所においてかかる減額処

理を行う合理的な理由は無く、申立人の標準報酬月額に係る有効な記録訂正が

あったとは認められず、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、事業主が社

会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記録から、平成９年８月から同年

10 月までの期間については 30 万円、同年 11 月から 10 年 11 月までの期間に

ついては 38万円に訂正することが必要である。 

  



 

東京厚生年金 事案 5527 

 

第１ 委員会の結論 

申立期間のうち、昭和 61年 12月１日から 63年８月 31日までの期間につい

ては、事業主が社会保険事務所に届け出た厚生年金保険の標準報酬月額が、申

立人が主張する標準報酬月額であったと認められることから、申立人の 61年

12月から 63年７月に係る標準報酬月額の記録を、47万円に訂正することが必

要である。 

また、申立期間のうち昭和 63年８月 31日から同年９月８日までの期間につ

いて、申立人のＡ社における資格喪失日は、同年９月８日であると認められる

ことから、同社の資格喪失日に係る記録を訂正することが必要である。 

なお、昭和 63年８月の標準報酬月額については、47万円とすることが妥当

である。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 61年 12月１日から 63年８月 31日まで 

② 昭和 63年８月 31日から平成元年４月１日まで 

社会保険庁の記録で、Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間に係る厚

生年金保険の標準報酬月額が、実際に支給を受けていた給与より低い額とな

っていることが判明した。勤務していた期間中に同社で取締役となっていた

ことも承知していなかったので、申立期間の標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険庁のオンライン記録から、申立人のＡ社に

おける厚生年金保険加入期間のうち、昭和 61年 12月から 63年７月までの

期間の標準報酬月額が、当初、47 万円と記録されていたが、同社が厚生年

金保険の適用事業所ではなくなった63年８月31日の後の同年９月８日付け

で、61 年 12 月までさかのぼって 20 万円に減額訂正処理されていることが

確認できる。 



 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は当該訂正処理が行われた

時点で、同社の取締役であったことが確認できる。 

しかしながら、申立人は、Ａ社を退職した時まで、自身が同社の取締役と

して登記されていることを承知していなかった旨供述している上、従業員二

人が、申立人の職種はプロデューサーであったと供述していることから、申

立人は同社の取締役として登記されていたものの、一般の従業員として勤務

しており、社会保険関係の事務にも関与していなかったと認められる。 

これらを総合的に判断すると、社会保険事務所において、このようにさか

のぼって記録の訂正処理を行う合理的な理由は無く、申立期間の標準報酬月

額に係る有効な記録訂正があったとは認められず、申立人の申立期間に係る

標準報酬月額は、事業主が社会保険事務所に当初届け出た標準報酬月額の記

録から、47万円に訂正することが必要と認められる。 

２ 申立期間②のうち、昭和 63年８月 31日から同年９月８日までの期間につ

いて、社会保険庁のオンライン記録から、申立人の資格喪失日に係る記録が

前述の標準報酬月額の訂正処理と同じく、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所

でなくなった日の後の昭和 63年９月８日付けで処理されている。 

しかしながら、申立人の雇用保険の加入記録から、申立人の離職日は平成

元年３月 31日であることが確認できること、Ａ社に係る商業登記簿謄本で、

前述の処理が行われた日の時点で同社が適用事業所の基準を満たしている

ことが確認できる。 

これらを総合的に判断すると、申立人について、昭和 63年８月 31日に被

保険者資格を喪失した旨の処理を行う合理的な理由はなく、当該処理に係る

記録は有効なものとは認められないことから、申立人の資格喪失日は、社会

保険事務所の処理日と同日の 63年９月８日とすることが妥当である。 

また、当該期間の標準報酬月額については、訂正前の社会保険庁のオンラ

イン記録の、昭和 63年 7月に係る標準報酬月額の記録から、47万円とする

ことが妥当である。 

一方、申立期間②のうち、昭和 63 年９月９日から平成元年４月１日まで

の期間については、雇用保険の加入記録から、申立人がＡ社に勤務していた

ことが確認できるものの、同社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなく、

また、同社に係る商業登記簿謄本から、既に解散していることが確認できる

ことから、当時の賃金台帳等を確認することができない上、当時の代表取締

役及び申立人以外の取締役は既に死亡しており、これらの者から申立期間当

時における給与からの保険料控除の有無を確認することができない。 

このほか、申立期間における厚生年金保険料の控除について、確認できる

関連資料や周辺事情は見当たらない。 



 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間②のうち、昭和 63 年９

月９日から平成元年４月１日までの期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5528 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間においてＡ事業所に勤務し、Ｂ共済組合（現在はＣ共済

組合）の組合員であったことが認められることから、申立人のＢ組合員として

の資格取得日に係る記録を昭和 52年８月１日に訂正することが必要である。 

なお、当該期間の標準報酬月額については、16 万 1,006 円とすることが必

要である。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 33年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 昭和 52年８月１日から 53年２月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ事

業所に勤務していた期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をも

らった。同事業所には、申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金

保険の被保険者として認めてほしい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人から提出のあった辞令、諸給与内訳明細書及びＤ社が保管する申立人

の人事履歴から、申立人が申立期間当時に、Ａ事業所に準職員として勤務して

いたことが確認できる。また、準職員は昭和 40年 11月以降、Ｂ共済組合員で

あったとの事業所担当者の供述から判断すると、申立期間当時においても、申

立人はＢ共済組合の組合員であったことが認められる。 

Ｂ共済組合員であった期間は、平成９年４月１日から厚生年金保険法等の一

部を改正する法律（平成８年法律第 82 号）附則第５条の規定により厚生年金

保険の被保険者であった期間にみなされることから、申立人のＢ共済組合員と

しての資格取得日に係る記録を昭和 52 年８月１日に訂正することが必要であ

る。 

なお、共済年金制度では、昭和 61 年３月以前の標準報酬月額は、国家公務

員等共済組合法等の一部を改正する法律（昭和 60 年法律第 105 号）附則第９



 

条の規定によって計算することとされており、申立人は、同法の適用対象とな

る期間として、申立期間以外に昭和 53年２月１日から 61年４月までの共済組

合員期間（標準報酬月額 16 万 1,006 円）を有している。このことから、申立

期間における申立人の俸給及び前述の共済組合員期間に係る標準報酬月額を

もとに同条に規定される標準報酬月額を再計算すると、上記の標準報酬月額と

同額であったことから、申立期間の標準報酬月額については 16 万 1,006 円と

することが必要である。 

 

 



  

東京国民年金 事案 6234                    

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 41年１月から 46年 10 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

                   

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年１月から 46年 10月まで 

    私の国民年金は、両親が加入手続を行い、結婚するまでの国民年金保険

料を納付してくれていたと記憶している。申立期間の保険料が未納とされ

ていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の両親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする両親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である上、

申立期間当時、申立人と同居していた兄姉の国民年金手帳の記号番号は、い

ずれも結婚した後に払い出されており、申立期間の保険料は未納であるなど、

申立人の両親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

また、申立人の年度別納付状況リスト及び社会保険庁のオンライン記録に

よると、申立人は、昭和 52 年２月１日に国民年金に任意加入していること

が確認できるとともに、申立人の国民年金手帳の記号番号は同年同月ごろに

払い出されていることが確認でき、制度上、任意加入者の納付義務は任意加

入した月から発生することから、申立期間の保険料をさかのぼって納付する

ことはできず、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事

情は見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 6238 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 38 年１月から 42 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年１月から 42年７月まで 

    私は、月 100 円の国民年金保険料を集金人に納付し、領収印が押された

紙をもらっていた記憶がある。申立期間が国民年金に未加入で、保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、初めて国民年金に加入した時

期及び保険料の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人が所持する国民年金手帳及び所轄社会保険事務所の被保険者

台帳には、資格取得日が昭和 42 年８月 31 日、｢種別｣が任意加入被保険者と

記載されていることから、申立期間は未加入期間であり、制度上、保険料を

納付することができないなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は昭和 42 年８月に払い出されて

おり、申立人は、申立期間当時から現在まで同一区内に居住しているなど、

申立人に別の手帳記号番号が払い出されたことをうかがわせる事情も見当た

らない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6239 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成２年４月から４年１月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 : 女 

    基礎年金番号 :  

    生 年 月 日 : 昭和 33年生 

    住    所 :  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年４月から４年１月まで 

私の父は、申立期間の私の国民年金保険料を２回に分けて区役所から送

付されてきた納付書でさかのぼって納付したはずである。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、父親は、自身が所持する「普通預金

月中取引一覧表」の平成６年４月 20 日及び同年５月 18 日に当時の保険料相

当額を超える出金記録があることから、これにより申立期間の保険料を納付

したとしているが、当該出金時点では、申立期間の保険料は時効により納付

することができない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成５年７月時点

では、申立期間のうち、３年５月以前は時効により保険料を納付することが

できない期間である上、申立人の父親は、６年３月４日に作成された過年度

保険料の集合徴収に係る所轄社会保険事務所からの案内状を所持しており、

当該案内状の納付状況欄には３年４月から４年１月まで「時効消滅」の記号

が記載されているなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたこ

とをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



  

東京国民年金 事案 6240 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年７月から 52 年４月までの期間及び 53 年 12月から 57 年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 51年７月から 52年４月まで 

             ② 昭和 53年 12月から 57年３月まで 

    私は、会社を退職した昭和 53 年 12 月に区役所で国民年金の加入手続を

行い、20 歳から 10 か月分の国民年金保険料の未納を指摘されたため、数

日後にその保険料を一括して納付した。その後は、57 年４月に厚生年金保

険の被保険者となるまで、母が毎月、保険料を納付してくれていた。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人及び申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたこと

を示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、

申立人は、当該期間の保険料の納付額及び納付場所等の納付状況に関する記

憶が曖昧
あいまい

であり、申立期間②については、申立人が所持する年金手帳の「国

民年金の記録」欄には、当該期間の加入記録の記載が無い上、当該期間は、

平成 13 年５月に資格得喪記録が追加されたことにより未加入期間から未納期

間に記録整備されたものであり、当該記録整備時点では当該期間は時効によ

り保険料を納付することができない期間であるなど、申立人及び申立人の母

親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当た

らない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 63 年４月ごろ

の時点では、申立期間は時効により保険料を納付することができない期間で

あり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当



  

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6245                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成元年８月から３年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成元年８月から３年３月まで 

私が 20 歳になった平成元年当時、大学生は国民年金への加入は任意であ

ったが、区役所の支所で、母親が加入手続を行い、国民年金保険料を納付

した。申立期間が未加入とされ、保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料(家計簿、確定申告書等)は無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保

険料の納付に関与しておらず、加入手続及び保険料を納付したとする母親の、

加入手続を行った時期及び保険料の納付方法、納付額等の記憶が曖昧
あいまい

である

など、申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、平成元年８月に加入手続を行ったと主張しているが、申

立人の国民年金手帳記号番号は３年４月に払い出されていることが推認でき、

申立期間は任意加入期間であり、制度上、さかのぼって保険料を納付できな

い期間である上、母親は加入手続時に国民年金手帳の交付を受けた記憶は無

いとしているなど、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見あたらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



  

東京国民年金 事案 6246 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59年 10月から 60年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 10月から 60年７月まで 

私は、20 歳の時に市役所で国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

は市役所か郵便局で納付した。申立期間の保険料が未納とされていること

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

(家計簿、確定申告書等)は無く、国民年金の加入時期、加入場所及び保険料

の納付場所に関する申立人の記憶は曖昧
あいまい

である上、申立人は、保険料を毎月

納付したと主張しているが、申立期間当時は、３か月毎の納付であり、申立

人の記憶する納付方法は当時の納付方法と異なっているなど、申立人が申立

期間の保険料を納付したことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号が払い出された昭和 63 年４月ごろで

は、申立期間は時効により保険料が納付できない期間である上、別の国民年

金手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6247 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 62 年 10 月から 63 年２月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 42年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 62年 10月から 63年２月まで 

    私が学生の時、父が国民年金の加入手続をして、国民年金保険料を納付

してくれていた。領収書も見た記憶があり、保険料は 8,000 円から１万円

くらいだったと思う。申立期間の保険料が未納とされていることに納得で

きない。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の父親が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関

連資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は、国民年金の加入手続及

び保険料の納付に関与しておらず、申立人の保険料を納付したとする父親か

ら当時の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不明確

であるなど、申立人の父親が申立期間の保険料を納付していたことをうかが

わせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号の払出しは無く、厚生年金保険の手

帳記号番号が基礎年金番号として付番された平成９年１月時点では、申立期

間は時効により保険料が納付できない期間である上、申立人は国民年金手帳

の記憶は無いなど、別の国民年金手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

    

 

 



  

東京国民年金 事案 6248                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 40 年２月から 42 年 12 月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年２月から 42年 12月まで 

私は、義姉と一緒に区役所の出張所で国民年金の加入手続を行い、現在

所持している国民年金手帳以外の年金手帳を持っていた。印紙を貼ってい

た記憶もある。保険料は義姉と一緒に納付した。保険料は 100 円であった。

申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が、申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人の昭和 40 年２月に国民年金への加

入手続を行ったことについての記憶は曖昧
あいまい

である上、申立人が一緒に保険料

を納付したとする申立人の義姉は、40 年８月から 48 年３月までの保険料を

第２回特例納付において納付しており、申立期間当時は未納であるなど、申

立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳記号番号は、任意加入により昭和 43 年８月に

払い出されており、43 年８月時点では、申立期間の保険料は制度上、さかの

ぼって納付できない上、別の国民手帳記号番号が払い出されていたことをう

かがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 

 

 



  

東京国民年金 事案 6252      

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 61 年７月から平成３年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

              

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 61年７月から平成３年３月まで 

    私が、20 歳の時に、母が国民年金の加入手続をしてくれ、社会人になる

まで国民年金保険料を納めてくれていたはずである。申立期間の保険料が

未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、社会保険庁のオンライン記録により、

申立人の資格取得日は、制度改正に伴い学生が強制加入被保険者となった平

成３年４月１日であることが確認できる上、申立人の国民年金手帳の記号番

号は３年４月に払い出されており、申立人の手帳記号番号の前後の被保険者

も資格取得日が同日であることから、学生の強制加入制度施行を機に加入手

続が行われていたと推察されるなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立期間は任意加入期間であるため、制度上さかのぼって保険料を

納付することができない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていた

ことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



  

東京国民年金 事案 6253 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年 10 月から４年６月までの期間、15 年８月から同年 10 月

までの期間及び 16 年２月から同年５月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 43年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年 10月から４年６月まで 

             ② 平成 15年８月から同年 10月まで 

             ③ 平成 16年２月から同年５月まで 

私は、会社を退職後､国民健康保険に加入するため区役所に行った際に、

国民年金への切替手続を行い、国民年金保険料を郵便局で納付してきたは

ずである。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間①については、当該期間は平成

11 年２月に資格得喪記録が追加されたことが社会保険庁のオンライン記録で

確認でき、記録追加時点までは当該期間は未加入期間であった上、申立人は

当該期間に国民年金手帳を所持していた記憶が曖昧
あいまい

であるなど、当該期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

申立期間②及び③については、申立人は当該期間の保険料を郵便局で納付

したと説明しているが、当該期間に挟まれた平成 15年 11月から 16年１月ま

での保険料は、郵便局に保存されている領収済通知書から納付されたことが

確認できるものの、当該期間の保険料については領収済通知書は無く、納付

されたことが確認できないなど、当該期間の保険料を納付していたことをう

かがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 6254 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 54 年４月から平成８年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 54年４月から平成８年９月まで 

私の国民年金は、当時私が働いていた父親の会社が加入手続をしてくれ、

私を含む従業員の国民年金保険料を給与から天引きし、納付していたはず

である。申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、勤めていた会社が申立人の国

民年金の加入手続をして、保険料を給与から天引きしていたと説明している

が、当時の会社の関係者から当時の状況を聴取できないため、当時の状況が

不明確である上、申立期間当時、会社を経営していた父親の保険料は国民年

金事務組合に徴収を委託されていたものの、父親と同時期に国民年金に加入

していた同僚の保険料は当該国民年金事務組合に徴収を委託されていなかっ

たことなど、必ずしも会社が従業員全員の保険料を給与から天引きしていた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、国民年金手帳を所持した記憶が曖昧
あいまい

であり、申立人に国

民年金手帳の記号番号が払い出された記録が無く、手帳記号番号が払い出さ

れたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



  

 

東京国民年金 事案 6255 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 37 年１月から 45 年９月までの申立期間については、国民年

金保険料が納付されていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年１月から 45年９月まで 

    私は、昭和 37 年１月に夫が就職した際、夫が厚生年金保険に加入した場

合、その妻は国民年金に加入しなくても将来の年金受給が保障されると説

明を受けたので、国民年金の資格を喪失させた。申立期間が国民年金に未

加入とされ、年金額に反映されないことに納得できないので納付済み期間

と認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 37 年１月に夫が厚生年金保険に加入した際、国民年金の任

意加入の資格を喪失する手続をしたと説明しているところ、区の被保険者名

簿及び国民年金手帳から、同年１月に国民年金の資格を喪失させ、夫が厚生

年金保険の資格を喪失した 45 年９月に国民年金の資格を取得する手続をした

ことが確認できる上、申立人は申立期間の保険料を納付していないことを認

めている。そのほかに申立期間について、申立人の保険料が納付されていた

ことをうかがわせる事情は存在しないことから、申立人が申立期間の国民年

金保険料を納付していたものと認めることはできない。 

なお、申立人は、当時の資格喪失手続の説明の過誤を主張して、申立期間

を納付済み期間とするよう記録の訂正を求めているが、年金記録確認第三者

委員会は、当時保険料の納付がされていたか否かを踏まえて年金記録の訂正

の要否を判断するものであり、当時の資格喪失手続の説明の当否を判断する

ことはできない。 



  

東京国民年金 事案 6262 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成９年 11 月から 10年３月までの期間及び 10年４月から同年８

月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めること

はできない。また、10 年９月から同年 11 月までの保険料を重複して納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 44年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成９年 11月から 10年３月まで 

             ② 平成 10年４月から同年８月まで 

             ③ 平成 10年９月から同年 11月まで 

私の両親は、私の国民年金の加入手続を行い、私の国民年金保険料を納

付していてくれた。また、私は、両親が保険料を納付していたにもかかわ

らず、平成 20 年に追納を勧奨され、納得できなかったが仕方なく申立期間

③の保険料を追納した。申立期間①の保険料が未納、申立期間②の保険料

が申請免除とされていることに納得できない。また、私が追納する前に両

親が納付した申立期間③の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の両親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人と同居し、申立人の

保険料を納付していたとする申立人の両親は、保険料の納付額等の記憶が

曖昧
あいまい

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間①及び②の国民年金保険料を納付していたものと

である。また、社会保険庁の記録では、申立人は、平成10年５月25日に

申立期間②及び③の保険料の免除申請を行い、申立期間③の保険料を20年９

月から同年11月の間に納付したことが確認でき、当該記録内容に不自然、不

合理な点はない上、申立人の母親は、申立期間①の保険料が未納となってお

り、申立期間②及び③の保険料が免除されているなど、申立人の両親が申立

人の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 



  

認めることはできない。また、申立期間③の保険料を重複して納付していた

ものと認めることはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6263 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 48 年６月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 28年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年６月から 50年３月まで 

    私の母は、私の国民年金の加入手続をし、私が昭和 51 年２月に婚姻する

まで私の国民年金保険料を納付してくれていた。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、また、申立人は国民年金の

加入手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされ

る母親から当時の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が

不明確であるなど、申立人の母親が申立人の申立期間の保険料を納付してい

たことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 51 年３月時

点では、申立期間の一部は時効により保険料を納付できない期間であり、別

の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6264 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 46 年 12 月から 48 年３月までの期間、48 年７月から同年９

月までの期間及び 49 年１月から 51 年９月までの期間の国民年金保険料につ

いては、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 26年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 46年 12月から 48年３月まで 

             ② 昭和 48年７月から同年９月まで 

             ③ 昭和 49年１月から 51年９月まで 

    私の妻は、私たち夫婦が結婚した昭和 53 年 11 月ごろにそれまで納付し

ていなかった国民年金保険料を何回かに分けさかのぼって納付した。申立

期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の妻が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示

す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間の保険料をさかのぼ

って納付したとする申立人の妻及び申立人は、保険料の納付回数、納付額等

の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立人の妻が申立人の申立期間

の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6265 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成３年９月から４年１月までの期間及び９年１月の国民年金保

険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成３年９月から４年１月まで 

             ② 平成９年１月 

    私は、平成３年９月に会社を退職後国民年金の加入手続をし、また、９

年１月にも国民年金に再加入し、申立期間の国民年金保険料を納付してき

た。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続の状況、

再加入手続の状況及び申立期間②の保険料の納付額の記憶が曖昧
あいまい

であり、納

付したとする申立期間①の保険料の金額は、当時の保険料額と相違している

上、社会保険庁の記録から申立期間②直後の平成９年２月から同年７月まで

の保険料は 11 年３月に納付されたことが確認でき、当該納付時点では申立期

間は時効により保険料を納付できない期間であるなど、申立人が申立期間の

保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人に基礎年金番号が付番される前の申立期間①当時申立人の

国民年金手帳の記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当

たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6270                        

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 63 年４月から平成元年３月までの期間及び元年７月から２年

３月までの期間の国民年金保険料については、納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 63年４月から平成元年３月まで 

             ② 平成元年７月から２年３月まで 

私は、国民年金に加入後、国民年金保険料を免除されたことはなく、保

険料をすべて納付してきた。申立期間当時は飲食店を開店するための資金

が手元にあり、保険料の免除申請をすることがあり得ないので、申立期間

の保険料が免除とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は申立期間の保険料の納付時期、

納付方法、納付場所等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、納付したと

する保険料の金額は、当時の保険料額と相違しているとともに、申立期間よ

り後の納付済みとされている平成５年度以降の保険料額とおおむね一致する。

また、社会保険庁の記録では、申立人は、申立期間①の直前及び申立期間①

と②の間の保険料が免除され、当該保険料を平成８年 12 月から 11 年１月ま

での間に追納していることが確認できるなど、申立人が申立期間の保険料を

納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6271 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 51 年 10 月から同年 12 月までの国民年金保険料については、

還付されていないものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女  

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 27年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 51年 10月から同年 12月まで 

    私は、厚生年金保険加入期間と重複して、申立期間の国民年金保険料を

納付したが、還付を受けていない。申立期間の保険料が還付済みとされて

いることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が所持する領収書により、申立期間の国民年金保険料が厚生年金保

険加入期間と重複納付されたことは確認できるものの、昭和58年12月に作成

された還付・充当・死亡一時金等リストには、申立人の氏名、還付理由、還

付金額、還付期間及び還付決議年月日（52年10月５日）が明確に記録されて

おり、当該リストは、申立人が当時居住していた区に係る還付を整理したも

のであり、記載された還付期間及び還付金額は、申立人が納付した保険料の

納付対象期間及び納付額と一致するなど、当該記録内容に不合理な点は見当

たらない。また、当該期間の保険料が未還付となっている事情も確認できず、

申立人に対する保険料の還付を疑わせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を還付されていないものと認め

ることはできない。 

 

 



  

東京国民年金 事案 6272 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 56 年 11 月から 63 年９月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 56年 11月から 63年９月まで 

私の父は、私が 20 歳になった昭和 56 年から私の国民年金保険料を納付

してくれていた。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できな

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の父親が申立人の申立期間の国民年金保険料を納付していたことを

示す関連資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入

手続及び保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとされる父

親から当時の納付状況等を聴取することが困難であるため、当時の状況が不

明確であるなど、申立人の父親が申立人の申立期間の保険料を納付していた

ことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された平成２年 10 月時

点では、申立期間の大部分は時効により保険料を納付できない期間であり、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6273 

                                    

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 41 年１月から 53 年７月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 41年１月から 53年７月まで 

    私は、昭和 53 年６月ごろ区役所から電話で未納となっている国民年金保

険料をまとめて納付できると説明された。その後、自宅に郵送された納付

書により申立期間の保険料をまとめて納付した。申立期間の保険料が未納

とされていることに納得できない。 

    

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、納付したとする昭和 53 年には、第３回特

例納付が実施されているものの、申立人は、資格記録が訂正された平成２年

10 月まで、申立期間が国民年金に未加入と記録されており、制度上、申立期

間の保険料を特例納付できない上、まとめて納付したとする保険料の金額は、

申立期間の保険料を現年度納付、過年度納付及び第３回特例納付により納付

した場合の保険料額と大きく相違し、区役所から電話で勧奨があり、その後

送付された納付書により保険料を納付したとする方法は、申立人が当時居住

していた区の特例納付実施状況と合致しないなど、申立人が申立期間の保険

料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 61 年７月時

点では、特例納付は実施されておらず、申立期間は時効により保険料を納付

できない期間であり、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

これらの申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判

断すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認める

ことはできない。 



  

東京国民年金 事案 6275 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の昭和 36 年４月から 39 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 36年４月から 39年１月まで 

   私は、退職後、夫の実家の商家を手伝っているとき、国民年金の加入手

続を行い、国民年金保険料を納付してきた。また、私が国民年金に加入し、

保険料を集金人に納付しているのを見た二人の義妹も国民年金に加入し、

保険料を納付していた。申立期間が未加入で保険料の納付記録が無いこと

に納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の国民年金手帳の記号番号は、昭和 39 年２月に申立人の夫と連番で

払い出されており、申立期間は国民年金に未加入であり、制度上、さかのぼ

って保険料を納付することはできない上、別の手帳記号番号が払い出されて

いたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

また、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）は無く、申立人は国民年金への加入時期の記

憶が曖昧
あいまい

である上、申立人が国民年金に加入し保険料を納付していたことを

きっかけに国民年金の加入手続を行ったとする二人の義妹の手帳記号番号は

申立期間後の昭和 40 年６月及び 42 年９月ごろに払い出されているなど、申

立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当

たらない。  

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6279 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成 19 年２月及び同年３月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることができない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 38年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 19年２月及び同年３月 

私は、数年前に申立期間を含む過去の国民年金保険料の未納分を一括納

付した後、その後の期間の保険料の口座振替手続をした。申立期間の保険

料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、過去の未納保険料を一括納付

したとする期間及び口座振替の手続をした時期などの納付状況等に関する記

憶が曖昧
あいまい

である。 

また、申立人は、差押え等について記載された通知を受けたため、過去の

未納保険料を一括納付したと説明しており、社会保険庁のオンライン記録に

より、平成 19 年３月 16 日に社会保険事務所から申立人に対して最終催告状

が送付され、申立人は、同年３月 26 日に、申立期間直前の 17 年２月から 19

年１月までの保険料を一括納付していることが確認できるものの、当該納付

時点では、申立期間の保険料はまだ催告の対象とはならない上、申立人の保

険料の口座振替は申立期間直後の同年４月分から開始されていることが確認

できるなど、申立人が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる

周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 6280   

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 45 年８月から 50 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 25年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 45年８月から 50年３月まで 

私の母は、私の結婚前の国民年金保険料を納付してくれていたはずであ

る。申立期間の保険料が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連

資料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び

保険料の納付に関与しておらず、保険料を納付していたとする母親から当時

の納付状況等を聴取することができないため、当時の状況が不明確である。 

また、申立人の国民年金手帳の記号番号が払い出された昭和 50 年 12 月時

点では、申立期間の保険料は過年度納付及び特例納付することができる時期

ではあったものの、申立人は母親から保険料をさかのぼって納付したと聞い

た記憶が無い上、手帳記号番号が申立人と連番で払い出されている申立人の

弟も、申立期間のうちの国民年金加入期間の保険料は未納となっているなど、

申立人の母親が申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事

情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6281 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 60 年 12 月から 61 年３月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日  ： 昭和 37年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 60年 12月から 61年３月まで 

    私は、厚生年金適用事業所を退職した昭和 60 年 12 月に国民年金に加入

し、61 年３月に４か月分の国民年金保険料を納付した。申立期間の保険料

が未納とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無い上、申立人の国民年金手帳の記号番号が払

い出された平成４年８月時点では、申立期間は、時効により保険料を納付す

ることができない期間であるなど、申立期間の保険料を納付していたことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   また、申立人は、現在所持している年金手帳以外に別の手帳を所持してい

た記憶は無いと説明しているなど、申立期間に申立人に別の手帳記号番号が

払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6282 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成 16 年８月及び同年９月の国民年金保険料については、納付し

ていたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 53年生 

    住    所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 16年８月及び同年９月 

    私は、厚生年金保険から国民年金への切替手続を行い、送付されてきた

納付書で国民年金保険料を常に納付してきた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立期間は、平成 20 年２月５日に資格

得喪記録が追加され、未加入期間から未納期間に記録訂正されたことが社会

保険庁のオンライン記録で確認でき、申立期間当時は未加入期間として取り

扱われていたことから納付書の送付は行われていなかったと推察できる上、

当該訂正時点では、申立期間は時効により保険料を納付できない期間である。 

また、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人が 16 年８月 11 日に

厚生年金保険の資格を喪失した後、社会保険事務所から申立人に対して国民

年金の加入勧奨が行われたものの、申立期間後の 18 年２月 22 日時点でも加

入手続が行われていなかったことが確認できるなど、申立人が申立期間の保

険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6286                 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年４月から 10 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 41年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月から 10年３月まで 

    私は、時期は憶えていないが、申立期間の国民年金保険料を妻の保険料

と一緒に一括して納付した。申立期間の保険料が未納とされていることに

納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

 申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、市役所で申立期間の夫婦二人

分の保険料をさかのぼって一括納付したと説明しているが、納付時期、納付

方法等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人の基礎年金番号が付番された平成 10 年４月 15 日時点では、

申立期間のうち８年４月から９年３月までの期間の保険料については過年度

納付をする必要があるが、市役所では過年度保険料の収納は行っていない上、

申立人が居住している市および所轄社会保険事務所において、国民年金手帳

の記号番号が払い出されていた記録も無いなど、手帳記号番号が払い出され

ていたことをうかがわせる事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。                   

 

 

 



  

東京国民年金 事案 6287                

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の平成８年４月から 10 年３月までの国民年金保険料については、納

付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 45年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月から 10年３月まで 

    私の夫は、時期は憶えていないが、申立期間の私の国民年金保険料を自

身の保険料と一緒に一括して納付してくれた。申立期間の保険料が未納と

されていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の夫が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資

料（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、夫が市役所で申立期間の夫

婦二人分の保険料をさかのぼって一括納付してくれたと説明しているが、保

険料を一括納付したとする夫は、納付時期、納付方法等の納付状況に関する

記憶が不明確であること、夫には国民年金手帳の記号番号が払い出された記

録が無く、夫の基礎年金番号が付番された平成 10 年４月 15 日時点で夫婦二

人分の保険料を納付したとすれば、申立期間のうち８年４月から９年３月ま

での期間の保険料については過年度納付をする必要があるが、市役所では過

年度保険料の収納は行っていないことなど、申立人の夫が申立期間の保険料

を納付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



  

東京国民年金 事案 6288 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 44 年１月から 47 年１月までの国民年金保険料については、

納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ： 昭和 44年１月から 47年１月まで 

    私は、昭和 47 年４月ごろ、新聞で特例納付制度のことを知ったので、当

時同居していた母と二人で市役所支所に行き、母が私と二人分の特例納付

の申込みをして、私の国民年金保険料も一緒に納付してくれたはずである。

申立期間が国民年金に未加入で保険料が未納とされていることに納得でき

ない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立人の母親が申立期間の国民年金保険料を納付したことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、国民年金の加入手続及び保険

料の納付に直接関与しておらず、申立人の加入手続及び保険料納付を自身の

手続と同時に行ったとする申立人の母親から当時の納付状況等を聴取するこ

とが困難であるため、当時の状況が不明確である。 

また、申立人の所持する国民年金手帳及び当時申立人が居住していた市に

保管されている国民年金被保険者名簿により、申立人は申立期間直後の昭和

47 年２月１日に国民年金の資格を取得していることが確認できるが、申立期

間は国民年金の任意加入適用期間となるため、当該加入手続時点では、制度

上、さかのぼって保険料を納付することができないこと、上記の国民年金手

帳にも 46 年度検認記録の 47 年１月までの各欄に「納付不要」と記載されて

いること、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も

見当たらないことなど、申立人の母親が申立期間の保険料を納付したことを

うかがわせる周辺事情も見当たらない。 

   これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 



  

東京国民年金 事案 6289 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 57 年８月から 58 年２月までの期間、60 年１月から同年７月

までの期間及び平成３年 10 月の国民年金保険料については、納付していたも

のと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 30年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 57年８月から 58年２月まで 

             ② 昭和 60年１月から同年７月まで 

             ③ 平成３年 10月 

    私は、会社を退職する度に国民年金の加入手続を行い、国民年金保険料

を納付書で納付していたはずである。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、申立期間の保険料額及び納付

頻度等の納付状況に関する記憶が曖昧
あいまい

であるなど、申立期間の保険料を納付

していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

また、申立人は、自身の年金手帳に、初めて国民年金被保険者となった日

が昭和 57 年８月１日と記載されていることから、その時期に国民年金の加入

手続を行い保険料を納付していたと説明しているが、当該年月日は、被保険

者の 20 歳到達日や厚生年金保険の被保険者資格喪失日等を基に特定されるも

のであり、実際に国民年金に加入手続をした時点又は保険料納付を開始した

時点を表わすものではない。 

さらに、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成６年 10 月に払い出されて

おり、この払出時点では申立期間はいずれも時効により保険料を納付するこ

とができない期間である上、申立人は、現在所持する上記の手帳記号番号が

記載された年金手帳以外に手帳を受け取った記憶はないと説明しているなど、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな



  

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6290 

 

第１ 委員会の結論 

 申立人の昭和 58 年８月から 61 年９月までの期間及び平成６年８月の国民

年金保険料については、納付していたものと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 36年生 

   住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 58年８月から 61年９月まで 

             ② 平成６年８月 

    私は、最初に勤めた会社を退職した後国民年金に加入し、自宅に届いた

納付書で申立期間①の国民年金保険料を納付していた。その後、平成３年

から５年ごろに申立期間①の保険料の未納分を一括納付した記憶もある。

申立期間②の保険料も納付したはずなので、申立期間の保険料が未納及び

未加入とされていることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料

（家計簿、確定申告書等）が無く、申立人は、自身の年金手帳に、初めて国

民年金被保険者となった日が昭和 58 年８月１日と記載されていることから、

当時国民年金の加入手続を行い保険料を納付していたと説明しているが、当

該年月日は、被保険者の 20 歳到達日や厚生年金保険の被保険者資格喪失日等

を基に特定されるものであり、実際に国民年金に加入手続をした時点又は保

険料納付を開始した時点を表わすものではない。 

申立期間①については、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成２年 11 月

ごろに払い出されており、この払出時点では当該期間は時効により保険料を

納付することができない期間である上、申立人は、現在所持する上記の手帳

記号番号が記載された年金手帳以外に手帳を受け取った記憶はないと説明し

ているなど、別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情

も見当たらない。また、申立人は、平成３年から５年ごろに当該期間の保険

料の未納分を一括納付したとも説明しているが、この時点では当該期間の保

険料は時効により納付することができない期間である上、申立人が所持して



  

いる平成５年分の確定申告書（控）の社会保険料控除欄に記載されている国

民年金保険料額は、納付記録のある５年３月から同年８月分の保険料額とお

おむね一致しているなど、当該期間の保険料を納付していたことをうかがわ

せる事情も見当たらない。 

申立期間②については、申立人は、当該期間の国民年金の加入手続及び保

険料の納付状況等に関する記憶が曖昧
あいまい

である上、当該期間は未加入期間であ

り、制度上、保険料を納付することができないなど、当該期間の保険料を納

付していたことをうかがわせる周辺事情も見当たらない。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 



  

東京国民年金 事案 6291 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の昭和 59 年 12 月から平成３年３月までの国民年金保険料について

は、納付していたものと認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 39年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 59年 12月から平成３年３月まで             

私は、社会保険事務所から学生時代の国民年金保険料の未納分の納付書

が郵送されてきたため、平成４年７月ごろに、郵便局で30万円から50万円

ぐらいの保険料をまとめて納付した。申立期間の保険料が未納とされてい

ることに納得できない。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたことを示す関連資料(家

計簿、確定申告書等)が無く、申立人の国民年金手帳の記号番号は平成４年５

月に払い出されており、国民年金の資格取得日は制度改正により学生が強制

加入被保険者とされた３年４月１日となっていることから、申立期間は国民

年金の未加入期間であり、制度上、保険料を納付することができない期間で

あるなど、申立期間の保険料を納付していたことをうかがわせる周辺事情も

見当たらない。 

さらに、申立期間当時の制度では、学生であった申立人は任意加入手続に

より国民年金に加入できるが、申立期間に国民年金に加入した記録が無く、

別の手帳記号番号が払い出されていたことをうかがわせる事情も見当たらな

い。 

これら申立内容及びこれまで収集した関連資料、周辺事情を総合的に判断

すると、申立人が申立期間の国民年金保険料を納付していたものと認めるこ

とはできない。 

 

 



 

東京厚生年金 事案 5381                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 34年５月１日から 36年 10月１日まで 

             ② 昭和 36年９月１日から 37年９月１日まで 

             ③ 昭和 37年９月１日から 42年４月１日まで 

社会保険事務所で年金の受給手続を行ったところ、申立期間について脱退

手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金を受給した覚えは無いので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る最終事業所における厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和42年６月16日に支給決定されてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金を

受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5383                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 26年３月１日から 28年５月８日まで 

             ② 昭和 29年７月１日から 32年１月 22日まで              

60 歳ごろに、社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立期間に

ついて脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金をもらった覚えはないので、脱退手当金の支給記録を

取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者台帳には脱退手当金が支給されたことが記

載されている上、申立期間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立

期間に係る厚生年金保険被保険者資格喪失日から約７か月後の昭和 32 年９月

10日に支給決定されているなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人の厚生年金保険被保険者期間の被保険者記号番号は、申立期間

である２回の被保険者期間は同一番号で管理されているにもかかわらず、申立

期間後の被保険者期間は別の番号となっており、脱退手当金を受給したために

番号が異なっているものと考えるのが自然である上、申立人から聴取しても受

給した記憶が無いというほかに脱退手当金を受給していないことをうかがわ

せる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5384                   

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 24年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 42年４月 11日から 44年４月１日まで 

             ② 昭和 44年４月１日から 46年８月 21日まで 

             ③ 昭和 47年３月１日から同年４月 25日まで 

平成 14 年ごろに、社会保険事務所から届いた通知で、申立期間について

脱退手当金の支給記録があることを知った。 

しかし、脱退手当金が支給されたとする時期は、長女を出産するために実

家に帰っており、脱退手当金を受給することはできないので、脱退手当金の

支給記録を取り消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人の厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が支給されていること

を意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期間の脱退手当金は支

給額に計算上の誤りは無いなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 

また、申立人から聴取しても脱退手当金を受給していないことをうかがわせ

る事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5385                  

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることは

できない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：    

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：    

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 34年４月１日から 38年３月１日まで 

平成 20 年ごろに、社会保険事務所で年金記録を確認したところ、申立期

間については脱退手当金を受給しているため年金額に算入されないとの回

答をもらった。 

しかし、退職時に会社から脱退手当金の説明は無く、脱退手当金の請求手

続を行ったことや、受給した覚えは無いので、脱退手当金の支給記録を取り

消してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人が勤務していた申立期間に係る事業所の厚生年金保険被保険者名簿

に記載されている女性のうち、申立人の厚生年金保険被保険者資格喪失日であ

る昭和 38 年３月１日の前後２年以内に資格喪失した者７名の脱退手当金の支

給記録を確認したところ、６名に脱退手当金の支給記録が確認でき、全員が資

格喪失日から７か月以内に脱退手当金の支給決定がなされている上、当該支給

決定の記録がある者のうち３名は、事業所が脱退手当金の請求手続をした旨の

供述をしていることを踏まえると、申立人についても、事業主による代理請求

がなされた可能性が高いものと考えられる。 

また、申立人の申立期間に係る厚生年金保険被保険者名簿には脱退手当金が

支給されていることを意味する「脱」の表示が記されているとともに、申立期

間の脱退手当金は支給額に計算上の誤りは無く、申立期間に係る厚生年金保険

被保険者資格喪失日から約３か月後の昭和 38 年６月５日に支給決定されてい

るなど、一連の事務処理に不自然さはうかがえない。 



 

さらに、申立人から聴取しても受給した記憶が無いというほかに脱退手当金

を受給していないことをうかがわせる事情は見当たらない。 

これらの理由及びその他の事情など総合的に判断すると、申立人は、申立期

間に係る脱退手当金を受給していないものと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5386                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立人の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：   

    生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

 住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

  申 立 期 間 ： 平成５年４月１日から同年 12月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた期間の標準報酬月額が､実際の給与支給額と比較して低いこ

とが判明したので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でな

くなった平成５年 12月１日より後の６年１月 28日付けで、申立人の標準報酬

月額は、５年４月から同年 11 月までの期間、30 万円が 15 万円に遡及
そきゅう

して引

き下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立期間当時、申立人は、同社の代表取

締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、平成５年には、Ａ社の業績不振により、従業員のリストラ

を実施したほか、同社の代表者印も自分で管理し、厚生年金保険料の滞納によ

り、社会保険事務所の指導を受け、訂正の内容までは覚えていないものの、訂

正処理の手続を行ったとしている。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、自らの

標準報酬月額の減額処理に同意しながら、当該処理が有効なものではないと主

張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る

記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5390 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 13年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 19年９月２日から 21年春ごろまで 

    Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同社に継続して勤務していたことは確かであるので、申立期間を厚生年

金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間を含めてＡ社に継続して勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたと申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は、昭和 41 年１月１日に厚生年金保険の適用事業所で

なくなっており、同社の所在地及び同社本店を管轄する法務局において商業登

記簿謄本の記録は確認できないことから、同社の当時の事業主等の連絡先を把

握できず、事業主等から申立人の勤務状況や厚生年金保険料の控除等について

確認できない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、申

立期間当時に厚生年金保険に加入していた従業員７名に照会したが、申立人の

勤務状況や厚生年金保険料の控除等を推認できる回答を得ることができない

ほか、申立人が記憶している同僚については、上記の被保険者名簿において厚

生年金保険の加入記録が確認できないことから、連絡先を把握することができ

ず、申立内容に関する事情を聴取できない。 

さらに、社会保険事務所が保管している上記の被保険者名簿と社会保険庁が

保管している申立人に係る厚生年金保険被保険者台帳の記録は一致しており、

当該記録に不自然な記載は見当たらない。 



 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5391 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年  月 日 ： 大正 15年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立  期 間 ： ① 昭和 16年４月ごろから 22年６月ごろまで 

             ② 昭和 60年８月ごろから 61年 10月ごろまで 

Ａ社に勤務していた申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②の厚

生年金保険の加入記録が無い。確かに勤務していたので、申立期間①及び②

を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①について、Ａ社の複数の従業員の供述から判断すると、申立人が

申立期間の一部（昭和 16年４月から 20年９月まで）において同社に勤務して

いたことはうかがえる。 

しかしながら、申立期間①について、昭和17年５月31日までの期間のうち、

16 年 12 月 31 日以前の期間については、労働者年金保険法が施行される前の

期間であり、17年１月１日から同年５月 31日までの期間については、労働者

年金保険法における保険料徴収が始まるまでの施行準備期間であることから、

当該期間については、厚生年金保険（労働者年金保険）の被保険者となること

はできない。 

また、Ａ社は、昭和 26 年５月に再編成され、Ｃ社となっているところ、Ｃ

社には、申立期間①当時の人事記録等の資料は保存されておらず、申立人の勤

務状況や厚生年金保険料の控除等について確認できない。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿から、申立期間①に同社の被保険者であったことが確認できる複数の従業員

に照会したが、当該期間において申立人に係る厚生年金保険料の控除があった



 

ことをうかがわせる供述は得られず、申立人は、Ａ社における同僚を記憶して

いないことから、当時の状況を聴取できない。 

加えて、申立人は、申立期間①の一部（昭和 18 年ごろから 20 年ごろまで）

には、Ａ社とは別の会社に勤務していたと供述していることから、同社に確認

したが、同社では、保存されている当時の従業員の在籍記録等を確認したもの

の、申立人の在籍記録等は見当たらないと回答している。 

申立期間②について、Ｂ社の同僚の供述から判断すると、期間の特定はでき

ないものの、申立人が同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、Ｂ社では、申立期間②当時の人事記録等の資料を保存してお

らず、申立人の勤務状況や厚生年金保険料の控除について確認できないと回答

している。 

また、Ｂ社の総務担当者は、「申立人について事業主に確認したところ、申

立人は、午前中だけ勤務のパート契約であったと思う。」と供述している。 

さらに、申立人は、Ｂ社に入社するに当たって紹介してくれたとする人物の

姓を記憶しているが、同姓の人物は、同社の厚生年金保険被保険者名簿に加入

記録が見当たらない。 

加えて、社会保険事務所が保管するＢ社の健康保険厚生年金保険被保険者名

簿には、厚生年金保険整理番号に欠番や訂正箇所等は無く、その記載に不自然

さはみられない。 

このほか、申立人について、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情

は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5392 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年５月１日から６年２月 28日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額

が、報酬から実際に控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違して

いる。同社では、代表取締役であったが、厚生年金保険関係事務には関与し

ていなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、

平成４年５月から６年１月までは 53 万円と記録されていたが、同社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった同年２月 28 日の後の同年４月８日に、遡及
そきゅう

して８万円に訂正処理されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は、当該訂正処理日

において、同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「取締役である妻に、社会保険手続に使用する会社の代表

者印を管理させていた。」と供述している。 

さらに、Ａ社の元従業員は、「平成６年２月ごろ、申立人は、社会保険事務

所と社会保険料の納付についてやり取りを行っていた。」と供述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間当時、Ａ社の代表取締役であった申立人は、社会保険事務に関与しながら、

自らの標準報酬月額の訂正処理について、その処理が有効なものではないと主

張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標



 

準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5393 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

  

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年５月１日から６年２月 28日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額

が、報酬から実際に控除されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違して

いる。同社では、取締役であったが、厚生年金保険関係事務には関与してい

なかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁の被保険者資格記録照会回答票（訂正・取消済資格記録）による

と、申立人のＡ社における申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、

平成４年５月から６年１月までは 26 万円と記録されていたが、同社が厚生年

金保険の適用事業所でなくなった同年２月 28 日の後の同年４月８日に、遡及
そきゅう

して８万円に訂正処理されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は、当該訂正処理日

において、同社の取締役であったことが確認できる。 

また、Ａ社の元役員及び複数の元従業員は、「申立人は、Ａ社において社会

保険事務を担当していた。」と供述している上、同社の元監査役は、「申立人は、

代表取締役である申立人の夫とともに、Ａ社の経営を行っていた。」と供述し

ている。 

さらに、Ａ社の代表取締役であった申立人の夫は、「取締役である申立人に、

社会保険手続に使用する会社の代表者印を管理させていた。」と供述している

ことから、申立人は同社の取締役として、当該訂正処理に関与していなかった

とは考え難い。 



 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、Ａ社

の取締役として社会保険事務に関する権限を有し、当該事務手続を行っていた

申立人が、自らの標準報酬月額の訂正処理について、その処理が有効なもので

はないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5394 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 31年１月 28日から同年 10月ごろまで 

Ａ社で勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同社には、昭和 31年 10月ごろまで勤務していたので、申立期間を厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の元同僚の供述から判断すると、期間は特定できないものの、申立人が

同社に勤務していたことはうかがえる。 

しかしながら、社会保険事務所の記録により、Ａ社は昭和 43年８月 27日に

適用事業所でなくなっており、当時の事業主や経理担当者の連絡先は不明であ

り、同社が後に合併した事業所についても、既に解散しているため、申立人の

申立期間当時の勤務状況や厚生年金保険料の控除等について確認できない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、申

立期間に被保険者であった従業員等に照会したが、上記の同僚１名を除いて申

立人を記憶している者はいなかった。 

さらに、申立人と同時期にＡ社における厚生年金保険の加入記録がある従業

員は、「当時、Ａ社では、待遇の悪さから１週間程度で辞める者も多く、従業

員の出入りが多かった。なお、辞めたりしない限りは社会保険から外れること

は無かったと思う。」と供述している。 

加えて、申立人は、「Ａ社の同僚と旅行等をした。」と供述しているが、上記

の同僚は、「申立人と旅行や飲食等に行ったことは無かった。」と供述しており、

申立人の主張を裏付ける供述を得ることができない。                      



 

このほか、申立人について、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5395 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男  

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 23年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 63年２月１日から平成 16年１月１日まで 

    Ａ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、当時の給与額より低額と

なっているので、当該期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、社会保険庁のＡ社に係る厚生年金保険の標準報酬月額の記録が、昭

和 63年２月の資格取得時が 20万円であり、平成８年 10月の定時決定において 13

万 4,000円に減額されていることについて、入社時の給与額は 52万円で、その５

年後ぐらいから退職するまでは 54万円であったとして申し立てている。 

しかしながら、Ａ社の代表取締役の連絡先は不明であり、申立人の申立期間当

時における報酬額及び保険料控除額について確認できない。 

また、Ａ社の元社会保険担当者は、「Ａ社では、従来から、実際の給与支給額と

は異なる標準報酬月額で算定基礎届を提出しており、当該届出に相当する厚生年

金保険料を給与から控除していたと思う。」と供述している。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人の申立期間に係る標準

報酬月額について、さかのぼった訂正等不自然な処理は行われていないことが確

認できる。 

このほか、申立期間について、申立人が主張する厚生年金保険料を事業主によ

り給与から控除されていたことをうかがわせる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立人

が申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 5398 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月１日から同年８月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況等について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が８万円まで減額されて

いる。減額前の標準報酬月額である 20万円に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人が勤務していたＡ社が厚生年金保

険の適用事業所でなくなった平成４年８月31日より後の５年12月３日付けで、

申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、さかのぼって 20 万円が８万円に減

額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、自らが、平成５年 12 月ごろに、Ａ社の社会保険からの脱

退に係る手続を行い、この際、社会保険事務所の職員から、保険料未納があっ

たため調整すると言われたとしている。 

また、Ａ社の取引先の金融機関から提出された普通預金口座照会においては、

平成２年３月分、同年４月分及び３年１月から４年７月までの分の厚生年金保

険料等が引き落とされていないことが確認できることから、同社が、申立期間

当時、厚生年金保険料等の支払に苦慮していたことがうかがえる。 

さらに、Ａ社の商業登記簿謄本によると、同社の代表取締役には申立人の母

親が就任しており、申立人は同社の役員ではないことが確認できるものの、申

立人は自らの立場を事実上の事業主であったとしている上、昭和 60 年３月１

日までＡ社に勤務していた当時の従業員は、少なくとも自身が退職するまでは、

同社の社会保険事務手続を行っていたのは、実質的に同社の代表を務めていた



 

申立人であったと供述している。 

なお、申立人に対し、文書及び電話により繰り返し追加調査を試みたものの、

返事や応答が得られなかった。 

これらのことから、申立人は、上記減額訂正処理が行われた当時においても、

社会保険事務に係る同社の意思決定について一定の権限を有しており、当該処

理に関与又は同意していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の実質的な代表者とし

て自らの標準報酬月額の記録訂正に関与又は同意しながら、当該減額処理が有

効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間にお

ける厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5399 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年３月１日から９年２月 28日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、代表

取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際

の報酬額に見合う標準報酬月額と相違していることが判明したので、正しい

記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

当初、平成４年３月から６年 10月までは 53 万円、同年 11月から９年１月ま

では 59 万円と記録されていたところ、申立人が代表取締役を務めていたＡ社

が厚生年金保険の適用事業所でなくなった９年２月 28 日より後の同年５月９

日付けで、申立人を含む４人の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正さ

れており、申立人の場合、申立期間の標準報酬月額は、９万 2,000円に減額訂

正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の倒産後、任意整理のために、債権者委員会が開催されたところ、

当該委員会の関係者は、「申立人から、社会保険料を滞納しているという話を

聞いたことがあるが、その後支払ったという話は聞いていない。」と供述して

おり、また、同社の役員は、同社は、平成８年ごろから資金繰りに苦労してい

た旨供述している。 

さらに、Ａ社の経理担当役員は、「保険料を銀行口座から引き落とせなかっ

たということで、社会保険事務所から呼び出されたことがあった。そのときは、

申立人に報告し、小切手を切ってもらって社会保険事務所に持参した。」と供



 

述している。 

加えて、Ａ社の取引先金融機関に申立期間における取引内容を照会したとこ

ろ、平成８年 11 月以降、社会保険料の引落しが確認できず、このことは、上

記経理担当役員の供述内容と符合する。 

これらのことから、Ａ社は、当時、厚生年金保険料等の支払に苦慮していた

と認められる。 

次に、申立人及び上記経理担当役員は、社会保険事務手続用の印鑑も含めて

代表印は３個あった旨供述しているところ、Ａ社の任意整理を担当した弁護士

は、「印鑑は１つしか預かっていない。また、自分が社会保険事務所に行くこ

ともあり得ない。」と供述している。 

また、申立人並びに複数の役員及び従業員の供述から、上記経理担当役員が

同社の社会保険事務手続に携わっていたことは認められるものの、上記遡及
そきゅう

訂

正処理が社会保険事務所において行われたときには、当該経理担当役員は既に

Ａ社を退職しており、さらに、当該経理担当役員は、「社会保険事務手続用の

印鑑は自分が預かっていつも書類に押していた。印鑑は、自分が会社を辞める

とき、申立人に返した。」と供述している。 

加えて、社会保険庁のオンライン記録では、申立人に係る平成９年２月 28

日の被保険者資格の喪失に伴い、事業主から政府管掌健康保険の被保険者証が

社会保険事務所に返納されており、これらの状況から、代表取締役であった申

立人が関与せずに、社会保険事務所において上記のような標準報酬月額の訂正

処理が行われたとは考え難い。 

以上のことから総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人が、

自らを含む取締役の標準報酬月額に係る記録訂正に職務上関与しながら、当該

減額処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間

について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはでき

ない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5400 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 44年１月 28日から同年 10月ごろまで 

             ②昭和 44年 10月ごろから 46年７月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうちの申立期間①及びＢ社に勤務していた申立期間②の加

入記録が無い旨の回答をもらった。両社には、間違いなく申立期間に勤務を

していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社に昭和 44年 10月ごろまで勤務してい

たと申し立てている。 

しかし、公共職業安定所における雇用保険の加入記録では、申立人は、昭和

43年 11月１日に被保険者資格を取得し、44年１月 28日に資格喪失している

ことが確認でき、これは、厚生年金保険の加入記録と一致している。 

また、Ａ社の当時の経理担当者は、「働いている途中で、従業員を厚生年金

保険から脱退させることは考えられない。」と供述している。 

さらに、Ａ社は、申立期間①当時の同社の従業員に関する資料を保有してい

ないことから、申立人の申立期間①における勤務の状況や厚生年金保険料の控

除等について確認することができないとしている。 

そこで、申立人が記憶している複数の当時の同僚及び社会保険事務所のＡ社

に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立期間①当時に被保険者であったこ

とが確認できる複数の従業員に照会したところ、そのうちの４人は申立人のこ

とを記憶していたものの、退職時期までは覚えていないとの回答であった。 



 

申立期間②について、Ｂ社の複数の従業員の供述から、時期は明らかではな

いが、申立人が同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、Ｂ社は、申立期間②当時の従業員に関する資料を保有していないこ

とから、申立人の申立期間②における勤務の状況や厚生年金保険料の控除等に

ついて確認することができないとしている。 

また、Ｂ社の元総務担当者は、「前任の総務担当者から、社会保険事務の担

当役員の判断で、従業員を厚生年金保険に加入させるかどうかを決めていた、

と聞いている。」と供述している。 

そこで、社会保険事務所のＢ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立期

間②当時に被保険者であったことが確認できる複数の従業員に照会し、当該従

業員が同社に入社したとする時期を確認し、これと当該被保険者名簿における

資格取得日とを比較したところ、入社から厚生年金保険の資格取得日までの期

間が２か月ないし５年程度あることが確認でき、そのうちの一人の従業員は、

「厚生年金保険には希望者だけ加入していた。自分も５年間は未加入であって、

未加入期間は給与から保険料は控除されていなかった。」と供述している。 

さらに、申立人のＢ社における雇用保険の加入記録も無い。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の事業主によ

る給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見

当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5409 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金

保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から 11年 10月１日まで 

Ａ社に代表取締役として勤務していた期間のうち、申立期間における厚生

年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されていた保険料に見合う

標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標準報

酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社が会計事務を委託していたＢ会計事務所から提出のあった申立人に係

る平成９年から 11 年までの源泉徴収簿から、申立人の毎月の報酬額は、社会

保険庁のオンライン記録により確認できる申立人の申立期間に係る標準報酬

月額とほぼ同額であり、また、当該源泉徴収簿に記載されている保険料控除額

を基に算定した標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録により確認でき

る申立人の標準報酬月額と一致していることから、申立期間に係る申立人の給

与から社会保険事務所の記録どおりの標準報酬月額に見合う厚生年金保険料

が控除されていたものと認められる。 

また、社会保険庁の記録において、申立人に係る平成８年から 11 年までの

標準報酬月額の定時決定について訂正等の記録も無く、不自然な点は見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、申立期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5410 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち、平成８年７月から 10 年８月までの期間につい

て、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

また、申立人の申立期間のうち、平成 10年９月から 11年３月までの期間に

おける厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできな

い。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年７月１日から 11年４月 28日まで              

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に代表

取締役として勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬

月額が、実際に受けていた報酬額より著しく低いことが判明した。平成８年

６月まで 50万円と記録されていた標準報酬月額が、同年７月から９万 8,000

円と記録されているのは不自然なので、正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間のうち、平成８年７月から 10 年８月までの期間については、申立

人は、社会保険事務所に記録されている標準報酬月額が、自分が受けていた報

酬額より著しく低額であり、標準報酬月額がさかのぼって減額訂正されたので

はないかと主張しているが、社会保険庁のオンライン記録において、当該期間

中に提出された１度の随時改定及び２度の定時決定（記録された標準報酬月額

はいずれも９万 8,000円）について訂正等の記録も無く、不自然な点は見当た

らない。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、当該期間は代表取締役であっ

たことが確認でき、申立人は、「当時は、自分が一人でＡ社の社会保険及び給

与計算等の事務を行っていたが、当時の給与や厚生年金保険に関する資料は既



 

に破棄している。」と供述している。 

このほか、申立人の主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が、当該期間について、その主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

一方、申立期間のうち、平成10年９月から11年３月までの期間については、

社会保険庁のオンライン記録では、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、

当初、９万 8,000円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった 11年４月 28日と同日付けで９万 2,000円にさかのぼっ

て訂正されていることが確認できる。 

しかし、申立人は、「当時のＡ社は、経営が苦しく、社会保険料を滞納して

おり、数回、社会保険事務所へ出向いたところ、社会保険事務所の担当者から

同社の滞納保険料について、標準報酬月額を調整して補填する必要がある旨の

説明を受け、同社の代表者印を持参するよう指示された。」と供述している。 

これらのことから、代表取締役であり、社会保険に関する事務を行っていた

申立人が関与せずに、社会保険事務所において標準報酬月額の訂正処理がなさ

れたものは考え難く、申立人は、標準報酬月額の減額に関与していたものと考

えられる。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人は、Ａ社の代表取締役として、自らの標準報酬月額の減額処理に関与しなが

ら、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立

人の当該期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認め

ることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5411 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 33年７月１日から 35年 12月 31日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間について、厚生年金保険の加入記録がない旨の回答をもらった。

実際に勤務していたので、申立期間も厚生年金保険の被保険者として認めて

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社は既に解散しており、申立期間当時の事業主は死亡しているため、会社

や事業主から、申立人の申立期間に係る勤務の実態を確認できない。 

また、申立人が氏名を記憶していた二人の同僚に照会したところ、いずれの

同僚も、Ａ社において申立人と勤務した記憶は無いと供述している。 

さらに、社会保険事務所のＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、複数の従

業員に照会したところ、申立人のことを記憶している者はいなかった。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5412 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

              

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 40年１月 31日から 52年２月 28日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうち、申立期間について厚生年金保険の加入記録がない旨の

回答をもらった。同社には、昭和 52 年２月末まで勤務していたので、厚生

年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間当時のＡ社の事業主の供述から判断すると、申立人が、申立期間も

継続して同社に勤務していたことは推認できる。 

しかし、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿から、

昭和 40年１月 31日付けで、申立人を含む３人の従業員が、厚生年金保険の被

保険者資格を喪失していることが確認できるところ、同社において社会保険関

係の事務を担当していた顧問計理士は、「当時は、事業主に社会保険の加入を

やめるようアドバイスしており、従業員については、厚生年金保険被保険者資

格の喪失の手続を行い、当該手続を行った後に、従業員の給与から厚生年金保

険料を控除することは無かった。」と供述している。 

また、申立人は、当時の同僚のうちの一人が申立期間中も厚生年金保険に加

入していることから、自分も加入していたはずであると主張しているが、当時

のＡ社の事業主は、「当該同僚は、自分の親戚であったため、採用に当たって

社会保険の面倒を見る必要があり、例外的に厚生年金保険に加入させた。」と

供述している。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録から、申立人は、昭和 47 年４月から



 

52 年２月までの期間について、国民年金保険料を納付していることが確認で

きる。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の控除について確認でき

る関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5421                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等    

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 14年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ①昭和 33年９月から 35年 11月５日まで 

             ②昭和 35年 11月 30日から 36年１月１日まで 

             ③昭和 47年 11月 13日から 48年３月 14日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社に勤務

していた期間のうちの申立期間①及び②並びにＢ社に勤務していた申立期

間③の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間にそれぞれの会社に勤

務していたことは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなっている上、当時の事業主の所在が不明であることから、申立人の

当該期間に係る勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することが

できない。 

また、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申立期

間当時、同社に勤務していた同僚１人及び従業員 14 人に申立人の勤務の状況

等について照会したところ、同僚を含む９人から回答があり、うち１人は、自

分が入社した昭和 35 年９月に申立人は在籍していたと思うが、申立人の勤務

期間については分からないとしており、残りの８人は、申立人について記憶が

ないとしている。 

さらに、申立人は、上記同僚が自分と同じころに入社したとしているものの、

上記８人のうち１人は、当該同僚が昭和 35 年秋ごろに入社したと思うと供述

している。 



 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間③については、社会保険事務所の記録では、Ｂ社は厚生年金保険の

適用事業所となったのは、昭和 48年５月１日であり、当該期間は適用事業所

となっていない。 

また、Ｂ社では、厚生年金保険の適用事業所となる前に、従業員の給与から

保険料を控除することは考えられないとしている。 

さらに、申立人は、当該期間を含む昭和 45 年２月１日から現在まで国民健

康保険の加入記録がある。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5422                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間のうち昭和 42年９月１日から 48年 10月３日までの期

間について、厚生年金保険の被保険者となることができない事業主であったこ

とから、厚生年金保険の被保険者であったと認めることはできない。 

また、申立期間のうち昭和 48年 10月４日から 50年８月１日までの期間に

ついて、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から

控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 42年９月１日から 50年８月１日まで        

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ商

店（法人化後は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無

い旨の回答をもらった。同商店及びＢ社には事業主として勤務していたこ

とは確かなので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の事業所別被保険者名簿、Ｂ社の商業登記簿謄本及び申立

人の供述から、申立期間のうち、昭和 42年９月１日から 48年 10月３日まで

の期間については、申立人は、Ａ商店の個人事業主、同年 10 月４日から 50

年８月１日までの期間については、Ｂ社の事業主であったことが確認できる。 

しかし、厚生年金保険法上、同保険の被保険者は適用事業所に使用される

者に限られていることから、Ａ商店において申立人は被保険者となることが

できない。 

また、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、

申立人も、申立期間当時の資料を保有していないことから、自身の厚生年金

保険の取扱いについては不明であるとしている。 

さらに、昭和 48年 10月４日から 50年８月１日までの期間については、社



 

会保険事務所のＢ社に係る事業所別被保険者名簿の整理番号に欠番はなく、

不自然さはないことから、申立人の記録が失われたとは考え難い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認

できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が申立期間のうち昭和 42年９月１日から 48年 10月３日までの期間に

おいて厚生年金保険の被保険者であったことを認めることはできない。 

また、申立期間のうち昭和 48年 10月４日から 50年８月１日までの期間に

おいて、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与か

ら控除されていたと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5423                                

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として、その主張する

標準報酬月額に基づく厚生年金保険料を事業主により給与から控除されてい

たと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和４年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 57年６月７日から 62年１月５月まで 

             ②昭和 62年 1月 5日から平成元年 4月 21日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会をしたところ、Ａ

社及びＢ社に勤務していた申立期間の標準報酬月額が、実際の給与の月額に

相当する標準報酬月額と相違していることが判明したので、正しい記録に訂

正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しな

くなっている上、破産しており、また、同社の元代表者は申立期間に係る給与

額及び保険料控除額を確認できる賃金台帳等の資料は保管していないため、申

立人の標準報酬月額は不明であるとしている。 

また、社会保険事務所の申立人に係る厚生年金保険被保険者名簿には、申立

人の標準報酬月額等の記載内容に不備は無く、記録の訂正が行われた形跡もな

い上、社会保険庁のオンライン記録とも一致しており、社会保険事務所の手続

に不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業

主から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらな

い。 

申立期間②については、Ｂ社の元代表者は、同社は他人に経営譲渡したため、

当時の資料も引き継いだとし、また、経営譲渡を受けた当時の代表者は、既に



 

死亡している上、現在の代表者は、申立期間当時の給与額や厚生年金保険料控

除額の確認できる賃金台帳等の資料は保管していないため、申立人の標準報酬

月額は不明であるとしている。 

また、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人の標準報酬月額等の記

録が訂正された形跡がなく、社会保険事務所の手続に不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人が主張する標準報酬月額に相当する厚生年金保険料を事業

主から控除されていた事実を確認できる関連資料及び周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間①及び②について、申立人が

主張する標準報酬月額に基づく保険料を事業主から控除されていたと認める

ことはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5424                                

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成６年７月 1日から８年５月 21日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会をしたところ、Ａ

社に勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、社会保険事務所

に届け出た金額と相違していることが判明したので、正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった平成８年５月 21日より後の同年６月 28日付けで、申立人の標

準報酬月額は、６年７月から同年 10月までの期間は 53万円が９万 2,000円に、

同年 11月から８年４月までの期間は 59万円が９万 2,000円にそれぞれ遡及
そきゅう

し

て引き下げられていることが確認できる。 

また、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間当時、同社の代表取

締役であったことが確認できる。 

さらに、申立人は、日ごろから経理部長にＡ社の代表者印を預け、経理業務

をすべて任せていたとしており、また、同社の経理部長も、社会保険事務を担

当し、社会保険事務所において、社会保険料の滞納処理のため、代表者印を使

用したとしていることから、申立人と同部長は、委任者と受任者の関係にあり、

代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月

額の訂正処理がなされたことは考え難く、申立人は標準報酬月額の減額に関与

していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任



 

を負っているＡ社の代表取締役として、自らの標準報酬月額に係る訂正処理が

有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間に

おける厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできな

い。 



 

東京厚生年金 事案 5425                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 女 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年 10月１日から 12年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に取締役として勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の給

与の月額に相当する標準報酬月額と相違していたことが判明したので、正し

い記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社の全社員が厚生年金保険被保険者

資格を喪失した平成 12年５月４日より後の同年 10月 30日付けで、申立人の

厚生年金保険の標準報酬月額は、８年 10月から 11年９月までの期間は 59万

円が 20 万円に、同年 10 月から 12 年４月までの期間は 59 万円が 14 万 2,000

円にそれぞれ遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は同社の取締役であったことが確

認できるものの、申立人は、申立期間当時、経理担当取締役であったが、同社

の代表取締役が代表者印を管理しており、社会保険事務所への標準報酬月額変

更届、算定基礎届は総務担当者が行っていたと供述している。 

しかし、Ａ社が加入しているＢ健康保険組合の滞納処分票により、平成 12

年１月分から同年４月分まで健康保険料の滞納があったことが確認でき、この

ことについて、同組合は、滞納保険料の対応について申立人と協議したとして

いることから、申立人は、社会保険事務について、権限を有していたと考えら

れる。 

また、Ａ社の従業員 11 人に照会したところ、このうち、３人は、申立人が



 

代表者印を保管しており、平成 12 年ころ経営が悪化していたとし、二人は社

会保険料の滞納があったとしており、４人は給与の支払の遅延があったとして

いる。 

このため、経理担当取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所にお

いて標準報酬月額の訂正処理がなされたことは考え難く、申立人は標準報酬月

額の減額に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の社会保険事務に権限を有す

る経理担当取締役として、自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当

該処理が有効なものでないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立

期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることは

できない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5426                                

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成２年 10月 1日から４年３月 18日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に代表取締役として勤務していた期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、

実際の給与支給額と比較して低いことが判明したので、正しい記録に訂正し

てほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録により、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該

当しなくなった平成４年３月 18日より後の同年３月 19日付けで、申立人の厚

生年金保険の標準報酬月額は、２年 10月から４年２月までの期間、53万円か

ら 32万円に遡及
そきゅう

して引き下げられていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立期間当時、申立人を含む３人が同社

の代表取締役であったことが確認でき、また、破産申立代理人が作成した同社

の債権者一覧表により、厚生年金保険料の滞納があったことが確認できる。 

また、申立人は、総務経理担当の代表取締役を務めていたが、社会保険事務

所から呼出しを受けたり、滞納保険料について相談しに行った記憶が無く、申

立人の標準報酬月額の減額処理については、管財人（故人）が社会保険事務所

で行ったのではないかと主張しているが、Ａ社が破産宣告を受けたのは、当該

減額処理が行われた平成４年３月 19 日より後の同年３月＊日であり、減額処

理当時は、管財人はまだ選任されていない。 

さらに、Ａ社には、申立人の他に上記二人（故人）も代表取締役として在籍

していたが、複数の従業員は、申立人が社会保険関係の業務の責任者だったと



 

供述している。 

このため、申立人の標準報酬月額の減額処理について、総務経理担当の代表

取締役である申立人が知らなかったとは考え難く、申立人は、標準報酬月額の

減額に関与していたものと考えるのが自然である。 

これらを総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の総務経理担当の代表取締役

として、自らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該処理が有効なも

のではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚

生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5427                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年９月１日から 35年 11月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社で勤務

した期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務したのは確かな

ので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険事務所の記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となったのは、

昭和 33年 10月１日であり、申立期間のうち、32年９月１日から 33年９月 30

日までの期間については、適用事業所となっていない。 

また、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっている上、

同社の事業主も死亡しており、申立人は、同社の上司、同僚等の氏名を記憶し

ていないことから、同社及びこれらの者から申立人の勤務の実態や厚生年金保

険の取扱いについて確認することができない。 

そこで、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、昭和

33年 10月１日に被保険者の資格を取得したことが確認できる複数の従業員に

申立人の勤務の状況等について照会したところ、いずれも申立人についての記

憶が無いとしている。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 5428                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和８年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 29年３月 25日から 32年３月１日まで 

   社会保険事務所に厚生年金保険の加入期間について照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無いとの回答をもらった。同

社には申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の被保険者とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社の複数の従業員の供述から、申立人が申立期間に同社に勤務していたこ

とは推認できる。 

一方、申立人は、申立期間当時、Ａ社の従業員は 20 人程度であったとして

いるが、社会保険事務所の記録では、同社では、事業主を含め従業員について

は、いずれも厚生年金保険の加入記録が無い。 

さらに、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所となった昭和 28年６月 22日に厚

生年金保険被保険者の資格を取得した事業主を含む従業員７人のうち、事業主

を含む５人は、いずれも同日に資格を取得して、おおむね１年後に資格を喪失

し、32年３月１日又は 34年５月１日に再取得している。 

このため、Ａ社の事業主は、当時、自身を含め従業員については、一時期、

厚生年金保険の資格を喪失させていたことがうかがえる。 

このほか、申立人の申立期間における事業主による厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主

により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5429                      

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等    

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  ①昭和 28年４月１日から 31年２月 27日まで 

             ②昭和 33年４月９日から同年５月１日まで 

             ③昭和 33年 10月５日から 35年１月６日まで 

             ④昭和 44年７月１日から 46年 12月 26日まで 

             ⑤昭和 49年９月１日から 64年１月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

Ｂ工場で勤務した申立期間①及び②、Ｃ事務所（現在はＤ機構）で勤務した

申立期間③、Ｅ事務所（現在はＤ機構）に勤務した申立期間④並びにＦ社Ｇ

工場で勤務した申立期間⑤の加入記録が無い旨の回答をもらった。それぞれ

の事業所に勤務していたことは確かなので、各申立期間を厚生年金保険の被

保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、Ａ社は、申立期間当時の資料を保有してい

ないことから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認す

ることができないとしている。 

また、申立人が記憶している同僚５人及び社会保険事務所のＡ社に係る厚

生年金保険被保険者名簿から、申立期間①及び②当時、厚生年金保険に加入

していることが確認できる従業員５人の計 10人に申立人の勤務の状況等につ

いて照会したところ、うち、６人は申立人について覚えておらず、二人は、

勤務期間は定かではないが申立人が勤務していたと回答しており、このうち、

昭和 31年３月５日に入社した一人は、申立人もそのころに入社したと思うと



 

している。 

さらに、上記従業員一人を含め、入社時期について回答が得られた同僚３

人及び従業員５人については、入社年月日と厚生年金保険の資格取得日が一

致していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における事業主による厚生年金保険料

の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間③及び④については、Ｄ機構では、申立期間当時のＣ事務所及びＥ

事務所の資料を保有していないことから、申立人の勤務実態及び厚生年金保険

の取扱いについて確認することができないとしている。 

また、申立人が記憶している同僚４人に申立人の勤務の状況等について照

会したところ、このうち、３人は、申立人がＣ事務所及びＥ事務所に勤務し

ていたが、勤務期間は定かではないと回答している。 

さらに、申立人は、昭和 33年９月にＨ県採用試験に合格してＩ所に配属さ

れたと供述しているが、Ｈ県は、当時の資料を保有していないことから、こ

のことについて確認できないとし、また、申立人は、46 年 12 月 25 日に同所

のＪ県への移転の際に退職したと述べているが、同僚は、移転時期が 44年６

月であったとしており、当該同僚及び従業員二人の同所における厚生年金保

険被保険者の資格喪失日が同年７月１日であることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間③及び④における事業主による厚生年金保険

料の控除について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間③及び④に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

申立期間⑤については、申立人は、Ｆ社Ｇ工場に勤務し、昭和 52 年ごろに

厚生年金保険に任意加入したと供述しているが、同工場が厚生年金保険の適用

事業所となったのは平成元年２月１日である。また、昭和 53 年に同社がＫ会

の会員になっており、会員になるには、事業所が厚生年金保険の適用事業所で

あることが条件であったと供述しているが、同会に照会したところ、そのよう

な条件はないとの回答があった。 

また、申立期間⑤における申立人の妻の国民年金の加入記録は、昭和 53 年

４月から 56 年３月までの期間は保険料が未納であり、56 年４月から 62 年３

月までの期間は申請免除（全額）となっていることが確認できるが、仮に、申

立人が厚生年金保険に加入していれば、申立人の妻は、国民年金については、



 

任意加入できることとされていることから、保険料を納付しない場合に未納と

なることはなく、また、申請免除にもならない。 

このほか、申立人の申立期間⑤における事業主による厚生年金保険料の控

除について確認できる関連資料及び周辺事情も無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として申立期間⑤に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5430                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 32年１月１日から同年２月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社（現在

は、Ｂ社）に勤務した期間のうち、申立期間の加入記録が無い旨の回答をも

らった。同社には、申立期間も継続して勤務していたので、厚生年金保険の

被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ社から提出された採用辞令及び在職証明書から、申立人は、申立期間にＡ社

に勤務していたことが確認できる。 

しかしながら、Ｂ社の総務担当者は、申立期間当時の資料を保有していないこ

とから、申立人の厚生年金保険の取扱いについて確認することができないとして

いる。 

また、Ａ社において、申立人と同じ部署に配属され、申立人と同時期に厚生年

金保険の被保険者資格を取得していることが確認できる複数の従業員については、

同社の採用辞令に記載された入社日から２か月程度経過後に厚生年金保険に加入

していることが確認でき、さらに、上記総務担当者も、申立期間当時、従業員の

厚生年金保険の加入時期については、そのような状況があったと思うとしている。 

このほか、申立人の申立期間における事業主による厚生年金保険料の控除につ

いて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主により

給与から控除されていたことを認めることはできない。 



 

東京厚生年金 事案 5431                     

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等    

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 10年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間  ：  昭和 32年８月５日から 34年３月 17日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間について加入記録が無い旨の回答をもらった。昭和 31 年３月１日にＡ

社に入社したが、32 年８月５日に同社から解雇された。その後、Ｂ地方裁

判所による地位保全の仮処分の勝訴判決等を経て、私と同社との間で和解が

成立し、申立期間に係る解雇が撤回され、同社から和解金をもらい、34 年

３月＊日の判決日に退職となった。申立期間は、不当解雇による争議期間中

の闘争期間であり、当該判決により、申立期間も私と同社との雇用契約は継

続しているので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ｂ地方裁判所による地位保全の仮処分勝訴の判決文から、申立人が昭和 32

年８月 5 日にＡ社から解雇され、34 年３月＊日に判決が出されるまでの期間

については、不当解雇を巡る申立人と同社の争議期間中であることが確認でき

る。 

  しかし、申立人は、申立期間に不当解雇について労働争議をしていたので職

場で勤務しておらず、給与も受給していないとし、Ａ社も申立人に対する金銭

の支払資料は和解金以外には無いとしていること、また、同社と申立人の和解

に当たり、当該期間の厚生年金保険料の控除及び納付について特段の取決めが

行われたことも確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における事業主による厚生年金保険料の控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 



 

  これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5432 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：   

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年９月１日から５年 10月 29日まで 

代表取締役として勤務していたＡ社における申立期間の厚生年金保険の

標準報酬月額は８万円となっているが、実際に支給された報酬に見合う標準

報酬月額と相違している。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正して

ほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人が代表取締役を務めていたＡ

社は、平成５年 10月 29日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっているとこ

ろ、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、同日を処理日として、４年９月

から５年９月までは 53 万円が８万円に遡及
そきゅう

して減額訂正されていることが確

認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は、当該訂正処理日において、

同社の代表取締役であることが確認できる。 

また、申立人は、社会保険事務所への届出書類の作成及び提出は、社会保険

労務士に委託していたとしているが、当該社会保険労務士は、保管している当

時のＡ社に係る社会保険関係書類から、申立てに係る減額訂正処理には関与し

ていなかったと供述している。 

さらに、Ａ社の社会保険事務手続担当者であった申立人の妻は、社会保険事

務所から減額訂正処理について説明を受けた記憶は無いとしているものの、滞

納していた厚生年金保険料の支払いについての相談と同社を適用事業所でな

くする手続のために社会保険事務所に行ったと供述しており、申立人も妻から



 

報告を受けていたとしていることから、社会保険事務所において同社の全喪届

の手続と同日に処理されている標準報酬月額の減額訂正の届出についても、申

立人自身が了解していたと考えるのが自然である。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、Ａ社

の代表取締役であった申立人が、当該処理が有効なものではないと主張するこ

とは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月

額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5438 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 43年 10月 21日から 54年５月１日まで 

    社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務していた申立期間の厚生年金保険の加入記録が無い旨の回答をもら

った。申立期間において厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほ

しい。 

     

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社に勤務していた複数の従業員の供述から、申立人が同社に勤務していた

ことは推認できる。 

しかしながら、申立人は、Ａ社が移転してまもなく退職したと供述している

が、同社の商業登記簿謄本に記載されている移転時期と、申立人が退職したと

する時期は一致せず、申立人の勤務期間についての記憶も曖昧
あいまい

である。 

また、Ａ社は、申立期間当時の同社の従業員に関する資料を保有していない

ことから、申立人の申立期間における勤務の状況や厚生年金保険料の控除につ

いて確認することができないとしている。 

さらに、社会保険事務所の記録では、Ａ社は、昭和 46年 11 月 30 日に厚生

年金保険の適用事業所ではなくなっており、申立期間のうち、同日以降の期間

においては、厚生年金保険の適用事業所でないことが確認できる。 

加えて、社会保険事務所の申立人に係る国民年金の納付記録を調査したとこ

ろ、申立期間のうち、昭和 44 年４月から同年 12 月まで、45 年４月から同年

12 月まで、46 年４月から同年９月までは保険料納付済期間とされており、49

年４月から 54年３月までは申請による保険料全額免除期間とされている。 



 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除については、これを確認できる関連資料が無く、周辺事情も見当たら

ない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5439 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 11年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 30年５月から 31年ごろまで 

②昭和 31年ごろから 32年ごろまで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

Ｂ支店に勤務した申立期間①及び同社Ｃ支店に勤務した申立期間②の加入

記録が無い旨の回答をもらった。勤務していたことは間違いないので、申立

期間①及び②も厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｃ支店における同僚の供述から、申立人が、時期は明らかでないが、同

社Ｂ支店から同社Ｃ支店に異動し、昭和 32 年春ごろまで継続して勤務してい

たことは推認できる。 

しかし、Ａ社は、昭和 57 年以前の退職者に関する資料を保有していないこ

とから、申立人の申立期間①及び②における勤務の状況や厚生年金保険料の控

除について確認することができないとしている。 

さらに、申立人は、「Ａ社Ｂ支店では、窓口に座りお客様に応対したり、相

場を黒板に書いたりしていた。」と供述しているところ、Ａ社Ｂ支店の元従業

員の一人は、相場を黒板に書く業務に携わっていた従業員は正社員ではなかっ

た旨供述している。 

また、社会保険事務所の記録では、Ａ社Ｂ支店は、昭和 35年４月 16日に厚

生年金保険の適用事業所となっており、申立期間①においては、厚生年金保険

の適用事業所でないことが確認できる。 

次に、申立期間②については、上記のＡ社Ｃ支店における同僚は、「自分と



 

申立人は、アルバイトとして一緒に働いていた。自分は昭和 31 年９月ごろ正

社員として採用されたが、申立人はアルバイトのまま 32年春ごろに退職した。

アルバイトとして働いていたときは、自分の給与から厚生年金保険料は控除さ

れていなかった。」と供述している。 

また、申立人は、「Ａ社Ｃ支店では、相場を黒板に書いたり、チラシを作っ

たりしたのを覚えている。」と供述しているところ、Ａ社Ｃ支店における複数

の元従業員から、相場を黒板に書く業務はアルバイトの者が担当していたとの

供述が得られた。 

以上のことから、当時、Ａ社Ｃ支店では、アルバイトについては、厚生年金

保険に加入させない取扱いをしていたと考えられる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による

給与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5440 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 20年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年６月１日から 14年６月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況を照会したところ、Ａ社で勤務

した期間のうち、平成９年６月１日から 14 年６月１日までの標準報酬月額

が実際に支給された給与に見合う標準報酬月額よりも大幅に低い。申立期間

に係る標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、申立人の申立期間に係る標準報酬月額は、

当初、平成９年６月から 12年９月までは 59万円、同年 10月から 14年５月ま

では 41 万円と記録されていたところ、申立人が代表取締役を務めていたＡ社

が厚生年金保険の適用事業所でなくなった 14年６月１日より後の同年６月 27

日付けで、申立人及び申立人の母親で監査役の標準報酬月額の記録がさかのぼ

って減額訂正されており、申立人の場合、申立期間に係る標準報酬月額は９万

8,000円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人及びＡ社の経理事務を担当していた従業員は、当時、数か月分

の厚生年金保険料等の滞納があった旨供述している。 

また、申立人は、「社会保険事務所からの提案を受け、滞納保険料の整理の

ために、自分と母親の標準報酬月額をさかのぼって減額処理することについて

同意した。」と供述している。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の記録訂正に同意しながら、当該減額処理が有効なもので

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金



 

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5441 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住 所 ：   

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 48年 11月ごろから 49年６月ごろまで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

していた申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社には、再入社

し勤務していたので、申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、昭和 48年８月 16日にＡ社を一度退職し、その３か月後に同社に

再入社したと申し立てている。 

しかし、Ａ社の事業を承継したＢ社は、申立期間当時の従業員や社会保険に

関する資料等を保有していないことなどから、申立人の勤務の実態及び当時の

Ａ社の厚生年金保険の取扱い等について確認することはできないとしている。 

また、申立人は３人の同僚を記憶しているところ、そのうち、連絡先の判明

した一人に申立人の申立期間における勤務の実態や厚生年金保険の加入状況

を照会したが、回答は得られなかった。 

そこで、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から、申立

期間当時に被保険者であったことが確認できる従業員のうち、19 人に照会し

たところ、申立人が勤務していたとしているＣ県Ｄ市の同社の倉庫にで勤務し

た従業員２人を含む 11 人は、申立人のことを記憶していなかった。また、２

人の従業員が申立人を記憶していたが、そのうち、申立人と同じ職場に勤務し

ていた１人は、「私が入社したとき、申立人は勤務していたが、辞めた時期は

分からない。」と供述しており、もう 1 人は申立人と異なる職場に勤務する従



 

業員で、職場外で申立人と一緒に食事をした記憶があるのみであり、これらの

従業員から、申立期間における申立人の勤務を確認することはできなかった。 

さらに、申立人が最初にＡ社で勤務した昭和 48年３月１日から同年８月 16

日までの期間については、厚生年金保険及び雇用保険の加入記録があるが、申

立期間については、雇用保険の記録も無い。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か

らの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当たらな

い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5442 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 37年２月ごろから 38年２月ごろまで 

  社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間の加入記録が無い旨の回答をもらった。同社に勤務して

いたことは間違いないので、厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社における複数の同僚の供述から、申立人が同社に営業担当社員として勤

務していたことは推認できる。 

しかし、Ａ社に勤務した期間についての申立人の記憶が明確ではない。 

また、当時のＡ社の総務･経理担当者は、営業担当社員の場合、入社後３か

月間は見習い期間で３か月経過後に厚生年金保険に加入させていた旨供述し

ている。 

そして、このことは、上記の同僚及び社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金

保険被保険者名簿から申立期間当時に被保険者であったことが確認できる複

数の従業員に照会し、当該従業員が同社に入社したとする時期を確認し、これ

と当該被保険者名簿における被保険者資格取得日とを比較したところ、いずれ

も入社から厚生年金保険の資格取得日までの期間が３か月程度あることから

も確認できる。 

さらに、上記の総務･経理担当者は、「１年間勤めていたら必ず厚生年金保

険に加入しているはずである。加入記録が無いとすれば、３か月くらいで辞め

たのではないか。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の事業主による給与か



 

らの控除について、申立人は控除されていたと主張しているが、これを確認で

きる関連資料は無く、周辺事情も見当たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険の被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5443 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和６年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 32年３月から 34年６月 22日まで 

②昭和 37年２月から 39年５月１日まで 

社会保険事務所に厚生年金保険の加入状況について照会したところ、申立

期間①及び②の加入記録が無い旨の回答をもらった。申立期間①はＡ社に、

申立期間②はＣ社に、それぞれ勤務していたので、申立期間も厚生年金保険

の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①については、申立人は、昭和 32 年３月からＡ社に勤務してい

たと申し立てている。 

しかし、複数の従業員の供述から、申立人がＡ社に勤務したのは、33 年

７月以降であることが推認できる。 

そして、申立期間①当時、Ａ社で経理事務を担当していた者は、「Ａ社は

外資系の会社で、部署ごとに異なったルールがあり、厚生年金保険に関する

取扱いもルーズなところがあった。」と供述している。 

そこで、社会保険事務所のＡ社に係る厚生年金保険被保険者名簿から申立

期間①当時に被保険者であったことが確認できる複数の従業員に照会し、当

該従業員が同社に入社したとする時期を確認し、これと当該被保険者名簿に

おける資格取得日とを比較したところ、入社から厚生年金保険の資格取得日

までの期間が１か月ないし１年２か月程度あることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①における厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当



 

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

２ 申立期間②については、申立人は、Ｃ社で勤務し、厚生年金保険に加入し

ていたと申し立てている。 

しかし、申立人が申立期間当時勤務していたとするＣ社は、社会保険事務

所において、厚生年金保険の適用事業所としての記録は無く、また、同社の

所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も無い。 

また、申立人が記憶していたＣ社の代表者は、「Ｃ社は厚生年金保険の適

用事業所となっておらず、保険料は控除していなかった。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間②における厚生年金保険料の事業主による給

与からの控除について、これを確認できる関連資料は無く、周辺事情も見当

たらない。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、

申立人が厚生年金保険被保険者として申立期間②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5444 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間に係る厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成５年９月１日から８年４月 19日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が、実際の報酬額に見合う

標準報酬月額と相違していることが判明したので、正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社における申立人の申立期間に係る標

準報酬月額は、当初、平成５年９月から６年１月までは 53 万円、同年２月か

ら７年１月までは 50万円、同年２月から同年５月までは 59万円、同年６月か

ら８年３月までは９万 8,000円と記録されていたところ、申立人が厚生年金保

険の被保険者資格を喪失した８年４月 19日より後の同年４月 23日付けで、さ

かのぼって５年９月から６年 10月までは８万円、同年 11月から８年３月まで

は９万 2,000円にそれぞれ減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本により、申立人は同社の代表取締役であったこ

とが確認できる。 

そして、申立人は、上記の訂正処理について、社会保険事務所の職員から役

員の標準報酬月額の減額調整の必要があるとの説明を受けた旨供述している。 

また、社会保険事務所が保管していたＡ社に係る滞納処分票の記録から、同

社は、平成７年ごろから厚生年金保険料を含む社会保険料の支払に苦慮してお

り、８年４月 19 日に、申立人は、社会保険事務所の職員から説明を受け、同

社の社会保険からの脱退に係る書類に押印したことが確認できる。 



 

これらの状況から判断すると、申立人は、上記の標準報酬月額の減額訂正処

理に同意していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自

らの標準報酬月額の記録訂正に同意しながら、当該減額処理が有効なものでは

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5445 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 31年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年９月１日から９年７月 31日まで 

社会保険庁の記録では、代表取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、申

立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当

する標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

(注) 申立ては、死亡した申立人の息子が、申立人の年金記録の訂正を求め

て行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成７年９月から９年６月までの期間は 59 万円と

記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

９年７月 31日以降の同年９月 26日に、７年９月から８年 10月までの期間は

９万 2,000円、同年 11月から９年６月までの期間は 13万 4,000円へとさかの

ぼって減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の所在地を管轄する法務局から提出のあった同社に係る閉鎖事項

全部証明書により、申立人は、平成８年８月 30 日から上記標準報酬月額の減

額処理が行われた当時において代表取締役であったことが確認できる。 

また、上記証明書から、当時、取締役であったことが確認できる申立人の母

は、申立人の父である前任の代表取締役とともにＡ社において社会保険関係事

務を行っていたと供述しており、「申立期間当時、Ａ社の経営状況は悪化して

おり、これに伴い、厚生年金保険料を含む社会保険料を滞納していた。」旨供



 

述している。 

さらに、申立人の母は、上記標準報酬月額の減額処理が行われた当時、社会

保険事務所からの呼出しに応じて同事務所に出向き、滞納保険料の処理につい

て同事務所の担当職員の提案を受け入れ、これに基づき、標準報酬月額の減額

等に係る届出を行ったことを認めている。 

加えて、申立人の母は、「当時、Ａ社の代表者印は申立人の父である前任の

代表取締役が管理していたが、標準報酬月額の減額に係る届出等について申立

人に説明を行ったことは無い。」旨主張しているものの、他方、「当時、申立人

の父が病気だったこともあり、債権者への対応などが困難な状況であったため、

代わりに、息子である申立人が代表取締役に就任した。」旨供述しており、こ

のことから、上記標準報酬月額の減額処理が行われた当時、申立人は、Ａ社の

代表取締役として、その立場及び責任を認識した上で業務の執行に当たってい

たものと考えるのが自然である。 

これらのことから、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所

において標準報酬月額の減額処理がなされたとは考え難く、申立人は自身等の

標準報酬月額の減額処理に関与していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負ってい

るＡ社の代表取締役であった申立人は、会社の業務としてなされた当該行為に

責任を負うべきであり、当該行為の結果である自らの標準報酬月額の減額処理

が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間

における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはでき

ない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 5446 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年４月１日から６年２月１日まで 

社会保険庁の記録では、代表取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、申

立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当

する標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成４年４月から同年９月までの期間は 53 万円、

同年 10月から６年１月までの期間は 50万円と記録されていたところ、同社が

厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった同年２月１日以降の同年４月

18 日に、４年４月から６年１月までの期間について８万円へとさかのぼって

減額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、社会保険事務所に対する「質問応答書」において、厚生年

金保険の標準報酬月額を引き下げる記録の訂正が行われた平成４年４月１日

から６年２月１日までの期間、Ａ社の事業主の立場にあった旨回答している。

また、法務局の同社に係る登記簿謄本により、申立人は、申立期間及び上記標

準報酬月額の減額処理が行われた当時、代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「申立期間当時、Ａ社の経営状況は悪化しており、これに

伴い、厚生年金保険料を含む社会保険料を滞納していた。」旨供述している。 

さらに、申立人は、「申立てに係る標準報酬月額の減額処理が行われた当時、

自分は、Ａ社の厚生年金保険からの脱退に係る手続を自ら行った。」旨供述し



 

ている。 

加えて、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった平成６年２月１日に申立人が同社における厚生年金保

険の被保険者資格を喪失した旨の処理が、同年４月 18 日に行われていること

が確認でき、これは、申立てに係る標準報酬月額の減額処理が行われた日と一

致している。 

これらのことから、申立人は、「当時、社会保険事務所に対して標準報酬月

額の減額に係る届出を行った記憶は無く、同事務所の担当職員から当該減額に

係る説明を受けた記憶も無い。」旨主張しているものの、代表取締役であった

申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の減額処理がなさ

れたとは考え難く、申立人は自らの標準報酬月額の減額処理に関与していたも

のと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自

らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該減額処理が有効なものでは

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 5447 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 13年８月１日から 14年３月 21日まで 

社会保険庁の記録では、代表取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、申

立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当

する標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成 13年８月から 14年２月までの期間は 62万円

と記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなっ

た同年３月 21日以降の同年３月 28日に、当該期間について 28 万円へとさか

のぼって減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の所在地を管轄する法務局から提出のあった同社に係る閉鎖事項

全部証明書により、申立人は、申立期間及び上記標準報酬月額の減額処理が行

われた当時、代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「平成 14年ごろに当時の社会保険事務担当者がＡ社を退職

した後は、自分が同社において社会保険関係事務を行っていた。」旨供述して

おり、また、上記証明書により、当時、取締役であったことが確認できる申立

人の同僚も、同様の供述を行っている。 

さらに、申立人は、「当時、Ａ社の健康保険組合からの脱退に係る手続を自

ら行った記憶がある。」旨供述しているところ、Ａ社が加入していたＢ健康保

険組合の記録では、同社が同健康保険組合の適用事業所に該当しなくなった平



 

成14年３月21日に申立人が同社における健康保険の被保険者資格を喪失して

いることが確認でき、これは、社会保険庁の厚生年金保険の記録と一致してい

る。かつ、社会保険庁のオンライン記録では、同社が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった同日に申立人が同社における厚生年金保険の被保険者

資格を喪失した旨の処理が、14 年３月 28 日に行われていることが確認でき、

これは、申立てに係る標準報酬月額の減額処理が行われた日と一致している。 

加えて、金融機関から提出のあったＡ社の口座振替の記録によれば、平成

14 年１月及び同年２月の２か月分の社会保険料について振替が確認できない

ところ、社会保険庁の訂正後の標準報酬月額の記録を基に算定した、申立人の

社会保険料減額分の合計額と、当該振替が確認できない金額の合計額との差額

について、同社の所在地を管轄する社会保険事務所では、その保管する資料（同

社に係る「過誤納整理簿」及び「国庫金振込明細票」）により、「Ａ社に対する

還付金として、申立人が別途指定した金融機関の預金口座に送金した。」旨回

答している。そして、申立人から提出のあった当該金融機関の預金通帳の記録

により、当該差額と同一額が社会保険事務所から振り込まれていることが確認

できる。 

これらのことから、申立人は、「当時、Ａ社の代表者印は自分が管理してい

たが、標準報酬月額の減額等に係る届出を行った記憶は無く、社会保険事務所

の担当職員から当該減額に係る説明を受けた記憶も無い。」旨主張しているも

のの、代表取締役であった申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報

酬月額の減額処理がなされたとは考え難く、申立人は自らの標準報酬月額の減

額処理に関与していたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自

らの標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該減額処理が有効なものでは

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 5448 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和８年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年７月１日から９年６月 30日まで 

社会保険庁の記録では、代表取締役としてＡ社に勤務した期間のうち、申

立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当

する標準報酬月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標

準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成７年７月から９年５月までの期間は 59 万円と

記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

同年６月 30 日以降の同年７月３日に、当該期間について９万 8,000 円へとさ

かのぼって減額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、社会保険事務所に対する「質問応答書」において、厚生年

金保険の標準報酬月額を引き下げる記録の訂正が行われた平成７年７月１日

から９年６月 30日までの期間、Ａ社の事業主の立場にあった旨回答している。

また、同社の所在地を管轄する法務局から提出のあった同社に係る履歴事項全

部証明書等により、申立人は、申立期間及び上記標準報酬月額の減額処理が行

われた当時、同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、「申立期間当時、Ａ社の経営状況は悪化しており、これに

伴い、厚生年金保険料を含む社会保険料を滞納していた。」旨供述している。 

さらに、申立人は、「申立てに係る標準報酬月額の減額処理が行われた当時、

社会保険事務所から滞納保険料の処理について働きかけがあり、同事務所の担



 

当職員の提案を受け入れて関係書類の該当欄に押印した。」旨供述している。 

加えて、社会保険庁のオンライン記録では、Ａ社が厚生年金保険の適用事業

所に該当しなくなった平成９年６月 30 日に申立人が同社における厚生年金保

険の被保険者資格を喪失した旨の処理が、同年７月３日に行われていることが

確認でき、これは、申立てに係る標準報酬月額の減額処理が行われた日と一致

している。 

また、社会保険庁のオンライン記録では、上記標準報酬月額の減額処理が行

われた平成９年７月３日以降の同年８月７日に、申立人の老齢年金が裁定され

ていることが確認できる。この結果、当該減額処理前の標準報酬月額の記録を

基に裁定された場合は、老齢厚生年金の全額が支給停止とされるところ、申立

人に対しては、当該減額処理後の標準報酬月額の記録を基に裁定された申立期

間分の老齢厚生年金が、同年９月 12 日にまとめて支給されていることが確認

できる。 

なお、社会保険庁のオンライン記録では、申立人について、上記減額処理前

の標準報酬月額と同額の標準報酬月額が記録されている申立期間以外の期間

については、上記裁定により老齢厚生年金の全額が支給停止とされていること

が確認できる。 

これらのことから、Ａ社の代表取締役であった申立人は、自らの標準報酬月

額を減額して同社の滞納保険料に充当する必要がある旨の説明を受け、これに

伴い、自らの標準報酬月額の減額に同意していたものと考えるのが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自

らの標準報酬月額の減額に同意しながら、当該減額処理が有効なものではない

と主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険

の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 5449 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年７月１日から６年 10月１日まで 

社会保険庁の記録では、代表取締役としてＡ社に勤務した申立期間につい

て、厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与の月額に相当する標準報酬

月額と相違していることが判明した。このため、申立期間の標準報酬月額を

正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成３年７月から６年９月までの期間は 50 万円と

記録されていたところ、同社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなくなった

同年 10月１日以降の７年２月 14日に、当該期間について８万円へとさかのぼ

って減額訂正されていることが確認できる。 

一方、申立人は、社会保険事務所に対する「質問応答書」において、厚生年

金保険の標準報酬月額を引き下げる記録の訂正が行われた平成３年７月１日

から６年 10月１日までの期間、Ａ社の事業主の立場にあった旨回答している。 

また、Ａ社の所在地を管轄する法務局から提出のあった同社に係る履歴事項

全部証明書及び閉鎖事項全部証明書により、申立人は、申立期間及び上記標準

報酬月額の減額処理が行われた当時、代表取締役であったことが確認できる。 

さらに、申立人は、上記質問応答書において、上記標準報酬月額の訂正が行

われた平成３年７月１日から６年 10 月１日までの期間、Ａ社では厚生年金保

険料を含む社会保険料の滞納があったことを認めており、また、当時、同社に

おいて社会保険関係事務を担当していたと供述している従業員も同様の供述



 

を行っている。 

加えて、上記証明書により、当時、取締役であったことが確認できる申立人

の同僚及び上記従業員はいずれも、「Ａ社の代表取締役であった申立人は、同

社の代表者印を自ら厳重に管理していた。したがって、申立人の承認無く、社

会保険事務所に対して標準報酬月額の減額を含む社会保険関係の届出等が行

われたとは考えられない。」旨供述している。 

なお、上記従業員は、「自分は社会保険関係事務を行っていたが、平成６年

９月末でＡ社を退職したので、その後の、標準報酬月額の減額処理が行われた

当時の状況については分からない。」旨供述している。 

これらのことから、申立人は、「当時、社会保険事務所に対して標準報酬月

額の減額に係る届出を行った記憶は無く、社会保険事務所の担当職員から当該

減額に係る説明を受けた記憶も無い。」旨主張しているものの、代表取締役で

あった申立人が関与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の減額処理

がなされたとは考え難く、申立人は自身等の標準報酬月額の減額処理に関与し

ていたものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、会社の業務を執行する責任

を負っているＡ社の代表取締役として、会社の業務としてなされた行為に対し

て責任を負うべきであり、当該行為の結果である自らの標準報酬月額の減額処

理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期

間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはで

きない。 

  



 

東京厚生年金 事案5452 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和22年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から９年６月30日まで 

社会保険事務所職員の戸別訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務した

申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、給与から実際に控除されていた

保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。申立期間当時、

滞納はあったが最終的には延滞利息分以外は支払ったと認識しているので、

当該期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の商業登記簿謄本等により代表取締役として

同社に在職していたことが確認でき、厚生年金保険の被保険者であったことが、

社会保険庁のオンライン記録から認められる。 

また、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった日（平成９年６月30

日）の後の同年７月４日付けで申立人に係る申立期間の標準報酬月額について、

さかのぼって59万円から15万円に減額訂正処理が行われていることが社会保

険庁のオンライン記録により確認できる。 

一方、申立人は、申立期間当時にＡ社において厚生年金保険料の滞納があっ

たことを認めているが、延滞金以外は遅れながらも支払い、減額訂正について

説明されたことは無いと主張している。しかし、同社の会計帳簿の記録から確

認できる平成９年９月30日時点の未納保険料額は、減額訂正により減額される

保険料額とほぼ一致することが確認できる。 

また、申立人はＡ社に係る厚生年金保険の適用事業所の全喪手続を行ったと

供述していることから、申立人は、自身の標準報酬月額を減額訂正することに



 

関与していたものと推認できる。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役である申立人は、当

該標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該減額処理が有効なものでない

と主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金保険

の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案5453 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等  

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： ①昭和25年４月１日から同年８月１日まで 

②昭和25年10月20日から26年１月１日まで 

社会保険事務所において厚生年金保険の加入記録を確認したところ、Ａ社

に勤務した申立期間①及び②の厚生年金保険の加入記録が無いことが判明

した。同社には昭和25年４月１日から12月末日まで継続して勤務した記憶が

あるので、当該期間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、Ａ社に昭和25年４月１日から同年12月31日まで継続して勤務して

いたと申し立てている。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は既に厚生年金保険の

適用事業所でなくなっている上、所在地を管轄する法務局に商業登記の記録も

確認できず、当時の代表者等の連絡先は不明である。 

また、申立人が記憶していた２名の同僚のうち、１名は厚生年金保険被保険

者名簿に記録が無く、加入記録が確認できるもう１名からは当時に関する供述

が得られず、申立人の申立期間①及び②に係る勤務の実態や厚生年金保険料の

給与からの控除について確認することができない。 

さらに、申立期間①については、申立人はＡ社には、入社後に約３か月の見

習い期間があったと供述しているところ、申立人が、同期入社と記憶している

１名の同僚は、申立人と同様に昭和25年８月１日に資格を取得したことが確認

できる。また、社会保険事務所の同社に係る被保険者名簿において申立人と同

日に資格を取得した記録のある従業員２名に照会したところ、回答のあった１



 

名の従業員は、「自分は、学校卒業後の昭和25年４月に入社した記憶があるが、

厚生年金保険の加入時期は同年８月１日となっている。」と供述しており、同

社は入社後一定の期間を見習期間として厚生年金保険に加入させていなかっ

たことがうかがえる。 

加えて、申立人の申立期間①及び②に係る厚生年金保険料の事業主による控

除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5489 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ①昭和 28年４月から 30年 11月 30日まで  

             ②昭和 36年９月１日から 38年９月 20日まで 

厚生年金保険の加入状況を社会保険事務所に照会したところ、Ａ社に勤務

した申立期間①及びＢ社に勤務した申立期間②の厚生年金保険の加入記録

が無い旨の回答をもらった。いずれも勤務していたことは間違いないので、

厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、申立人は、Ａ社に勤務していたと主張しているが、

申立期間当時の同僚及び上司を一人も記憶しておらず、また、Ａ社は申立期

間当時の資料は無く、不明と回答しているため、申立人の勤務状況を確認で

きない。 

一方、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿から、申立人と同時期に

入社した11人及び被保険者期間が申立期間と一部重複する６人の計17人の

従業員に照会したところ、11 人から回答があり、そのうち二人は申立人が

勤務していたことを記憶している。 

また、上記従業員のうちの一人は、申立人は、入社後すぐに退職したため、

昭和 28年５月ごろにはＡ社には在籍していなかったと回答している。 

さらに、上記同期入社の 11 人のＡ社における厚生年金保険被保険者の資

格取得日が昭和 28 年６月５日であったことから、それ以前にＡ社を退職し

たと思われる申立人は、厚生年金保険の被保険者資格を取得しなかったこと

が推認できる。 



 

加えて、社会保険事務所のＡ社に係る被保険者名簿における申立期間を含

む前後の期間については、健康保険の整理番号に欠番が無いとみられること

から、社会保険事務所の事務処理に不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間①に係る厚生年金保険料の事業主による控除

について確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。  

２ 申立期間②について、申立人は、Ｂ社に勤務していた当時の業務内容等を

鮮明に記憶していることから、申立人が申立期間②に同社に勤務していたこ

とは推認できる。 

しかし、社会保険事務所の記録によると、Ｂ社は、既に厚生年金保険の適

用事業所でなくなっており、申立人の勤務状況及び保険料控除に係る記録は

確認できない。 

また、申立期間②当時の従業員は、申立人のような営業販売をしている社

員は請負契約であり、厚生年金保険には入っていなかったと供述している。 

さらに、申立人が同僚として記憶している７人の社員のうち、４人につい

ては社会保険事務所のＢ社に係る被保険者名簿に記録が無く、同名簿に記録

があった３人は所在不明であり、申立てに係る事実を確認することができな

い。 

加えて、申立期間②について、社会保険事務所のＢ社に係る被保険者名簿

をみると、健康保険の整理番号に欠番は無く、社会保険事務所の事務処理に

不自然さは見当たらない。 

このほか、申立人の申立期間に係る厚生年金保険料の事業主による控除に

ついて確認できる関連資料及び周辺事情は見当たらない。 

３ これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

 

 

  



 

東京厚生年金 事案 5490 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成３年１月１日から４年 10月 13日まで 

社会保険事務所の訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務した期間のう

ち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除されていた厚生年金保険

料に見合う標準報酬月額より低いことが判明した。Ａ社では、記録にあるよ

うな低い標準報酬月額であったとは考えられないので、申立期間の標準報酬

月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成３年１月から４年９月までの期間について 53

万円と記録されていたところ、Ａ社が厚生年金保険の適用事業所に該当しなく

なった日（平成４年 10月 13日）の後の５年２月 19日付けで、申立人及び取

締役１名の標準報酬月額の記録がさかのぼって減額訂正されており、申立人の

場合は、申立期間に係る標準報酬月額の記録が８万円に減額訂正されているこ

とが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本から、申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取

締役であったこと及び申立期間後も代表取締役又は清算人として同社の解散

に関与していたことが確認できる。 

また、申立人は、社会保険事務の手続には一切関与しておらず、Ａ社に係る

厚生年金保険の適用事業所でなくなった手続や、自らの厚生年金保険の資格喪

失届を提出した記憶は無いとしているが、当時の従業員は、「社会保険につい

ては、社長と専務が決めていた。会社は、平成４年ごろから資金繰りが苦しく



 

なり、給与等の支払いにも苦労していたようだ。」と供述していることから、

申立人が減額訂正に関与しており、Ａ社が倒産する一年程前から経営状況が悪

化し、厚生年金保険料を滞納していたことがうかがわれる。 

これらの事情を総合的に判断すると、会社の業務を執行する責任を負ってい

るＡ社の代表取締役である申立人は、会社の業務としてなされた行為について

責任を負うべきであり、当該行為の結果である標準報酬月額の減額処理が有効

なものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間に係る厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5491 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正 

  を認めることはできない。 

        

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和５年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年 12月１日から７年６月 27日まで 

    社会保険事務所の訪問により、Ａ社で代表取締役として勤務した期間のう

ち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際に給与から控除されて

いた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが判明した。100万円

以上の給与を受け取っていたので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に

訂正してほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の妻が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成４年 12月から６年 10月までの期間は 53万円、

同年 11月から７年５月までの期間は 59万円と記録されていたところ、Ａ社が

厚生年金保険の適用事業所ではなくなった日（平成７年６月 27 日）の後の同

年７月５日付けで、さかのぼって申立人の標準報酬月額の記録が 11 万円に引

き下げられている。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本により、標準報酬月額がさかのぼって引き下げ

られた当時、申立人はＡ社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立期間当時の従業員は、「Ａ社では当時厚生年金保険料を滞納して

いたため、自分が厚生年金保険からの脱退に係る事務手続を行った。その後、

申立人が社会保険事務所に一人で訪れて滞納した保険料を精算したと思う。」

旨供述している。このことから、申立人は、社会保険事務所において、滞納し



 

ている厚生年金保険料を精算するため、自身の標準報酬月額を減額訂正するこ

とに同意したものと考えられる。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として自

身の当該標準報酬月額の減額処理に同意しながら、これを有効なものではない

と主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間について、厚生年金保

険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

   

  



 

東京厚生年金 事案 5492 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正 

  を認めることはできない。 

        

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成 10年 10月１日から 11年６月７日まで 

    社会保険事務所の訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務した期間のう

ち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与額に見合った標

準報酬月額と相違していることが判明した。月額 50 万円の給与を受け取っ

ていたので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成 10年 10月から 11年５月までの期間は 30万円

と記録されていたところ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくな

った日（平成 11年６月７日）の後の同年６月 18日付けで、さかのぼって９万

8,000円に引き下げられている。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本により、標準報酬月額がさかのぼって引き下げ

られた当時、申立人はＡ社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立人は、Ａ社における保険料の滞納は無かったと供述しているが、

社会保険事務所が保管する歳入歳出外現金出納簿において、Ａ社に係る債権差

押受入金の記録があることから判断すると、申立期間当時、Ａ社は、厚生年金

保険料を滞納していたことが推認できる。 

さらに、Ａ社の代表取締役であった申立人は、社会保険事務に関する届出を

自ら行っていたと供述していることから、申立人が関与せずに社会保険事務所

において標準報酬月額の改定処理がなされたことは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人が、



 

当該標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該減額処理が有効なものでは

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5493 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正 

  を認めることはできない。 

        

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住    所 ：  

  

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年８月１日から８年６月 26日まで 

    社会保険事務所の訪問により、Ａ社に代表取締役として勤務していた期間

のうち、申立期間の厚生年金保険の標準報酬月額が、実際の給与額に見合っ

た標準報酬月額と相違していることが判明した。月額 250万円くらいの給与

を受け取っていたので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録において、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、当初、平成７年８月から８年５月までの期間は 59 万円と

記録されていたところ、当該事業所が厚生年金保険の適用事業所ではなくなっ

た日（平成８年６月 26 日）の後の同年８月６日付けで、さかのぼって 12 万

6,000円に引き下げられている。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本により、標準報酬月額がさかのぼって引き下げ

られた当時、申立人は同社の代表取締役であったことが確認できる。 

また、申立期間当時のＡ社の厚生年金保険事務担当者は、「平成８年５月分

の厚生年金保険料が支払えず、自分と申立人と社会保険事務所の職員の３人で、

滞納保険料の解決方法について話し合った。」旨供述している。このことから、

Ａ社には厚生年金保険料の滞納があり、申立人は、滞納している保険料を解消

するため、自身等の標準報酬月額の減額処理に関与していたと考えるのが自然

である。 

さらに、申立期間当時、Ａ社が加入していたＢ厚生年金基金の申立人に係る



 

標準報酬月額の記録は、社会保険事務所の記録と一致している。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人が、

当該標準報酬月額の減額処理に関与しながら、当該減額処理が有効なものでは

ないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立期間における厚生年金

保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

   

  



 

東京厚生年金 事案 5495 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和９年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成７年 10月１日から９年４月１日まで 

Ａ社に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無

い。同社には、申立期間も継続して勤務していたので、同期間を厚生年金保

険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

雇用保険の加入記録及び従業員の供述により、申立人が、申立期間の一部に

おいてＡ社に在籍していたことは認められる。 

しかしながら、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿

に記録のある従業員等 13 名の雇用保険の加入記録を確認したところ、このう

ち 12 名の雇用保険の加入記録が厚生年金保険の加入記録と相違しており、同

社では雇用保険と厚生年金保険の記録が合致していない者が多数みられる。 

また、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、同社の

事業主は、「平成 13年３月に事務所を閉めた時、同社の関係書類は全部焼却処

分した。当時、人事関係を扱っていた義弟も既に死亡している。」と供述して

いることから、申立人の勤務状況及び保険料控除について確認できない。 

さらに、申立人が平成９年３月まで一緒に勤務していたとする同僚は、自身

の退職日を８年２月 20 日と回答しており、これは、申立人の雇用保険の離職

日と合致している。 

加えて、公共職業安定所の記録によると、申立人はＡ社を平成８年２月 20

日に会社都合の理由で離職した後、同年３月 15日から同年 11月９日まで失業

給付金を受給したことが確認できる。 



 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5496 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男（死亡） 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 大正 14年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 18年８月から 20年１月 10日まで 

           ： ② 昭和 20年３月 10日から 26年７月まで 

           ： ③ 昭和 27年１月 31日から同年５月まで 

           ： ④ 昭和 43年９月１日から 44年４月まで 

昭和 18年８月から 26 年７月まではＡ社に、同年８月３日から 44 年４月

まではＢ社（昭和 33 年５月１日から 34年５月 30日まではＣ社、同年５月

30 日以降はＢ社に名称変更）に勤務していたが、申立期間①、②、③及び

④の厚生年金保険の加入記録が無い。当該期間を厚生年金保険の被保険者期

間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人が記憶しているＡ社の同僚の供述から、期間は

特定できないものの、申立人が同社に勤務していたことは認められる。 

しかしながら、Ａ社は、既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

同社の申立期間当時の事業主、経理担当者及び社会保険事務担当者の連絡先を

把握することができず、申立人の当時の勤務状況及び保険料控除等について確

認できない。 

また、上記の同僚は、昭和 15年 10月に入社したとしているところ、厚生年

金保険（当時は、労働者年金保険）の被保険者資格を取得したのは 18 年５月

15 日であり、これは、Ａ社が適用事業所になった 17 年１月１日から 16 か月



 

経過した後である。 

さらに、申立人に係る社会保険庁のオンライン記録と社会保険事務所が保管

する厚生年金保険被保険者名簿の資格取得日は一致しており、また、これらの

記録と厚生年金保険手帳記号番号払出簿に記載されている厚生年金保険の被

保険者となった年月日は合致しており、記載内容に不自然さは無い。     

申立期間②について、申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたことを申し

立てている。 

しかしながら、社会保険事務所の記録によると、Ａ社は、昭和 20 年３月 10

日に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、同社は、申立期間におい

て厚生年金保険の適用事業所となっていない。 

また、申立期間②当時の事業主、経理担当者、社会保険事務担当者及び従業

員の連絡先を把握することができず、申立人の勤務状況や保険料控除等につい

て確認できない。         

申立期間③について、申立人は、当時の職種は不明としながらも、Ｂ社に勤

務していたことを申し立てている。 

しかしながら、Ｂ社の現在の社会保険事務担当者は、「申立期間③当時の賃

金台帳、社会保険届出関係資料は保存されておらず、当時の事業主は死亡して

おり、ほかに当時の事情を記憶している者もいないため、申立人の勤務状況や

保険料控除等について不明である。」と供述している。 

また、社会保険事務所が保管するＢ社の厚生年金保険被保険者名簿から、連

絡先を把握した申立期間③当時の従業員 10 名に照会し、６名から回答があっ

たものの、申立人を記憶している者はいなかった。なお、６名のうちの１名は、

Ｂ社には日払い歩合制の代務運転者が多数おり、これらの運転手は社会保険に

加入していなかったことを供述している。 

申立期間④について、申立人は、Ｂ社に勤務していたことを申し立てている。 

しかしながら、Ｂ社の現在の社会保険事務担当者は、上記のとおり、申立人

の申立期間④に係る勤務状況や保険料控除等について不明である旨供述して

いる。 

また、社会保険事務所が保管するＢ社の厚生年金保険被保険者名簿から、連

絡先を把握した申立期間当時の従業員 23名に照会したところ、13名から回答

があったものの、申立人を記憶している者はいなかった。なお、このうち２名

は、「Ｂ社の賃金制度には、月給制と日払い歩合制があり、日払い歩合制の従

業員は社会保険に加入していなかったと思う。」と供述している。 

さらに、雇用保険の加入記録によると、申立人の離職日は、昭和 43 年８月

31日となっており、申立期間④に係る記録は無い。 

このほか、申立人の申立期間①、②、③及び④における厚生年金保険料の控



 

除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5497 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。      

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男（死亡） 

    基礎年金番号 ：  

       生 年 月 日 ： 大正３年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 36年９月６日から 40年６月 16日まで 

            ② 昭和 49年 10月 30日から 57年４月１日まで 

    会社役員として、申立期間①では３社（Ａ社、Ｂ社（昭和 38 年４月 25

日にＣ社に社名変更の後、46 年 12 月３日にＤ社に社名変更、現在はＥ社）

及びＦ社）、申立期間②では４社（Ｄ社（現在は、Ｅ社）、Ｆ社、Ｇ社及びＨ

社）に勤めていたが、申立期間の厚生年金保険の加入記録が無いので、同期

間を厚生年金保険の被保険者期間として認めてほしい。 

（注）申立ては、死亡した申立人の子が、申立人の年金記録の訂正を求めて

行ったものである。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、申立人は、Ａ社、Ｂ社及びＦ社に勤務していたことを

申し立てている。 

しかしながら、Ａ社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

Ａ社の当時の所長も死亡していることから、同社における申立人の申立期間に

係る厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

また、Ａ社に勤務していた同僚は、申立人が、申立期間①より前に同社に勤

務していたことを記憶していると供述している。 

Ｂ社については、同社に対する照会回答結果、同社の従業員が保有している

職員録及び同社Ｉ営業所の社会保険事務担当者の供述により、申立人が申立期

間①に同社Ｉ営業所に勤務していたことはうかがわれる。 

しかしながら、Ｂ社では、当時の資料を保存していないため、申立人の申立



 

期間①に係る厚生年金保険の取扱いについては不明と回答している。 

また、Ｂ社において、申立人は昭和 36 年９月６日時点で同社の取締役とな

っているところ、同社の総務担当者は、「昭和 33 年か 34 年ごろ、Ｂ社の重役

会議において、重役は厚生年金保険に加入しないと決めたことをはっきりと記

憶している。」と供述しており、43 年に入社している総務担当者も、「重役は

厚生年金保険に入らないと聞いたことがある。」と供述している。なお、この

ことについては、社会保険庁のオンライン記録によると、上記の総務担当者が

記憶している申立人以外の取締役１名について、取締役在任中の昭和 33年 10

月１日から 40 年９月１日までの厚生年金保険の加入記録が無いことが確認で

きる。 

Ｆ社については、同社は既に厚生年金保険の適用事業所ではなくなっており、

また、事務担当者も死亡していることから、同社における申立人の申立期間①

に係る厚生年金保険の取扱いについて確認できない。 

また、Ｆ社に関しては、商業登記簿謄本により、申立人は昭和 36年７月 29

日から 38年 12月２日までの期間は同社の監査役、40年６月 16日からは取締

役に就任していることが確認できるが、同社の複数の従業員は、申立人は同社

に 41年か 42年ごろから出社していると供述しており、申立期間①における申

立人の勤務実態は確認できない。 

なお、申立人は、子が病弱であったため、会社の健康保険に加入していたは

ずであり、厚生年金保険にも加入していたと主張しているが、社会保険事務所

の記録によると、Ａ社及びＢ社は政府管掌健康保険ではなく健康保険組合に加

入していたことが確認でき、健康保険組合には厚生年金保険とは別に加入でき

ることから、申立人が同健康保険組合に加入している期間が、必ずしも厚生年

金保険に加入している期間とはならない。 

申立期間②について、申立人は、昭和 49 年８月ごろからＤ社、Ｆ社、Ｇ社

及びＨ社の４社のうちの３社の役員を兼務しており、56 年ごろまでは４社の

いずれかに勤務していたと申し立てている。 

しかしながら、Ｄ社では、申立人は昭和 36 年９月５日から 46年９月 27日

までの期間に同社の取締役であったと回答しており、当該期間は申立期間②よ

り前の期間となっている。また、Ｄ社の厚生年金基金における申立人の加入記

録は、昭和 45年５月１日から 49年 10月 30日までとなっており、申立期間②

における加入記録は無い。 

また、Ｆ社の商業登記簿謄本により、申立人は、昭和 49年 10 月 29日付け

で同社の取締役及び代表取締役を辞任していることが確認できる。なお、Ｆ社

の従業員３名は、同社は業績不振のために親会社のＤ社から解散させられたと

供述しており、このうちの１名は、「申立人がＦ社の取締役を辞任後に、同社



 

の厚生年金保険に加入していることはあり得ないと思う。」と供述している。 

さらに、Ｆ社は、申立期間②中の昭和 50 年３月１日に厚生年金保険の適用

事業所ではなくなっている。 

加えて、Ｇ社の商業登記簿謄本によると、申立人は昭和 49年 11月１日付け

で同社の取締役及び代表取締役を辞任している。なお、Ｇ社の総務部長は、「申

立人はＦ社から給与をもらっており、Ｇ社から申立人に給与を支払った記憶は

無い。」と供述している。 

Ｈ社については、同社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 60 年

６月１日であり、申立期間②において、同社は適用事業所となっていない。な

お、Ｈ社のグループ会社であるＪ社の事業主は、「申立人は、申立期間②にＨ

社及びＪ社には勤務していない。」と供述している。 

また、申立期間②は申立人が 60 歳に達した以降の期間であり、社会保険庁

のオンライン記録によると、申立人は、当該期間において、60 歳以降が対象

となる通算老齢年金を受給していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②における厚生年金保険料の控除につい

て確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5498 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 女 

基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住    所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年９月１日から５年 10月 29日まで 

取締役として勤務していたＡ社における申立期間の厚生年金保険の標準

報酬月額は８万円となっているが、実際に支給された報酬に見合う標準報酬

月額と相違している。申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほし

い。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人が取締役を務めていたＡ社は、

平成５年 10月 29日に厚生年金保険の適用事業所でなくなっているところ、申

立人の厚生年金保険の標準報酬月額は、同日を処理日として、４年９月から５

年６月までは 50万円、同年７月から同年９月までは 38万円と記録されていた

ものが、遡及
そきゅう

により８万円に減額訂正されていることが確認できる。 

一方、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は、当該訂正処理日において、

同社の取締役であることが確認できるとともに、自分が同社における社会保険

事務担当者であったと供述している。 

また、申立人は、社会保険事務所への届出書類の作成及び提出は、社会保険

労務士に委託していたとしているが、当該社会保険労務士は、保管している当

時のＡ社に係る社会保険関係書類から、申立てに係る減額訂正処理には関与し

ていなかったと供述している。 

さらに、申立人は、社会保険事務所から減額訂正処理について説明を受けた

記憶は無いとしているものの、滞納していた厚生年金保険料の支払についての

相談とＡ社を適用事業所でなくする手続のために社会保険事務所に行ったと



 

供述していることから、社会保険事務所において同社の全喪届の手続と同日に

処理されている標準報酬月額の減額訂正の届出についても、申立人自身が了解

していたと考えるのが自然である。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、Ａ社

において社会保険事務手続を担当する取締役であった申立人が、当該減額訂正

処理が有効なものではないと主張することは信義則上許されず、申立人の申立

期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることは

できない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5499 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 43年４月１日から 45年４月１日まで 

             ② 昭和 45年８月１日から同年９月１日まで 

             ③ 昭和 46年８月 14日から同年９月１日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ大

学に勤務した申立期間①から③までの加入記録が無い旨の回答をもらった。

同大学には、昭和 43 年４月から勤務し、申立期間中、厚生年金保険料が給

与から控除されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険

者期間として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①及び②については、申立人は、「当時、Ａ大学では、週３日勤務

のアルバイトであった」旨供述しているが、当該期間における雇用保険の加入

記録が確認できない上、同大学の担当者は、当該期間における厚生年金保険の

取扱いについて、｢当時、アルバイトについては、厚生年金保険及び健康保険

はいずれも未加入としていた｣旨供述している。 

また、申立期間①について、申立人は、｢当時、学生であったので、父親の

国民健康保険に被扶養者家族として加入していた｣旨供述している。 

さらに、申立期間②について、社会保険庁のオンライン記録によると、申立

人は、Ａ大学において、昭和 45 年４月１日に厚生年金保険の被保険者資格を

取得し、同年８月１日に資格を喪失後、同年９月１日に同大学で再度資格を取

得しており、同年８月の被保険者記録が無く、同様に、同年８月１日に資格喪

失後、同年９月１日に同大学において再度資格を取得している従業員が複数確



 

認できることから、同大学の代表者は、当時の従業員について、一時期、厚生

年金保険の資格を喪失させたことがうかがえる。 

なお、当時の同僚は、「当時、学生職員という身分があり、夏季休暇は、学

校が休みで仕事が無く資格喪失になった」旨供述している。 

申立期間③については、申立人は、「当時、Ａ大学では、嘱託による勤務で

あった」旨供述しているが、同大学の担当者は、当該期間における厚生年金保

険の取扱いについて、｢当時、嘱託については、従業員によっては、夏休み時

期は、厚生年金保険は未加入とし、健康保険は継続加入としていた｣旨供述し

ている。 

また、申立期間③について、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人

は、Ａ大学において、昭和 46年８月 14日に厚生年金保険の被保険者資格を喪

失後、同年９月１日に同大学で再度資格を取得しており、同年８月の当該期間

の加入記録が無く、同様に、同年８月 14 日に資格を喪失後、同年９月１日に

同大学で再度資格を取得している従業員が複数確認できることから、同大学の

代表者は、当時の従業員について、一時期、厚生年金保険の資格を喪失させた

ことがうかがえる。 

さらに、社会保険事務所が保管するＡ大学の厚生年金保険被保険者名簿から、

複数の従業員に照会したが、申立人が申立期間①から③までの期間において厚

生年金保険被保険者として勤務していたことは確認できなかった。 

このほか、申立人の申立期間①から③までの期間における厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①から③までの期間について、申立人が厚生年金保険被保険者として、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5504 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏 名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 17年生 

住 所 ：  

 

２ 申立内容の要旨 

申 立 期 間 ： 昭和 41年２月１日から 42年２月まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

（現在は、Ｂ社）に勤務していた昭和 40年 10月１日から 42年２月までの

期間のうち、申立期間の記録が無いとの回答をもらった。申立期間も同社に

は勤務していたので、厚生年金保険の被保険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間にＡ社に勤務していたと申し立てているが、同社から提

出された職員名簿及び勤務に関する記録において、申立人の雇用期間は昭和

40年 10月１日から 41年１月 31日まで（昭和 40年 10月１日からＡ社Ｃ事業

所、同年 12 月１日から同社Ｄ事業所）と記載されていることから、申立人は

申立期間において同社に勤務していないことが確認できる上、社会保険事務所

の記録により、同社Ｃ事業所は、47 年２月１日に厚生年金保険の適用事業所

になっていることが確認できる。 

また、Ａ社の人事担当者は、「勤務に関する記録では、申立人は期間の定め

のある見習い社員であることから、雇用期間の終期である昭和 41 年１月 31

日に勤務を終了しているものと思われる。」と供述している。 

さらに、Ａ社の年金業務を継承したＥ企業年金基金の回答では、昭和 40 年

10 月１日から 41 年２月１日までの期間については、「Ａ社の人事記録から共

済組合期間として承認し、厚生年金保険への統合を行ったものである。」とし

ている。 

加えて、申立人がＡ社において一緒に勤務していたと記憶している１名の同



 

僚は連絡先が不明であること等から供述が得られず、申立人の勤務の実態や厚

生年金保険の加入状況等については確認できない。 

このほか、申立人の申立期間における厚生年金保険料の控除について確認で

きる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5505 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の、申立期間①における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂

正を認めることはできない。 

また、申立人の、申立期間②における厚生年金保険被保険者記録について、

訂正する必要は認められない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

    基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

    住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 59年 10月１日から平成８年 11月 14日まで 

             ② 平成８年 11月 14日から 12年８月１日まで 

Ａ社で代表取締役として勤務していた期間のうち、申立期間①の標準報酬

月額が実際の給与の総額に相当する標準報酬月額と相違しているので、正し

い標準報酬月額に訂正してほしい。 

また、申立期間②については、Ａ社において厚生年金保険の被保険者とな

っていないので、当該期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①については、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人のＡ

社における厚生年金保険の標準報酬月額は、当初、昭和 59年 10月から 60年

９月までは 41万円、同年 10月から平成元年 11月までは 47万円、同年 12月

から６年 10月までは 53万円、同年 11月から８年 10月までは 59 万円と記録

されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった８年 11 月 14

日の翌日の同年 11月 15日に、当該標準報酬月額の記録は、昭和 59年 10月か

ら平成元年 11月までは６万 8,000円、元年 12月から６年 10月までは８万円、

同年 11月から８年 10月までは９万 2,000円に、さかのぼって減額訂正されて

いることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は、平成８年 11 月

15 日の標準報酬月額の訂正処理日において、同社の代表取締役であることが



 

確認できる。 

また、Ａ社の複数の従業員及び取締役は、同社では社会保険料の滞納があり、

また、平成８年ごろからは給料の支払遅延や未払いがあったことを供述してい

る。 

さらに、Ａ社の社会保険事務担当者は、申立人の指示により、社会保険に関

する各種届出を行っていたとしており、このことについては、同社の複数の従

業員及び取締役もこれを裏付ける供述を行っていることから、申立人が標準報

酬月額の減額処理に関与していたことがうかがえる。 

これらの事情を総合的に判断すると、Ａ社の代表取締役であった申立人は、

自身の標準報酬月額の減額処理について、当該処理が有効なものではないと主

張することは信義則上許されず、申立人の申立期間①における厚生年金保険の

標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

申立期間②については、Ａ社の複数の従業員の供述及び同社の商業登記簿謄

本から、申立人が当該期間に同社の代表取締役として勤務していたことが確認

できる。 

しかしながら、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人のＡ社におけ

る被保険者資格の喪失に係る処理は、申立期間①の標準報酬月額の訂正処理日

と同日の平成８年 11月 15日に行われていることが確認できるとともに、同日

には申立人の健康保険証が社会保険事務所に回収されていることが確認でき

る。 

また、Ａ社の取締役１名は、同社から国民年金に切り替えるように言われた

ため、平成８年 11月からは国民年金に加入したと供述しており、このことは、

社会保険庁のオンライン記録により、当該取締役の同年 11 月の国民年金保険

料が同年 12月に納付されていることが確認できることからも裏付けられる。 

一方、厚生年金保険の保険給付及び保険料の納付の特例等に関する法律（以

下「特例法」という。）第１条第１項ただし書は、特例対象者（申立人）が、

当該事業主が厚生年金保険の保険料納付義務を履行していないことを知り、又

は知り得る状態であったと認められる場合については、記録訂正の対象とする

ことはできない旨規定している。 

仮に、申立人が申立期間②について、当該期間に係る厚生年金保険料を事業

主により給与から控除されていたと認めることができたとしても、申立人は、

上記のとおり特例法第１条第１項ただし書に規定される「保険料納付義務を履

行していないことを知り、又は知り得る状態であったと認められる場合」に該

当すると認められることから、当該期間については、同法に基づく記録訂正の

対象とすることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5506 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 昭和 38年５月 1日から同年７月１日まで 

Ａ社Ｂ支店に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入記

録が無い。同期間には同社Ｃ支店から同社Ｂ支店に異動しており、継続して

勤務していたので、同期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

Ａ社Ｂ支店に係る複数の同僚の供述から、期間の特定はできないものの、申

立人が同社Ｂ支店に勤務していたことはうかがわれる。 

しかしながら、Ａ社Ｂ支店及び同社Ｃ支店は既に厚生年金保険の適用事業所

でなくなっており、また、両支店の事業主は連絡先が不明であることから、両

事業主から、申立期間当時の申立人の厚生年金保険の取扱いについて事情を聴

取できない。 

また、Ａ社Ｂ支店において、申立期間及びその前後の期間に厚生年金保険の

被保険者資格を有している従業員 53 名について、同社他支店とＢ支店間に係

る被保険者資格の得喪の状況を確認したところ、このうち 13 名について、他

支店とＢ支店との間に２か月から９か月の被保険者資格の空白期間があるこ

とが確認できる。このうち、Ａ社Ｂ支店において、申立人と同じく昭和 38 年

７月１日に被保険者資格を取得した７名のうち、他支店からの転勤者と確認が

できた３名については、３名とも２か月から３か月の被保険者資格の空白期間

が生じている。 

加えて、Ａ社Ｂ支店の複数の経理担当者は、「Ｂ支店では、各社員が転勤し

てきた際に、社員が厚生年金保険被保険者証をＢ支店に提出することによって、



 

被保険者資格を取得する手続を行っており、厚生年金保険被保険者証が提出さ

れない場合は、厚生年金保険の加入手続を行っておらず、加入させるまでは保

険料控除もしていなかった。」と供述している。 

このほか、申立人の申立期間に係る事業主による厚生年金保険料の控除につ

いては、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間に係る厚生年金保険料を事業主に

より給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5507 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間①及び②について、その主張する標準報酬月額に基づく

厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認めることはでき

ない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 12年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 54年 10月 1日から 57年５月 31日まで 

             ② 平成元年８月１日から９年８月 24日まで 

Ａ社に勤務していた申立期間①及び②の厚生年金保険の標準報酬月額が、

実際の給与の総額に相当する標準報酬月額と異なっているので、当該期間の

標準報酬月額を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間①及び②の標準報酬月額が、実際の給与の総額に相当す

る標準報酬月額と異なっていると申し立てている。 

しかしながら、Ａ社の社会保険事務担当者は、申立人に対する給与額は、社

会保険事務所に記録されている標準報酬月額より高く支払っていたが、厚生年

金保険料の控除額は、社会保険事務所の記録どおりの金額であり、このことは、

申立人も納得していたと供述している。なお、Ａ社は既に適用事業所ではなく

なっていることから、給与支給額及び保険料控除額等について、資料等により

確認できない。 

また、Ａ社の複数の同僚も、社会保険事務所に記録されている標準報酬月額

より相当高い額を給与支給額として記憶しており、このことは、同社の社会保

険事務担当者の供述を裏付けている。 

さらに、申立人の申立期間①及び②に係る標準報酬月額は、ほぼ同時期に入

社している同僚３名とほぼ同額となっている。 

加えて、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金保険被保険者名簿には、



 

記載に不自然さはみられず、また、社会保険庁のオンライン記録にも、さかの

ぼって標準報酬月額の訂正が行われた形跡は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

期間①及び②について、申立人が主張する標準報酬月額に基づく厚生年金保険

料を事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5508 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間における厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

  １ 申立人の氏名等 

    氏    名 ： 男 

   基礎年金番号 ：  

    生 年 月 日 ： 昭和 16年生 

    住    所 ： 

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成９年 11月１日から 10年９月１日まで 

Ａ社に代表取締役として勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保

険の標準報酬月額が実際の給与総額に相当する標準報酬月額と相違してい

るので、当該期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録によると、申立人のＡ社における厚生年金保険

の標準報酬月額は、平成９年 11 月から 10 年８月までは 59 万円と記録されて

いたが、同社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった 10 年９月１日の後の

同年 10 月７日に、当該標準報酬月額の記録は、９年 11 月から 10 年７月まで

は９万 2,000 円、同年８月は 41 万円にさかのぼって減額訂正されていること

が確認できる。 

しかしながら、Ａ社の商業登記簿謄本によると、申立人は、平成 10 年 10

月７日の標準報酬月額の訂正処理日において、同社の代表取締役であることが

確認できる。 

また、社会保険事務所が保管しているＡ社に係る滞納処分票及び同社の預金

口座の記録から、同社が平成 10 年５月から同年８月まで厚生年金保険料を滞

納していることが認められ、また、当該滞納処分票からは、同社の社会保険事

務担当者が同年９月 10 日に社会保険事務所へ標準報酬月額変更届を提出した

ことが確認できる。 

さらに、申立人は、Ａ社において、会社の代表者印は自分が管理していたと

供述している。 



 

加えて、当時の社会保険事務担当者は、「自分は標準報酬月額の遡及
そきゅう

訂正処

理については全く関与しておらず、申立人が会社の代表者印を自分で管理し、

社会保険に関する手続書類は、申立人が内容を確認した上で自ら押印してい

た。」と供述している。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、Ａ社

の代表取締役であった申立人は、自身の標準報酬月額の減額処理に関与してい

たものと認められ、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上

許されず、申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記

録の訂正を認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5509 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 15年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 35年４月１日から同年 11月１日まで 

             ② 昭和 41年３月 10日から 46年３月 31日まで 

Ａ社Ｂ撮影所に勤務していた期間のうち、申立期間の厚生年金保険の加入

記録が無い。申立期間を厚生年金保険の被保険者として認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立期間①について、Ａ社Ｂ撮影所の複数の従業員は、申立人が俳優として

昭和 35 年４月に採用されたと供述しており、申立人が当該期間に同社に勤務

していたことはうかがえる。 

しかしながら、公共職業安定所に対する照会回答結果から、申立人が昭和

35年 11月１日に雇用保険の被保険者資格を取得していることが確認でき、こ

れは、申立人のＡ社Ｂ撮影所における厚生年金保険の被保険者資格取得の記録

と一致しており、申立期間①には申立人の雇用保険の加入記録は無い。 

また、社会保険事務所が保管しているＡ社Ｂ撮影所の厚生年金保険被保険者

名簿によると、申立人と同期の 20名全員が、昭和 35年 11月１日に被保険者

資格を取得していることが確認できる。 

さらに、Ａ社Ｂ撮影所の複数の従業員は、新たに俳優として採用された者は

採用後、半年程度の養成期間を経た後に正社員になることができたと供述して

おり、また、当時の総務課長は、養成期間中はＣ研究所の研修生であることか

ら、交通費程度は支給されたが、社会保険に加入できたのは、当該研究所を卒

業して社員となってからであったと供述している。 

申立期間②について、申立人が保有している昭和 41年９月５日と 42年８月



 

25 日付けの写真から、申立人が、申立期間②の一部にＡ社Ｂ撮影所に勤務し

ていたことはうかがえる。 

しかしながら、申立人のＡ社Ｂ撮影所における雇用保険の記録は昭和 41 年

３月９日に離職とされており、これは、同社における申立人の厚生年金保険の

被保険者資格喪失の記録と一致しており、申立期間②には申立人の雇用保険の

加入記録は無い。 

また、Ａ社Ｂ撮影所の複数の従業員は、同撮影所の俳優には社員俳優と専属

俳優の２種類があり、専属俳優は厚生年金保険に加入していなかったと供述し

ているところ、当時の総務課長は、同社の経営が悪化し始めた昭和 38 年ごろ

から 42 年ごろにかけて、経費削減のために、社員俳優を徐々に専属俳優に切

り替えるように進めていたと供述しており、申立人と同期の１名は、申立人の

同社における契約状況は分からないとしながらも、自分は社員俳優であった

35年 11月から 41年４月までは厚生年金保険の被保険者記録があるが、41年

４月ごろに専属俳優に切り替えた後、46 年４月ごろまで勤務していた期間に

ついては厚生年金保険の加入記録が無いと供述している。 

さらに、社会保険庁のオンライン記録によると、申立人と同期の 20 名のう

ち 19 名が昭和 41 年６月までに厚生年金保険の被保険者資格を喪失しており、

残る１名も 44年 10月に被保険者資格を喪失していることが確認できる。 

このほか、申立人の申立期間①及び②に係る事業主による厚生年金保険料の

控除については、これを確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまで収集した関連資料等を総合的に判断すると、申立

人が厚生年金保険被保険者として、申立期間①及び②に係る厚生年金保険料を

事業主により給与から控除されていたことを認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5520 

 

第１ 委員会の結論 

   申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 21年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成４年１月１日から 12年８月 31日まで 

    厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除さ

れていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。同

社では、代表取締役であったが、厚生年金保険関係事務に関与する立場で

はなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の代表取締役として在職し、厚生年金保険の

被保険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登記簿謄本

により認められる。 

また、申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ

社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成 12 年８月 31 日の後の同年

12月 28日付けで、４年１月から６年 10月までは 53万円が８万円に、同年 11

月から 12年７月までは 59万円が９万 2,000円に、それぞれさかのぼって減額

処理されていることが確認できる。 

一方、経理担当者であった申立人の妻は、「平成 12年ごろ、滞納社会保険料

のことで社会保険事務所へ相談に行き、会社名義の銀行口座の差押えを解除す

るため、申立人の標準報酬月額をさかのぼって減額するよう指導され、代表者

印を押して書類を提出した」旨供述しており、申立人自身も、「申立期間当時、

業務全般は申立人が掌握しており、滞納社会保険料の取扱いについて、経理担

当者である妻が社会保険事務所で相談し、標準報酬月額の減額手続を行ったこ



 

とを承知していた」旨供述していることから、代表取締役であった申立人が関

与せずに社会保険事務所において標準報酬月額の訂正処理がなされたとは考

え難く、申立人は標準報酬月額の減額処理に関与していたものと考えるのが自

然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額の減額処理に関与していながら、当該処理が有効なもので

はないと主張することは信義則上許されず、申立人の厚生年金保険の標準報酬

月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 

  



 

東京厚生年金 事案 5521 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正

を認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 13年生 

住    所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

 申 立 期 間 ： 平成６年 12月１日から７年 11月 30日まで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ

社に勤務した期間のうち、申立期間の標準報酬月額が実際に給与から控除

されていた保険料に見合う標準報酬月額と相違していることが分かった。

同社では、経理部長及び監査役であったが、厚生年金保険関係事務に関与

していなかったので、申立期間の標準報酬月額を正しい記録に訂正してほ

しい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

申立人は、申立期間当時、Ａ社の経理部長及び監査役として在職し、厚生年

金保険の被保険者であったことが社会保険庁のオンライン記録及び同社の登

記簿謄本により認められる。 

また、申立人の標準報酬月額は、社会保険庁のオンライン記録において、Ａ

社が厚生年金保険の適用事業所でなくなった平成７年 11 月 30 日の後の同年

12月 21日付けで、６年 12月から７年 10月までは 38万円が 20万円に、さか

のぼって減額処理されていることが確認できる。 

しかしながら、申立人は、「当時、Ａ社の社会保険料の滞納が数か月分あっ

たことから、滞納保険料の取扱いについて、社会保険事務所で相談し、標準報

酬月額を減額して処理することにやむなく同意した」旨供述している上、同社

の代表者は、「当時、会社の経営状況は厳しく、社会保険担当者である経理部

長の申立人から、当該減額処理の相談を受け、当該減額処理はやむを得ないと

二人で判断した」旨供述している。 



 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社において厚生年金保険

事務に権限を有する経理部長として、自らの標準報酬月額の減額処理に同意し

ていながら、当該処理が有効なものではないと主張することは信義則上許され

ず、申立人の厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはで

きない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5522 

 

第１ 委員会の結論 

申立人は、申立期間について、厚生年金保険被保険者として厚生年金保険料

を事業主により給与から控除されていたと認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 18年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 昭和 32年ごろから 34年ごろまで 

② 昭和 36年３月 10日から同年 10月 27日まで 

③ 昭和 38年２月 28日から同年 12月 21日まで 

④ 昭和 39年７月 28日から 41年ごろまで 

⑤ 昭和 42年ごろから同年 12月２日まで 

⑥ 昭和 43年５月１日から 45年ごろまで 

⑦ 昭和 46年ごろから 48年ごろまで 

⑧ 昭和 49年ごろから 50年ごろまで 

⑨ 昭和 51年ごろから 53年ごろまで 

厚生年金保険の加入状況について社会保険事務所に照会したところ、Ａ社

に勤務した申立期間①、Ｂ社に勤務した申立期間②、Ｃ社に勤務した申立期

間③、④及び⑧、Ｄ社に勤務した申立期間⑤及び⑥、Ｅ社に勤務した申立期

間⑦並びにＦ社に勤務した申立期間⑨の加入記録が無い旨の回答をもらっ

た。申立期間中、それぞれの会社に勤務し、厚生年金保険料が給与から控除

されていたはずなので、申立期間について厚生年金保険の被保険者期間とし

て認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

   申立期間①については、Ａ社の当時の代表者及び経理担当者が既に死亡して

おり、現在の代表者は、「当時の関係資料を保存しておらず、申立人の勤務実

態及び厚生年金保険の加入状況は不明である」旨供述していることから、同社

における当該期間の申立人の勤務実態等について確認することができない。 



 

また、社会保険事務所が保管するＡ社の厚生年金被保険者名簿によると、同

社が厚生年金保険の適用事業所となったのは昭和 37 年１月１日であり、申立

期間①において同社は適用事業所とはなっていない上、同社の代表者は、「申

立期間当時、当社は厚生年金保険に未加入の期間であり、厚生年金保険料を従

業員の給与から控除することはあり得ない」旨供述している。 

申立期間②から⑧については、②の期間のＢ社、③、④及び⑧の期間のＣ社、

⑤及び⑥の期間のＤ社並びに⑦の期間のＥ社は、いずれも当時の代表者及び経

理担当者が死亡し、又は所在不明であり、当該事業所における当該期間の申立

人の勤務実態及び厚生年金保険の取扱いについて確認することができない。 

また、申立人は、申立期間①から⑧までの期間における当該事業所の同僚を

覚えておらず、当該期間における申立人の勤務実態等について供述を得ること

ができない。 

そこで、社会保険事務所が保管する申立期間②から⑧までの期間における事

業所の厚生年金保険被保険者名簿から、複数の従業員に照会したが、申立人が

当該期間において厚生年金保険被保険者として勤務していたことは確認でき

ない上、当該被保険者名簿の健康保険及び厚生年金保険の整理番号に欠番は無

く、社会保険事務所の事務処理に不自然さは見られない。 

申立期間⑨については、申立人は、「国際協力機関を通じて、Ｆ社の仲介で

Ｇ国に所在する現地法人で電気工事担当者として勤務していた」旨供述してい

るが、海外に所在する事業所は、厚生年金保険の適用事業所とはなり得ない上、

申立人は、「日本国内での雇用契約先の名称、所在地は不明である」旨供述し

ているほか、申立人がＧ国に所在する現地法人で一緒に勤務していたとする同

僚二人の氏名は、社会保険事務所が保管するＦ社の厚生年金保険被保険者名簿

において確認することができない。 

また、申立人は、「当時、健康保険証を受け取った記憶が無い」旨供述して

いる。 

このほか、申立人の申立期間①から⑨までの期間における厚生年金保険料の

控除について確認できる関連資料及び周辺事情は無い。 

これらの事実及びこれまでに収集した関連資料等を総合的に判断すると、申

立期間①から⑨までの期間について、申立人が厚生年金保険被保険者として、

当該期間に係る厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていたと認

めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5529 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の平成７年４月１日から９年２月 28 日までの期間について、厚生年

金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を認めることはできない。 

また、平成９年２月 28日から 13年５月 30 日まで期間について、厚生年金

保険被保険者として厚生年金保険料を事業主により給与から控除されていた

と認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 22年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： ① 平成７年４月１日から９年２月 28日まで 

             ② 平成９年２月 28日から 13年５月 30日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に在籍していた期間のうち、申立期間①の標

準報酬月額が、実際に支給を受けていた給与に見合う標準報酬月額と相違し

ていることが判明した。また、申立期間②については加入記録が無いとの回

答をもらったが、引き続き同社に勤務していたので、申立期間①については、

標準報酬月額の記録を訂正し、申立期間②については、厚生年金保険の被保

険者であったことを認めてほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

１ 申立期間①について、社会保険庁のオンライン記録から、申立人のＡ社に

係る厚生年金保険の加入期間のうち、申立期間の標準報酬月額は、当初、平

成７年４月から９年１月までは 59 万円と記録されていたが、同社が厚生年

金保険の適用事業所ではなくなった９年２月 28 日の後の同年３月４日付け

で、７年４月までさかのぼって９万 8,000円に減額訂正処理されていること

が確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本から、申立人が、申立期間②及

び前述の処理が行われた時点で、同社の代表取締役であったことが確認でき

る。 



 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る資料から、同社が、平成８年

から９年にかけ、厚生年金保険料を含む社会保険料を滞納しており、その支

払に苦慮していた経過が確認できる。 

さらに、当該資料から申立人自身が滞納保険料の納付について管轄社会保

険事務所の職員と折衝を行ったこと、社会保険事務所の担当者に保険料の納

付ができないことを説明した上で、厚生年金保険の適用事業所ではなくなる

手続をすることを伝え、前述の処理が行われた日の直前に、担当者と面談す

る約束をしていたことが確認できる。 

これらを考え合わせると、Ａ社の滞納保険料を清算するために、申立人自

身が同社の厚生年金保険の適用事業所ではなくなるための手続を行ったと

考えられ、その際に自身の標準報酬月額を減額することに同意したと考える

のが自然である。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額に係る減額処理に同意しながら、当該減額処理が有効な

ものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間の厚生年金保険

の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

２ 申立期間②について、Ａ社は、前述の経過のとおり平成９年２月 28 日に

は厚生年金保険の適用事業所とはなっていない。 

また、社会保険事務所が保管するＡ社に係る資料から、申立期間②の当時

においても、従前の加入期間中に発生した滞納保険料の清算が完了しておら

ず、管轄社会保険事務所から再三にわたって預貯金や売掛金債権の差押えが

実施されていることから、当該期間においても同社の資金繰りには余裕がな

く、再度、厚生年金保険の適用事業所となる手続を行ったとは考え難い。 

さらに、前述の厚生年金保険の適用事業所ではなくなる手続を自らが行っ

た申立人が、申立期間②において、同社が厚生年金保険に加入していない事

実を承知していながら、自身の給与から保険料を控除していたとは考え難い。 

これらの事情を総合的に判断すると、申立期間②について、申立人が厚生

年金保険被保険者として、厚生年金保険料を事業主により給与から控除され

ていたと認めることはできない。 

  



 

東京厚生年金 事案 5530 

 

第１ 委員会の結論 

申立人の申立期間について、厚生年金保険の標準報酬月額に係る記録訂正を

認めることはできない。 

 

第２ 申立の要旨等 

１ 申立人の氏名等 

氏    名 ： 男 

基礎年金番号 ：  

生 年 月 日 ： 昭和 19年生 

住 所 ：  

 

  ２ 申立内容の要旨 

    申 立 期 間 ： 平成８年４月１日から 10年２月 28日まで 

社会保険庁の記録では、Ａ社に在籍していた期間のうち、申立期間の標準

報酬月額が、実際に支給を受けていた給与に見合う標準報酬月額と相違して

いることが判明した。同社では、代表取締役として在籍していたが、当初は

正しい標準報酬月額を届け出ており、それに見合った保険料が給与から控除

されていたので、申立期間の標準報酬月額の記録を訂正してほしい。 

 

第３ 委員会の判断の理由 

社会保険庁のオンライン記録から、申立人のＡ社に係る厚生年金保険の加入

記録のうち、申立期間の標準報酬月額は、当初、平成８年４月から 10 年１月

まで 41 万円と記録されていたが、同社が厚生年金保険の適用事業所ではなく

なった同年２月 28 日の後の同年３月５日に、８年４月までさかのぼって 22

万円に減額訂正処理されていることが確認できる。 

しかしながら、Ａ社に係る商業登記簿謄本から、申立人が、申立期間及び前

述の減額訂正処理が行われた時点で、同社の代表取締役であったことが確認で

きる。 

また、申立人は、平成 10 年２月ごろにＡ社の経営状況が悪化し、管轄社会

保険事務所から滞納保険料の納付について呼出しを受けた際、担当職員から

「国民年金に切り替えてください。」と言われたと思うと供述していることか

ら、同社の滞納保険料を清算するために、申立人自身が厚生年金保険の適用事

業所ではなくなる旨の手続を行ったと考えられ、その際に自身の標準報酬月額

を減額することに同意したと考えるのが自然である。 



 

これらの事情を総合的に判断すると、申立人は、Ａ社の代表取締役として、

自らの標準報酬月額に係る減額処理に同意していながら、当該減額処理が有効

なものではないと主張することは信義則上許されず、申立期間の厚生年金保険

の標準報酬月額に係る記録の訂正を認めることはできない。 

 


